
  

 

 

 

小樽市中心市街地活性化基本計画 
 

 

 

 

 

 

 

平成２０年７月 

 

北海道 小樽市 

 



小樽市中心市街地活性化基本計画 目次 

○ 基本計画の名称 ............................................................. 1 
○ 作成主体 ................................................................... 1 
○ 計画期間 ................................................................... 1 
 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 .................................... 1 
 ［１］小樽市のまちづくり .................................................... 1 

  （１）小樽市の概況 ........................................................ 1 

  （２）小樽市の都市構造 .................................................... 2 

  （３）中心市街地の空洞化の状況 ............................................ 6 

  （４）小樽市都市計画マスタープランにおける中心市街地の位置付け ............ 7 

 ［２］中心市街地の現状と活性化に向けた課題 .................................. 8 

  （１）中心市街地の現状分析 ................................................ 8 

  （２）各種調査結果からの評価 ............................................. 17 

 ［３］これまでの中心市街地活性化の取組 ..................................... 21 

  （１）旧法に基づく小樽市中心市街地活性化基本計画(街なか活性化計画) ....... 21 

  （２）ＴＭＯによる取組 ................................................... 27 

  （３）旧基本計画「街なか活性化計画」の検証 ............................... 27 

 ［４］現状分析及びニーズ調査から導き出される課題 ........................... 31 

 ［５］中心市街地活性化の方針の設定 ......................................... 33 

 

２．中心市街地の位置及び区域 ................................................. 34 
［１］位置 ................................................................. 34 

［２］区域 ................................................................. 35 

［３］中心市街地要件に適合していることの説明 ............................... 40 

 

３．中心市街地の活性化の目標 ................................................. 47 
 ［１］中心市街地活性化の目標設定の考え方 ................................... 47 

  （１）中心市街地活性化の目標 ............................................. 47 

  （２）目標達成状況を把握するための指標設定の考え方 ....................... 47 

 ［２］計画期間 ............................................................. 47 

 ［３］数値目標の設定 ....................................................... 48 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 ................. 68 

［１］市街地の整備改善の必要性 ............................................. 68 

［２］具体的事業の内容 ..................................................... 69 

 

 



５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 ................................... 74 
［１］都市福利施設の整備の必要性 ........................................... 74 

［２］具体的事業の内容 ..................................................... 75 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給    

のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する

事項 ..................................................................... 77 
［１］街なか居住の推進の必要性 ............................................. 77 

［２］具体的事業の内容 ..................................................... 78 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事

業及び措置に関する事項 ................................................... 81 
［１］商業の活性化の必要性 ................................................. 81 

［２］具体的事業等の内容 ................................................... 82 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 ....... 96 
［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 ................. 96 

［２］具体的事業の内容 ..................................................... 97 

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 ............................... 100 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 ...... 101 
［１］市町村の推進体制の整備等 ............................................ 101 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 .................................. 104 

［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 ............................ 107 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 ...... 108 
［１］都市機能の集積の促進の考え方 ........................................ 108 

［２］都市計画手法の活用 .................................................. 108 

［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 ........................ 109 

［４］都市機能の集積のための事業等 ........................................ 110 

 

11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 .............................. 111 
［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 ............................ 111 

［２］都市計画との調和等 .................................................. 114 

［３］その他の事項 ........................................................ 115 

 

12．認定基準に適合していることの説明 ........................................ 116 
 

 
A 



 

 1

様式第４［基本計画標準様式］ 

 

○ 基本計画の名称：小樽市中心市街地活性化基本計画 
 

○ 作成主体：北海道小樽市 
 

○ 計画期間：平成 20 年 7 月から平成 25 年 3 月まで（4 年 9 月） 
 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 
［１］小樽市のまちづくり 

（１）小樽市の概況 

小樽市は、北海道の南西部に位置し、日本海と深緑の山々に囲まれ、東西に細長い坂

の多いまちである。北部の海岸線は「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」の一部に指定され、

切り立ったがけが海に鋭く落ち込む雄大な景観を呈している。 

小樽という地名の由来は、アイヌ語の「オタルナイ」であるといわれ、“砂の中の川”

と解される。まちの誕生は、にしん漁やさけ漁を営む人々の集落ができた元治2年（1865

年）としている。 

明治 2年、札幌に開拓使が置かれ「蝦夷」は「北海道」に、「オタルナイ」は「小樽」

に改められた。また、新橋～横浜間に鉄道が敷かれてから 8 年後の明治 13 年には、小

樽～札幌間に鉄道が敷かれ、北海道の内陸部への開拓が一層進められるようになった。

さらに、船舶の近代化、大型化に対応した大規模な埋立てなどにより小樽港の整備が

進み、ヨーロッパ の国々への穀物の輸出等、小樽の商圏は急速に拡大し、人口の増加

とともに大正11 年には市制が施行された。 

その後、我が国を襲った金融恐慌や、太平洋戦争後の樺太・大陸方面との交易の途絶、

にしん漁の不振、石炭需要の減少や道内他都市の港湾の整備等大きな環境の変化が進

み、金融の中心が札幌に移っていったのを機に北海道経済の中心は小樽から札幌に移動

した。戦後の高度成長期になっても高度成長の波に乗ることが出来ず、一時は斜陽都市

と称されるまでになったが、一方では本市の歴史的環境が壊されることなく残る要因と

なった。 

昭和 40 年代後半から昭和 50 年代にかけて「運河論争」により本市は全国的な注目を

集めることになったが、このことにより本市の歴史的資源の見直しが進み、今では多く

の観光客でにぎわっている。 

現在では、年間 750 万人を

超える観光客が訪れており、

観光は、本市の基幹産業にま

で成長した。今後も観光をひ

とつの柱として関連産業の

成長により発展を目指す。 
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（２）小樽市の都市構造 

①市街化区域の経過と地形的な条件 

本市では、旧都市計画法の適用を受け、大正 15 年に都市計画区域 13,059ha を指定し

ており、新都市計画法の公布により設けられた線引き制度（無秩序な市街化区域の拡大

を防止し、効率的な公共投資や計画的な市街地形成を図るため、都市計画区域を市街化

区域と市街化調整区域に分けるもの）により、昭和 45 年に市街化区域 3,400ha、市街

化調整区域 9,600ha を指定している。 

また、昭和 50 年には石狩湾新港地域の開発により、札幌圏都市計画のうち小樽市分

899ha を都市計画区域として指定しており、本市では、小樽都市計画区域と札幌圏都市

計画区域の 2つの都市計画区域を有している。 

その後、昭和 53 年、60 年、平成 4年、10 年、16 年の計 5回見直しが行われ、現在、

小樽都市計画区域の市街化区域として 3,848ha、札幌圏都市計画区域の市街化区域とし

て 414ha をそれぞれ定めているが、グラフのとおり、昭和 53 年以降の市街化区域面積

はほとんど変化が無く、本市においては、人口増加等を背景にした無秩序な市街化区域

の拡大は行われず、現在までコンパクトな市街地を形成してきたと言える。 
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その要因の一つに、本市は周辺を山々に囲まれ、日本海に面する変化に富んだ地形の

海岸線を有する都市であり、大部分を山地や丘陵地によって占められていることから、

平地が極めて少ない地形であることがあげられる。先人は丘陵地を切り崩し、海面を埋

め立てて運河や港を造り、また斜面を切って道路や宅地を造成しており、明治、大正、

昭和の 3期に渡って埋め立てられた面積は約 80 万㎡にも及んでいる。 

市街地は、海岸線に沿った細長い平地と一部の丘陵地を中心に谷間を縫うように広が

っており、このような地形的な条件が市街化区域の無秩序な拡大の防止につながってい

るものである。 

 

 

市街化区域面積の推移 
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②用途地区の現状 

  市街化区域では、良好な市街地形成や住居・商業・工業などが適正に配置され合理的

な土地利用を図るため 9種類の用途地域を定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図○ 都市形態のイメージ図 

本市の都市形態のイメージ図 

（小樽市景観形成基本計画） 

小樽市街(航空写真) 

用途地域図 
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③公共施設等の立地状況 

  本市においては、公共公益施設の郊外への建替え移転は無く、現在も比較的市の中心

部に集積し、市の中心的機能を果たしている。 

 

 

 

 

④歴史的資源の立地状況 

本市は、明治から昭和初期にかけて北海道経済の中心として繁栄し、この時期に相次

ぎ建設された銀行、商家、石造倉庫などの建造物が歴史や文化を今に伝えていることか

ら、平成 4年に制定した「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」に基づき、

市内の保存すべき建物のうち所有者の同意を得たものを「指定歴史的建造物」に指定し

ており（現在 66 棟）、そのうち 41 棟（62.1％）が中心市街地に立地している。 

北海道開拓の拠点として多くの産業基盤も整備されたが、本市の発展にとって重要な

のが小樽運河である。小樽運河は艀（はしけ）を利用した港湾荷役のため大正 12 年に

完成し活用されたが、輸送形態の変化とともに衰退し、一時は放置された状態となった。

その後、交通渋滞解消策として運河の全面埋立てによる道路化計画が打ち出されたこと

から、保存をめぐる「運河論争」が展開され、10 年以上の議論を経て、昭和 61 年に運

河の幅半分 20ｍを埋め立て、ポケットパークやガス灯のともる散策路など道路として

整備された。これにより、小樽運河は周辺の歴史的建造物と相まって街のシンボルとし

て定着し、多くの観光客が訪れ、本市のにぎわいを形成するための重要な要素となって

いる。 

公共施設等の立地状況 
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また、明治 13 年に北海道で最初の鉄道である旧国鉄手宮線が手宮～札幌間に敷設さ

れ、石炭の輸送ルート等として重要な役割を担った。昭和 60 年に廃線となったこの路

線の一部（中央通りから寿司屋通りまでの区間）は、現在散策路として活用されており、

平成 19 年 3 月に取得した中央通りから総合博物館前までの区間は未整備であるが、運

河創建時の姿を残す北運河に近接し、周辺には歴史的建造物も残っているため、この区

域は、新たな観光拠点としての潜在力を持っているものと考えられる。 

なお、旧国鉄手宮線は、平成 19 年に経済産業省から「近代化産業遺産」に認定され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

歴史的資源の立地状況 

小樽運河 

 

旧国鉄手宮線（散策路） 
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（３）中心市街地の空洞化の状況 

 本市では、昭和 40 年代から市域全体の宅地需要や人口対策から、西側の幸地区、東

側の桜・望洋台・銭函地区などで宅地化が進展し、郊外に新しい住宅地が形成された。

  近年も、中心市街地を含む既成市街地から札幌市側などに形成された新市街地へ人口

の移動があり、平成元年から平成 19 年までの人口増減率は、中心市街地で 23.2％の減

少と小樽市全体に比べて大きく、中心市街地の空洞化が問題となっている。 

 

人口の推移 

 平成元年 平成 10 年 平成 19 年 増減率(H 元→19)

中心市街地 18,831 人  15,816 人 14,455 人 ▲23.2％ 

小樽市全体 166,146 人  154,504 人 138,845 人  ▲16.4％ 

（資料：住民基本台帳 各年 12 月末）  

 

 

 

 

 

 

なお、国勢調査、事業所・企業統計調査、商業統計調査では、18 統計区で集計さ

れているため、本計画では、そのうち「稲穂地区」「手宮・色内地区」「花園地区」

を中心市街地としてデータ整理している。 
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（４）小樽市都市計画マスタープランにおける中心市街地の位置付け 

  平成 15 年 4 月に策定した「小樽市都市計画マスタープラン」において、基本目標の

一つである「活気あるまち」の具体的事項として「にぎわいある中心市街地の形成」が

掲げられ、魅力ある歩行者空間づくりなど交流拠点との回遊性を高める交通環境の充実

を図ること及び中心市街地の空洞化にも対応するまちなか居住を促進することが示さ

れている。 

また、これまで市街地の無秩序な拡散や都市機能の郊外への移転がなかったことか

ら、都市計画マスタープランの中では、市街地への都市機能や施設の集約については明

文化されていないが、土地利用の方針として、人口減少や少子高齢化などの社会動向も

考慮した、利便性の高いコンパクトな市街地形成を目指すこととしており、都市計画で

定める市街化区域と市街化調整区域の枠組みを保ち、都市機能を計画的に整備する市街

化区域の範囲はおおむね現状維持を基本とすることが定められている。 

そのほか、商業系土地利用に関する区分では、本市の中心となる商業地（中心商業ゾ

ーン）として、小樽駅周辺から稲穂・色内・花園周辺が位置付けられている。 
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［２］中心市街地の現状と活性化に向けた課題  

（１）中心市街地の現状分析 

①人口の推移 

  本市の人口は、長期的に減少傾向にあり、平成 19 年の住民基本台帳人口は 138,845

 人で、平成元年の 166,146 人と比較すると 19 年間で 27,301 人の減となっている。 

一方、中心市街地の人口は、平成元年の 18,831 人から平成 19 年には 14,455 人に減

 少している。 

人口減少の要因は、出生数の減少による自然減が続いていることや、雇用環境の悪化

 に伴い札幌市等への転出者が増加し、社会減が続いていることによるものである。 
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 人口の減少傾向は、特に中心市街地で顕著であり、平成元年を 100 とすると、平成

19 年では、小樽市全体が 83.6 であるのに対し、中心市街地では 76.8 になっている。 
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小樽市全体 中心市街地

  

また、中心市街地の年少人口(15 歳未満)・生産年齢人口(15～64 歳)・老年人口（65

歳以上）の 3区分による、直近 5年間の人口構成比率は、年少人口が 0.4％、生産年齢

人口が 2.7％減少する一方、老年人口は逆に 3.7％の上昇となっており、少子高齢化が

一段と進展している。 

特に、中心市街地における老年人口の占める割合は、32.3％(平成 19 年)と小樽市全

体の割合より高い一方、年少人口の占める割合は小樽市全体を下回っており、中心市街

人口の減少状況 

人口の推移 
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地の高齢化が顕著である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課題） 

  中心市街地の人口減少は、歩行者通行量の減少、販売額の落ち込み、空き店舗の増

加などにつながり、そうした状況が更に人口を減少させるという悪循環に陥っている

と考えられるため、生活基盤が整備され、高齢者をはじめとした多様な人々が住みや

すい比較的平たんな中心市街地での居住を回復することが必要である。 

また、中心市街地の高齢化が著しいことから、中心市街地における医療機関の充実

や、高齢者が安心して暮らすことのできる居住環境の整備も必要である。 

 

②歩行者通行量の推移 

  歩行者通行量は、中心市街地のにぎわいの指標であるが、本市においては、特に平日

の市民の商店街への来街や休日の観光客の回遊を示すものとして重要であると考えら

れる。また、平日と休日において、その推移に大きな差異がないことから、6月と 9月

の平日・休日 4日間の合計（平均）により分析する。 

春と秋に実施している中心市街地の 7地点における歩行者通行量の平日、休日の合計

値は、平成 15 年から平成 19 年までの 4年間で約 10 千人、率で約 25％減少している。
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中心商店街歩行者通行量 

年齢別人口構成比(小樽市全体) 年齢別人口構成比(中心市街地) 

(資料：小樽市産業港湾部)

8.2%

7.8%

62.5%

59.8%

28.6%

32.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成14年

平成19年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

（資料：住民基本台帳　各年12月末）

10.3%

11.0%

60.7%

64.1%

29.0%

24.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成14年

平成19年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

（資料：住民基本台帳　各年12月末）

※ 平成 10 年から平成 12 年については、p.10 の調査地点⑥⑦での調査を行っていないため、

5地点の合計値である。 



 

 10

   

 

 

 

 

                   

                                 （単位：人） 

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

① プチポアン前 8,607 6,842 6,290 5,351 5,589 6,187 5,678 5,275 5,536 5,231

② あまとう前 11,667 9,261 8,230 7,745 6,892 7,742 6,965 6,126 5,785 5,626

③ 地酒たかの前 10,019 8,374 7,569 7,539 7,805 7,337 6,515 5,981 5,501 4,988

④ 澤の露前 7,431 6,008 5,901 5,780 6,584 6,382 5,447 5,212 4,852 4,619

⑤ 角磯ハブタイ屋前 4,644 3,737 3,833 3,081 3,206 3,326 3,014 2,623 2,538 2,346

⑥ 政寿司前 － － － 2,317 2,210 2,876 2,560 1,961 2,055 1,863

⑦ ツルハ前 － － － 4,394 5,690 5,930 5,071 4,511 5,072 4,954

42,368 34,222 31,833 36,207 37,976 39,780 35,250 31,689 31,339 29,627

調査地点

合　　計

 

 

過去 5年間では平成 15 年の歩行者通行量がピークとなっているが、これは、平成 14

年 12 月に都通り商店街及び花園銀座商店街のリニューアル事業が完了し、同時に各種

○調査日 

H10. 9. 4(金), 9. 6(日)、H11. 5.28(金), 5.30(日), 9.10(金), 9.12(日)、 

H12. 6.11(日), 6.13(火), 9. 8(金), 9.11(日)、H13. 6.17(日), 6.19(火), 9.16(日), 9.18(火)、 

H14. 6. 7(金), 6. 9(日), 9.13(金), 9.15(日)、H15. 6. 6(金), 6. 8(日), 9.12(金), 9.14(日)、 

H16. 6. 4(金), 6. 6(日), 9.10(金), 9.12(日)、H17. 6. 3(金), 6. 5(日), 9.30(金),10. 2(日)、 

H18. 6. 2(金), 6. 4(日), 9.22(金), 9.24(日)、H19. 6. 1(金), 6. 3(日), 9.28(金), 9.30(日) 

歩行者通行量調査地点 

調査地点別歩行者通行量 
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のイベントが開催されたことや、ＪＲ小樽駅前から小樽運河に延びる中央通りの拡幅整

備事業がこの年までにおおむね完了したことが増加につながっていると思われる。 

しかし、その後の減少については、近隣都市への百貨店や郊外型大型ショッピングセ

ンター等の相次ぐ出店など買物客の流出要因があったことや、中心市街地の核的施設で

ある丸井今井小樽店が平成 17 年 10 月に閉店し、中心市街地への集客効果が大きく弱ま

ったことによるものと考えられる。 

また、中央通りに近い調査地点（p.10 の①,⑦）と商店街内の調査地点（同②,③,④,

⑤）を比較すると、商店街内の調査地点における歩行者通行量の減少が顕著であること

から、ＪＲ小樽駅や運河沿いの観光バス駐車場を起点にした観光客の動線が、小樽運河

周辺や堺町本通に集中し、中心商店街への回遊につながっていないものと思われる。 

  

（課題） 

  歩行者通行量の減少を抑えるための対応として、まちなか居住の推進、旧丸井今井

小樽店の活用、歩行者空間の環境整備を進めるとともに、小樽運河周辺などに集中し

ている観光客を中心商店街方面への回遊させる取組等が必要である。 

 

③空き店舗の推移 

  中心商店街（15 商店街(会)）の空き店舗数は、平成 16 年 12 月と平成 19 年 3 月を比

較すると、実数で 3、率で 0.7％増加している。平成 16 年 12 月以前は集計方法が違う

ため単純には比較できないが、過去 5 年間で最も空き店舗率が低かった平成 14 年度に

比べると、その割合は 4％程度増加している。 

  商店街別の特徴としては、丸井今井小樽店が閉店したサンモール一番街商店街に隣接

する花園銀座商店街で空き店舗が増加しており、大型店閉店の影響が見られる。 

 

     中心商店街の空き店舗の状況 

 平成 14 年 3月 平成 16 年 12 月 平成 19 年 3月 

店舗数 692 614 601 

空き店舗 50  64 67  

空き店舗率 7.2％  10.4％ 11.1％  

           (資料:小樽市産業港湾部、平成 16 年 12 月より 1階路面店のみの調査に変更)  

（課題） 

空き店舗の増加は、商店街のにぎわい低下につながるため、旧丸井今井小樽店の早

期活用はもとより、商店街活性化事業やにぎわいづくりのためのソフト事業等の実施

が必要である。 

 

④小売商品販売額・店舗数・従業員数の推移 

 平成 16 年の商業統計調査によると、中心市街地の年間商品販売額は 575 億円で、市

内全体（1,592 億円）の 36.1％を占めている。平成 9 年と比較すると、額で 33.6％、

シェアで 10.8％の減少となっている。その要因としては、中心市街地の居住人口の減
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少、モータリゼーションの進展、平成 11 年の築港地区における大型複合商業施設の開

業、インターネット販売・通信販売等消費動向の変化があげられる。 

 

小売商業の状況 

  中心市街地 小樽市全体 中心／全体 

平成 9年 866 億円 1,848 億円 46.9％ 

平成 14 年 644 億円 1,743 億円 36.9％ 年間販売額 

平成 16 年 575 億円 1,592 億円 36.1％ 

平成 9年 764 店 1,960 店 39.0％ 

平成 14 年 693 店 1,812 店 38.2％ 店舗数 

平成 16 年 669 店 1,775 店 37.7％ 

平成 9年 4,272 人 10,299 人 41.5％ 

平成 14 年 4,010 人 11,215 人 35.8％ 従業員数 

平成 16 年 3,738 人 10,570 人 35.4％ 

（資料：商業統計調査）   

（課題） 

  本格的な高齢化社会を迎えるなか、購買力の低下など小売店を取り巻く環境はま

すます厳しくなることが予測されるが、中心市街地の空洞化に歯止めをかけるべく、

購買力の流出防止が必要になっている。 

そのため、多様なライフスタイルにあった商品(モノ)やサービス(コト)の提供、

地域コミュニティの場としての機能強化、各個店の魅力づくり等が必要である。 

 

⑤観光入込客数の推移 

本市の観光入込客数は、平成 11 年度をピークに減少傾向にあるが、平成 11 年度は築

港地区に大型複合商業施設がオープンしたという特殊な事情もあった。中心部エリアの

入込客数※をみると、平成 13 年度が最も多くなっており、平成 18 年度までに実数で 558

千人、率で約 12％減少している。 

   

8,946

5,988

7,0016,8486,8087,268

7,7348,159
7,803

696713732
734

742
775

790

784

668

7,6977,5607,540

9,730

6,656

8,476
8,934

8,593
8,002

4,1374,0133,898
4,174

4,5114,695
4,1614,255

2,652

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

（千人）

日帰り客 宿泊客 観光入込客合計 中心部エリア入込客

観光入込客数の推移 

(資料：小樽市産業港湾部)  
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また、宿泊施設の立地場所により中心市街地の宿泊客数を抜き出してみると、平成

12 年度の 495 千人が最も多く、その後は減少傾向が続き、平成 18 年度は 439 千人(平

成 12 年度比 11.3％の減)となっている。 

しかし、近年の特徴として、台湾、韓国、香港などの東アジア圏を中心とした外国人

観光客の増加が目立っており、平成 18 年度の外国人宿泊客数は、平成 13 年度の約 3

倍まで増加した。国・地域別では、台湾が 13.1 千人(構成比 34.4％)と最も多く、次い

で、香港が 11.6 千人（同 30.5％）、韓国が 8.4 千人（同 22.0％）、中国が 1.0 千人（同

2.7％）の順で、アジア圏からの来樽者が全体の約 9割を占めている。 

本市の外国人観光客の増加については、国土交通省が平成 20 年 1 月に公表した「地

域いきいき観光まちづくり 2008」の「外国人で賑わうまち（36 事例）」の一つとしても

紹介されている。 

 

なお、観光入込客数は、市内を 7つのエリア※に区分し、対象観光施設約 50 か所の利

用者数を調査した後、施設間・エリア間の重複や利用者数から市内定住者を除くための

係数を乗じて補正し、算出している。また、宿泊客については、市内の宿泊施設の調査

をしており、日帰り客は、観光入込客数から宿泊客を差し引くことにより算出している。
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（単位：千人）

アジア ヨーロッパ 
区分 

台湾 香港 韓国 中国 その他 ロシア その他 
北米 その他

宿泊客数 12.5 8.4 7.9 0.9 1.2 0.7 0.2 0.9 0.4 

構成比 37.8％ 25.4％ 23.9％ 2.7％ 3.8％ 2.1％ 0.5％ 2.7％ 1.1％

（資料：小樽市産業港湾部） 

 

※ 市内を「小樽中心部」、「祝津・高島・手宮」、「天狗山」、「築港」、「朝里川温泉」、「銭函」、

「塩谷・蘭島」の 7 つのエリアに区分している。 

中心市街地の宿泊客数の推移 

(小樽市産業港湾部資料を基に作成) 

平成 18 年度 中心市街地の外国人宿泊客（国・地域別内訳） 
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宿泊施設名 収容人員 

小樽グランドホテル 169 

オーセントホテル小樽 368 

運河の宿 おたるふる川 78 

ホテルノルド小樽 195 

ホテルソニアⅠ・Ⅱ 186 

小樽グランドホテルクラシック 60 

ホテルヴィブラント小樽 201 

小樽グリーンホテル 144 

ニューグリーンホテル 116 

ホテル稲穂 32 

ビジネスホテル大幸 20 

越中屋旅館 45 

海老屋旅館 25 

ペンション風旅篭 7 

旅の家小樽杜の樹 14 

シーサイドイン 21 

 合 計 1,681 

 

 

（課題） 

観光客の満足度を高め、リピーターや個人旅行客を獲得していくため、ホスピタリ

ティの向上を図るための人材育成や受入態勢の充実が求められる。 

また、外国人観光客に対応した多言語表記や各種サービスの提供など、多様な観光

客が安心して一人歩きできる受入環境の整備が求められる。 

北海道・小樽市の宿泊客数の推移 

(資料：北海道観光入込客数調査報告書、小樽市産業港湾部) 

中心市街地に立地する宿泊施設の収容人員 

(小樽市産業港湾部資料を基に作成) 

               （平成 19 年、単位：人） 
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 ⑥地域資源の状況 

中心市街地には、旧日本郵船(株)小樽支店(国指定重要文化財)、ＪＲ小樽駅（国登録

文化財）、日本銀行旧小樽支店(市指定文化財)をはじめとした数多くの歴史的建造物や、

小樽運河、旧国鉄手宮線などの産業遺産が現存している。 

本市では、豊かな自然と歴史的なたたずまいを今に残した独特の街並みがあることに

注目し、昭和 58 年に北海道で初めての景観に関する条例である「小樽市歴史的建造物

及び景観地区保全条例」を制定した。その後、同条例を発展的に解消した上で、平成 4

年に「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」を制定し、歴史的建造物の外

観保全にかかる助成を行い、また、新築される建物の景観上の誘導を実施することによ

り、小樽特有の景観の保全と整備に努めている。 

しかし、歴史的建造物は、老朽化や所有者の諸事情により解体される例が多くなって

いるほか、最近では、本市の都市景観を形成するために特に重要な地点として指定した

「特別景観形成地区」周辺でのマンション建設が増加し、景観の悪化も憂慮されている。

また、これらハード面の資源だけでなく、地域の職人によるものづくりの技術も貴重

な地域資源として受け継がれており、市内の職人らが設立した「小樽職人の会」は、単

なる同業者による団体の域を超え、教育、歴史や文化の継承、地域社会の活性化の担い

手として活動を展開している。また、同会が母体となったＮＰＯ法人北海道職人義塾大

學校が、市指定歴史的建造物の旧寿原邸を事務所及び製作体験などの場所として利用す

ることとしている。 
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（課題） 

経年劣化が著しい歴史的建造物や、活用方策の検討が必要な旧国鉄手宮線等の地域

資源について、その価値や保存の意義を広く市民に伝え、保存・活用の実効性を高め

ることが必要であるほか、景観保全を考慮した新たな建物の建設誘導が求められる。

また、職人の技術については、それを引き継ぐ後継者の育成・確保が必要である。 

 

 

 

 

 

歴史的建造物を活用した施設の利用者数※ 

(小樽市産業港湾部部資料を基に作成)  

※ 物販店等として活用されている歴史的建造物のうち、利用者数を 

  カウントしている 8施設の合計値（平成 18 年度は推計値） 
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⑦地価の動向 

中心市街地の地価は近年大きく下落しているが、下落幅は縮小傾向にある。中心市街

地で地価調査を行っているの基準地 4地点の平均価格は、平成 10 年から平成 19 年で約

65％下落している。特に、最も地価の高い、稲穂 2丁目（都通り商店街）の基準地価を

見ると、平成 10 年から平成 19 年の間に 3分の 1以下の水準まで落ち込んでいる。 
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（課題） 

地価の下落は、税収減少の主な要因となっている。人口の減少により、長期的には、

住宅地をはじめとする土地の新規需要は逓減することが予想されるため、郊外への大

規模集客施設の立地を制限するとともに、中心市街地での居住を回復することが、地

価の下落を抑えるためには必要である。 

また、小樽特有の美しい街並みの保全は、観光客だけでなく周辺の住民も呼び込み、

長期的には地域の価値を高めることにつながると考えられるため、これまで以上に景

観に配慮したまちづくりを進めることが必要である。 

 

地価調査 基準地価格の推移（中心市街地） 

(資料：北海道地価調査)  

北海道地価調査 基準地（中心市街地）
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（２）各種調査結果からの評価 

  本市では、旧基本計画に基づき、中心市街地の商店街の活性化や観光の新しい魅力づ

くり等に取り組んできた。その結果を市民や観光客がどのように評価しているかを把握

することにより、事業効果を検証する。 

 

 ①小樽信用金庫・北海信用金庫調査 

  小樽信用金庫・北海信用金庫が、小樽市内の消費者を対象に、消費者の行動を把握・

分析する目的でアンケート調査（平成 18 年 8 月～9 月、サンプル数 528 件）を実施し

ているが、商品種類別に利用する買い物場所や利用する頻度、交通手段などを調査した

結果から整理された市内消費者の買い物動向は、次のとおりとなっている。 

 若年層 壮年層 老年層 

最寄り品※1の 

主な買物場所 

市内のスーパー 

ウイングベイ小樽 
市内のスーパー 

市内のスーパー 

自宅付近の商店 

買回り品※2の 

主な買物場所 

札幌市中心部 

ウイングベイ小樽 

専門量販店 

ウイングベイ小樽 

専門量販店 

札幌市中心部 

小樽駅周辺（長崎屋等）

中心商店街 

 

 ※1 最寄り品…消費者が商品を購入する際、近くの小売店で購入する品物。 

主に食料品・日用雑貨など。 

  ※2 買回り品…消費者がいくつかの商店を回り、価格・品質などを比較検討した上で購入する品物。 

主に耐久消費財・趣味品など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （課題） 

これまでの商店街活性化の取組が若年層や壮年層には浸透しておらず、評価も低い

ことがわかり、中心商店街の利用者を増加させるためには、若い年代にもアピールで

きる個性的な商店街づくりが求められる。 

また、高齢化の一層の進展に対応し、ＪＲ小樽駅周辺や中心商店街では、生鮮食料

品や日用品等の最寄り品を扱う店舗の充実や、多様なサービスの提供が求められる。

 

 若年層（20 代以下）は、最寄り品は市内のスーパーを利用しているが、買回り品は主に札

幌市中心部やウイングベイ小樽を利用しており、中心商店街の利用頻度は低い。 

壮年層（30 代～50 代）は、一部の買回り品を除き、市内のスーパー、ウイングベイ小樽を

利用しており、中心商店街での買い物割合が他の世代以上に減少している。 

老年層（60 代以上）は、市内のスーパーや自宅付近の商店で最寄り品を購入しており、買

回り品は小樽駅周辺や中心商店街を利用している。 

共通する特徴として、中心商店街には、各個店の品ぞろえの充実や営業時間の延長、駐車場

の整備など大型店レベルのサービスを求める声が多い一方で、「小樽らしい個性的な商店街」

を求める消費者も数多く存在する。 
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 ②小樽観光客動態調査 

本市では、平成 15 年秋・冬、平成 16 年春・夏の計 4回、来訪した市外からの観光客

を対象にアンケートによる動態調査を実施している（サンプル数 5,766 件）。この調査

結果から、中心市街地に係る小樽観光の課題を把握する。 

 

ⅰ．宿泊滞在型観光への移行 

本市は、宿泊施設や交通ターミナル機能が集積している札幌市に隣接していることか

ら、平均訪問観光施設数が 3.2 箇所／人、平均滞在時間が 4.8 時間、市内に宿泊しない

観光客は 74.2％と、滞在時間の短い立ち寄り型の観光客が主流を占めており、特に小

樽運河周辺だけを訪問する通過型観光となっているのが現状である。 

  

（課題） 

日帰り・通過型観光においては購買、消費需要は大きくないことから、時間消費・

宿泊滞在型観光への転換を図り、観光の経済波及効果を向上させる必要がある。 

そのため、観光客のニーズに即した宿泊施設の充実や、本物志向・体験学習志向へ

の対応を進めるとともに、個性ある暮らし・風景・産業など様々な観光資源を組み合

わせた多彩な観光コースの提案・発信をしていくことが必要である。 

 

ⅱ．街並みの保全活用 

来樽の目的については、「運河と歴史的景観」が 24.1％と最も多く、次いで「食べ物」

（21.4％）、「ガラス・オルゴール」（16.8％）の順となっている。訪問観光施設等でも

「小樽運河」が最も多く、以下、「北一硝子三号館」や「小樽オルゴール堂」といった

歴史的建造物を活用した施設となっている。 

 

512

88

433

576

342

165

710

2,093

397

1,382

1,733

429

363

1,360

25

21

39

10

38

97
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運河と歴史的景観

異国情緒

文学・美術

ガラス・オルゴール

食べ物

温泉

自然

マリンレジャー

スキー

その他

(人）

道内 道外
 

（課題） 

  小樽運河や歴史的建造物等が創り出す他の都市にはないノスタルジックな街並み

を楽しむ観光客が多いことから、今後も小樽の主要な観光資源である街並みを保全

し、より良質な都市景観を創造していくことが求められる。 

  

 

道内外別の来樽目的  
回答比率

24.1%

4.5%

1.3%

16.8%

21.4%

7.1%

4.9%

0.3%

0.5%

19.1%
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ⅲ．築港地区との動線強化 

訪問地点を 5 つの観光ゾーン別（「祝津・

オタモイ」、「運河・堺町・手宮周辺」、「ウイ

ングベイ小樽・マリーナ」、「天狗山地区、朝

里川温泉郷」) に見ると、「運河・堺町・手

宮周辺」ゾーンのみの訪問者が最も多く、次

いで築港地区の「ウイングベイ小樽・マリー

ナ」ゾーンと「運河・堺町・手宮周辺地区」

の行き来を行う者となっている。 

 

（課題） 

  「ウイングベイ小樽・マリーナ」ゾーンには、アミューズメント施設やレクリエー

ション施設が充実しており、さらに広大な駐車場スペースも確保されていることか

ら、この地区を訪れる観光客が中心市街地にも足を運びやすくなるよう、公共交通に

よる動線を強化することが必要である。 

 

③住まいに対する意見 

小樽市住宅マスタープラン（平成 17 年 3 月）の策定に当たり、市民の住宅に対す

る意向を把握するため、一般市民 3,000 人を対象としたアンケート調査（平成 16 年

9 月、回収数 754 件）を実施した。 

その中で、「住まいの不満」として最も多く挙げられたのは「雪の問題」で回答者

の 44.9％を占めている。続いて「結露」8.4％、住宅の広さ 8.3％であるが、雪の問

題に比べると大変少ない状況にある。また、「隣近所、地域で困っていること」では、

やはり「除雪が大変」が 63.3％と最も多く、続く「路上のゴミの散乱」31.1％の約 2

倍となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まちなか（中心市街地）に住みたい理由」では、「中心部での買い物が便利」が

35.8％、「市内への通勤が便利」が 23.1％、「除雪がよい」が 8.0％、「通院に便利」

が 6.3％となっている。 

住まいの不満  

44.9

8.4

8.3

6.8

5.8

5.5

2.2

2.0

1.8

1.7

8.3

2.2

2.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

雪の問題

結露

住宅の広さ

水回りの快適さ

騒音

部屋の暖かさ

建て付け、振動

手すり、段差

雨水、雨もり

日当たり

眺望、景色

プライバシー

ほこり、におい

(％）

n=604
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これらのことから、市民は冬期間の降雪により生活に支障が生じることに不満を抱

いており、生活に便利なまちなかでの居住を望んでいることが分かる。 

 

（課題） 

多様な人々が中心市街地に暮らすことで、にぎわいの向上や地域コミュニティの再

生、商業の活性化などが期待できることから、まちなか居住に向けた施策の充実が求

められる。 

具体的には、まちなか居住のニーズに対応した民間住宅や高齢者住宅の整備、既存

住宅ストックの活用等を実施し、魅力のある住環境づくりを推進していくことが必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちなか(中心市街地)に住みたいと思う理由  

35.8

23.1

6.3

5.9

4.4

4.1

1.5

1.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.5

0.5

0.2

1.7

1.9

1.7

8.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

中心部での買物が便利

市内への通勤が便利

除雪が良い

通院が便利

市外への通勤が便利

住宅地、住宅の環境が良い

家賃が手頃

日当たりが良い

価格、家賃

郊外での買物が便利

土地が決まっていた

親類に近い

駐車が便利

近所づきあいが良い

安心感、防犯

通学が便利

急いで探したため

プライバシーが確保されている

バリアフリーである

その他

(％）

n=589
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［３］これまでの中心市街地活性化の取組 

（１）旧法に基づく小樽市中心市街地活性化基本計画（「街なか活性化計画」平成 11 年 

8 月策定） 

 

①中心市街地の位置及び区域の設定 

本市の中心市街地は、次に掲げる特性から、ＪＲ小樽駅を中心としておおむね商業地

域及び近隣商業地域を含む区域（面積 約 210 ㌶）とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地の区域 

 

・本市の商業の中心 

 既存商業の集積があり、市民生活に密着した商業機能を担ってきたが、商業流通

環境の変化の中で、相対的な地位が低下しつつある地域であること。 

・業務サービス機能の集積 

 市民に対する業務・サービス機能の集積があり、今後も市民生活にとってその発

展が必要な地域であること。 

・交通機能の集積 

 市内交通の結節点であり、市民の来街にとって便利である地域であること。また、

高齢者など公共交通機関を主要な交通手段とする市民にとってもその来街が容易

な地域であること。 

・地域コミュニティの核 

 従来から市民コミュニティを支えてきたところであり、今後とも市民・観光客等

が交流できる地域であること。 
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②中心市街地のゾーニング 

中心市街地を 3つにゾーニングし、それぞれのゾーンの魅力を高めつつ、各ゾーン間

を有機的に結びつけることにより、さらに競争力のある活性化した中心市街地にするこ

とを目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①商業・業務中核ゾーン ・小樽駅を中心とする商業・業務機能の集積が高く、本市経済をけん引する地域 

・市内全域及び後志圏から顧客を吸引する広域型商店街を形成 

②地域コミュニティゾーン 

 

・商業・業務中核ゾーンに隣接し、機能面で補完関係にある地域 

・市民が集い交流し、コミュニティを形成する地域 

③観光ゾーン ・歴史、文化を育み、アイデンティティを創出する地域 

・運河周辺の歴史的建造物を活用した観光施設が多数立地している地域であり、本

市観光の中核を形成 

 

 

③中心市街地活性化の必要性 

中心市街地の相対的機能が低下し、『街のアイデンティティの喪失』という懸念が生

じているが、歴史的建造物や文化財産、観光資源などの地域資源と中心市街地の持つ都

市機能を有効活用することによって、小樽らしいアイデンティティを持った活気とにぎ

わいのあるまちづくりが必要であると整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道５号線 

商業・業務中核ゾーン

中
央
通

 地域コミュニティ 

 ゾーン 

ＪＲ線 

  観光ゾーン 
臨港線 

JR 小樽駅

中心市街地のゾーニング図 
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④中心市街地活性化の方針と目標 

１）方針 

本市の将来ビジョンを示した「小樽市総合計画 市民と歩む 21 世紀プラン」（平

成 10 年 4 月）の将来都市像（『未来と歴史が調和した安心、快適、躍動のまち』）を

踏まえ、中心市街地の活性化の基本方針を次のように定めた。 

 

中心市街地活性化の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）目標 

中心市街地の活性化に向けて、次の 6項目の目標を定め、強化充実を図ることとし

た。 

 

中心市街地活性化の目標 

①にぎわいのある交流空間の創出 

 本市の市街地の構造的特色である海岸線に沿っての階層構造から転換し、市街地間のネッ

トワークを形成するため、都市基盤の整備を行う。これにより中心市街地の求心性、中心性

を向上させ、にぎわいのある交流空間を中心市街地に創出する。 

②活力ある経済活動の促進 

各商店街や個店が消費者ニーズや地域特性に対応した経営を行い、商業機能の充実と商業

環境の整備を行う。 

また、歴史・文化に基づいた観光関連産業や地域特性を活かした都市型産業の育成を行う。

③魅力ある都市機能の充実 

市民に良好な都市環境を提供するとともに、産業経済活動の活性化を推進するため、中心

的機能を果たす施設の整備や機能の充実を行う。 

④快適な都市居住の確保 

中心部の空洞化に歯止めを掛け、定住人口の増加を目指す。また、高齢者や障害者などに

配慮した快適でゆとりのある都市基盤の整備を行う。 

（1）求心性、中心性を高める都市基盤整備の促進 

（2）親しみと魅力あふれる商業機能の強化 

（3）くらしと経済活動を支える業務機能の強化 

（4）まちの活力を生み出す定住人口の回復 

（5）小樽らしさを演出する地域資源の活用 

（6）まちににぎわいをつくりだす交流人口の増加 
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⑤市街地の整備改善に関する事業 

１）主な事業の取組状況 

事業名 事業概要 終了年度 

中央通地区土地区画

整理事業 

沿道区画整理型街路事業の導入により、中央通の拡

幅とともに、沿道 3.6ha の面的整備を進める。 

平成 16 年度 

稲北地区市街地再開

発事業 

住宅、商業、コミュニティ施設等の整備を行い地域

の利便性を向上させ、良好な住環境の形成を図る。 

平成 11 年度 

中央通沿道区画整理

型街路事業 

道路拡幅 

区間 静屋線～本通線 

平成 15 年度 

本通線交通安全施設

整備事業 

歩道の高質化、バリアフリー化 

区間 寿司屋通り～中央通り 

平成 17 年度 

浅草線交通安全施設

整備事業 

歩道の高質化、バリアフリー化 

区間 臨港線～大通線 

平成 15 年度 

中央南線コミュニテ

ィ道路整備事業 

コミュニティ道路の整備 

区間 国道 5号～大通線 

平成 15 年度 

公的住宅の設置 居住人口の増加を図るため、公的住宅を設置する。 平成 11 年度 

景観地区内建造物修

景等事業 

景観地区内建築物等のデザイン誘導等による環境整

備、助成等による支援を行う。 

実施中 

 

 

２）主な事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着手前 着手後 

土地区画整理事業 

【中央通地区土地区画整理事業】 

 ＪＲ小樽駅と小樽運河を結ぶ道路

の拡幅と同時に道路沿線の土地区画

整理をおこない、新しい街並みを形

成する。 

 

 

 

 

 

着手前 着手後

市街地再開発事業 

【稲北地区市街地再開発事業】 

 老朽化した木造建築物を耐火構造

の集合住宅に再整備することによ

り、防災機能を向上させ、中心市街

地の人口を増加させる。また、商業

施設や文化施設を併せて整備するこ

とにより、地域の利便性を向上させ、

良好な住環境の形成が図られる。 



 

 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥商業等の活性化に関する事業 

１）主な事業の取組状況 

事業名 事業概要 終了年度 

中心商店街駐車場共

通利用システム事業 

中心商店街地域の駐車場対策のため、商店街と駐車

協会が連携し、買い物客に駐車券を交付する。 

実施中 

商店街ポイントカー

ド事業 

消費者に買い物金額に応じてポイントを進呈し、消

費者が集めたポイントに応じて預金や旅行等のサー

ビスを提供する。 

実施中 

商店街夜のにぎわい

づくり事業 

商店街全体で営業時間の延長を行い、イベントを行

うなど夜もにぎわう商店街づくりを行う 

実施中 

商店街空き店舗対策

事業 

商店街が空き店舗を借り上げ、商店街に必要な業

種・業態の導入や、休憩所等の顧客利便施設の設置

を行う。 

実施中 

 

都通り商店街環境整

備事業 

中央通地区土地区画整理事業と連動し、街路に設置

しているアーケード、カラー舗装等の施設再整備を

行う。 

平成 14 年度 

花園銀座商店街環境

整備事業 

快適に買い物できる環境とするため、駐車場の設置

や歩道等の整備を行う。 

平成 14 年度 

タウンマネージメン

ト事業 

まちづくり、商業集積づくりのコンセプト・ビジョ

ンを策定し実施していくため、商工会議所が主体と

なりながらＴＭＯを育成し支援していく。 

実施中 

 

 

２）主な事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

着手前 着手後 

道路整備事業 

【本通線交通安全施設整備事業】 

 車と観光客で混雑する歩道のない

片側 1 車線の道路を、車の交通量を

抑制するため一方通行の道路に改良

し、道路の両側に歩道を設置し、歩

行者の安全を確保する。 

中心市街地商店街活性化ソフト事業

【商店街ポイントカード事業】 

 消費者に買い物金額に応じてポイ

ントを進呈し、消費者が集めたポイ

ントに応じて預金や旅行券等のサー

ビスを提供する。 
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⑦その他事業に関する事業 

１）主な事業の取組状況 

事業名 事業概要 終了年度 

新しい観光の魅力づ

くり 

各観光拠点の整備、参加・体験型観光の促進など魅

力ある観光資源を創出する。また、観光客の回遊性

を高めるためのガイドマップの作成や回遊・散策ル

ートづくりを進める。 

実施中 

小樽駅のバリアフリ

ー化 

駅構内に車いすも乗降可能なエスカレーターや出入

り口にスロープを設置し、高齢者や障害者にもやさ

しい駅づくりを進める。 

平成 11 年度 

 

 

２）主な事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地商店街活性化ハード事業

【都通り商店街環境整備事業】 

 中央通地区土地区画整理事業と連

動し、街路に設置しているアーケー

ド、カラー舗装等の再整備をおこな

う。外観はレトロな雰囲気のデザイ

ンとなっており、アーケード内部に

は星座をイメージしたモニュメント

を設置している。 

アーケード外観 アーケード内部

 

観光案内板整備 

【観光案内板整備】 

 観光施設、主要施設等への案内板等

の整備をおこなう。 

観光案内板（2） 観光案内板（1）
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（２）ＴＭＯによる取組   

○事業概要 

「街なか活性化計画」の策定を受け、小樽商工会議所がＴＭＯ機関として、平成 13

年にＴＭＯ構想を策定している。 

 

  主な商業の活性化事業のうち、ソフト事業として次の事業を実施している。 

  ・商店街空き店舗対策事業 

  ・商店街夜のにぎわいづくり事業 

  ・観光客集客事業 

 

  また、ハード事業として次の事業を実施している。 

  ・都通り商店街環境整備事業 

   （アーケードの大規模改修、カラー舗装の整備） 

  ・花園銀座商店街環境整備事業 

   （ロードヒーティングの敷設、駐車場の設置、シンボルモニュメントの設置） 

 

 

（３）旧基本計画「街なか活性化計画」の検証   

①旧基本計画の目標達成状況の検証 

旧基本計画「街なか活性化計画」では、計画した 52 の事業のうち、39 の事業を実

施・着手しており、目標達成状況を下記のとおり検証する。 

 

１）商業機能の強化 

取組 本市では、ＪＲ小樽築港駅周辺地区において平成 11 年 3 月に大型複合商業施設

マイカル小樽（当時）の出店があり、既存の市内商店売り場面積の合計に匹敵する

98 千㎡の物販施設等がオープンし、地域商業に対する影響も懸念されたことから、

旧基本計画では、「親しみと魅力あふれる商業機能の強化」を目標の一つに掲げ、

ハード・ソフト両面から多くの事業を実施してきた。平成 15 年度には都通り商店

街のアーケードリニューアルや花園銀座商店街のコミュニティ道路整備事業など

のハード事業が計画どおり終了し、中心商店街での共同イベントや駐車場共通利用

システム事業、商店街ポイント事業などのソフト事業もあわせて展開した。 

成果 その結果、平成 15 年度の中心商店街の歩行者通行量は、前年度比 4.8％増加し最

多となるなど、これらの事業成果は一定程度上がっているとも見られた。   

反省 しかし、札幌駅ビル内への大手老舗百貨店の出店（平成 15 年）や、本市に隣接

する石狩市、札幌市における郊外型大型ショッピングセンターの開業（平成 17～18

年）、小樽駅から札幌方面へ約 7 キロの位置にあり、人口が増加している朝里地区

に立地するロードサイド型店舗群のリニューアル（平成 17 年、店舗面積合計約 3

千㎡）等による買物客の流出に加え、平成 17 年 10 月に丸井今井小樽店が閉店した

ことによる集客力低下の影響もあり、中心商店街の歩行者通行量は、平成 15 年の

40 千人から平成 19 年の 30 千人へと 25％減少するなど、中心商店街のにぎわい感
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が喪失しているが、旧基本計画では、商店街への回遊性を高めるための仕組みや不

足業種を解消する措置が不十分であった。 

 

今後は、にぎわう商店街づくり支援事業や都通り商店街顧客利便施設運営事業、

小樽さくら祭り、中心商店街元気づくり事業、小樽菓子まつりなど既存のソフト事

業に加え、新たなイベントであるガラス市（仮称）の開催や、中心市街地の歩行者

用案内標識の整備、妙見川そぞろ歩きロード整備事業等、市民や観光客の商店街へ

の回遊性の向上を意識した事業を展開するとともに、旧丸井今井小樽店の区域にお

いて大規模小売店舗立地法特例区域指定の要請を行うことにより魅力的な商業施

設の進出を促し、多種多様な業種・業態の集積や個店の魅力づくりにつなげ、市内

全体からの集客を図ることで、まちなかのにぎわいを創出することが必要である。

 

２）地域資源の活用 

取組 本市では、運河保存などの市民運動や景観意識の醸成を経て、歴史的街並みの保

全が進められてきたが、石造倉庫などを活用したガラスショップやオルゴール店が

多くの観光客を引きつけ、それにより建物が保存されてきたという一面もある。旧

基本計画では、「小樽らしさを演出する地域資源の活用」を掲げ、歴史的建造物の

保全・活用を中心に事業を実施してきた。 

成果 昭和 58 年の「小樽市歴史的建造物及び景観地区保全条例」施行後、保存すべき

建物 100 件を登録し、そのうち特に重要であり、所有者の同意を得た 71 件を指定

歴史的建造物として指定し、修復経費の一部助成等により保存を支援してきた。 

反省 しかし、建物の経年劣化が進む中で、これまで 9 棟の登録歴史的建造物（うち 3

棟の指定歴史的建造物を含む）が解体されており、歴史的な街並みをこれ以上失わ

ないためにも、産業遺産や歴史的建造物の保全・活用に向けた市民との協働による

体制づくりを強化する必要がある。また、これらの活用により多くの観光客が集ま

っているのは小樽運河を中心とした地域に限定されているが、旧基本計画では、地

域資源を活用した別の新たな観光拠点づくりによる回遊性の向上の視点が十分で

はなかった。 

 

 

昭和 60 年 平成 20 年 
登録歴史的建造物 

100 件 89 件 
解体【 9 件 】  

文化財指定等のため登録抹消【 2 件 】

昭和 60 年 平成 20 年 上記のうち 

指定歴史的建造物 71 件 66 件 
解体【 3 件 】  

文化財指定等のため指定解除【 2 件 】

 (資料：小樽市建設部)  

  

    今後は、歴史的建造物の外観保全にかかる助成や融資のあっせん（歴史的建造物

保全事業）を継続するとともに、「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条

例」に基づく寄付金を活用して産業遺産や歴史的建造物の保全・活用を図るほか、

市民等の意見を取り入れた旧国鉄手宮線の活用検討、歴史的建造物めぐりやパネル

条例に基づく登録(指定)歴史的建造物の件数 
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展、歴史的建造物を巡る観光モデルコースの紹介等の情報発信を行い、地域資源の

価値や保存の意義を広く所有者や市民に伝えることで、まちなかの地域資源の保

全・活用を推進し、にぎわいを創出することが必要である。 

 

３）定住人口の回復 

取組 旧基本計画では、「まちの活力を生み出す定住人口の回復」を目標の一つに掲げ、

定住人口の増加に向けた住宅の整備や高齢者等に配慮した快適でゆとりある生活

環境の確保を行うこととした。具体的な事業としては、「公的住宅の設置」、「特定

優良賃貸住宅の供給促進」である。 

成果 公的セクターによる住宅供給については、平成 11 年度に完了した「稲北地区市

街地再開発事業」において、商業施設及び公共施設（コミュニティセンター・児童

館）の整備にあわせて市営住宅（買取り公営住宅）として 24 戸が整備された。 

反省 しかし、その他の公的住宅の設置には至っておらず、特定優良賃貸住宅について

は広さや住宅設備などに対して要求された整備水準の厳しさ等から供給がなされ

なかった。また、民間セクターによる中心市街地での住宅供給については、稲北地

区市街地再開発事業や中央通地区土地区画整備事業等と連携し、一部でマンション

の建設が進んだことから、中心市街地の人口減少の勢いはゆるんだものの、増加に

転ずることはなく、中心市街地の居住人口の回復には至っていない。 

 

今後は、中心市街地での居住ニーズの高さと空き家の活用を結びつける住み替え

の仕組みを作った上で、市役所内に相談窓口を設ける空き家バンク事業の実施や、

民間事業者による病院・高齢者住宅整備事業、アパート・高齢者下宿等の整備を対

象にした制度融資（小樽市中小企業等融資制度）により、まちなかへの居住を推進

することが必要である。 

 

４）交流人口の増加 

取組 旧基本計画では、「まちのにぎわいをつくりだす交流人口の増加」を目標の一つ

に掲げ、観光客の来樽を促すことにより観光業や関連業種の発展を目指し、中心市

街地のにぎわいづくりにつなげることとした。具体的な事業としては、「新しい観

光の魅力づくり」、「観光情報提供体制の充実」、「対岸諸国との交流促進」等である。

成果 平成 13 年度から 5 年間の推移を見ると、それらの事業や冬季の新たなイベント

効果などにより、特に東アジアを中心とした外国人の宿泊客が約 3倍に増大してい

る。また、個別のイベント効果を見ると、「小樽雪あかりの路」が開催される 2 月

の中心市街地の宿泊客数が 5 年間で 11.1％増加しているほか、平成 17 年度から始

まった初冬のイベント「小樽ロングクリスマス」にあわせた宿泊プランを展開して

いる宿泊施設の宿泊客数は、平成 16 年度からの 2年間で 8.7％増加している。 

反省 しかし、宿泊客の 90％を占める日本人の宿泊客は 5年間で 75 千人減少するなど、

小樽観光の特徴である「通過型」からの脱却を図ることはできておらず、「宿泊滞

在型」に比べると経済波及効果は限定されたものとなっている。 
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今後は、宿泊滞在型観光への移行を進め、観光消費需要の増大や夜のにぎわいづ

くりにつなげることが求められており、観光マップの作成や案内標識の整備等によ

る歩いて回れる観光地づくり、はしご酒大会、いか電まつり、ＳＬの運行、夜景を

楽しむツアー等の夜の魅力づくり、快適に宿泊できるホテルの整備、小樽雪あかり

の路、小樽ロングクリスマス、ガラス市（仮称）といったイベントの充実、しりべ

し iネットなどを活用した広域観光情報の提供、小樽に愛着を持つ方々からの出資

を地域産業の活性化のための資金として活用する事業モデルの創設などにより、ま

ちなかでの観光客の滞在を推進することが必要である。 

 

②旧基本計画の推進体制の検証 

旧基本計画の推進に当たっては、庁内・庁外にわたって体制を整備し、事業の取組

や情報交換等を行ってきた。 

庁内においては、市長を筆頭に関係部長で組織する「市街地活性化推進本部会議」

がその役割を担い、また、事業者や商店街等からなる「街なか活性化計画推進協議会」

を設置し、市民の意見等を反映させながら計画を推進してきたが、本市の「運河論争」

や「旧国鉄手宮線活用」を契機として生まれた多くのまちづくり団体の参画や連携に

ついては十分とは言えなかった。 

また、小樽商工会議所では、平成 13 年にＴＭＯを設立し「小樽市タウンマネージ

メント構想（ＴＭＯ構想）」の策定を行い、商店街とともに「タウンマネージメント

計画」の推進を図ってきた。 

今後は、小樽商工会議所と小樽駅前ビル㈱により新たに組織された「小樽市中心市

街地活性化協議会」と連携を図り、幅広く市民や団体、事業者等の意見を取り入れ、

計画に掲げた事業を推進することが必要である。 

 

③旧基本計画に位置付けた事業の成果の検証 

旧基本計画では、事業の進ちょく状況は数値で把握していたが、成果の検証につい

ては明確な目標数値を設定していなかったために事業の効果を評価することが難し

く、フォローアップの欠如にもなった。 

今後は、具体的な数値目標を定め、フォローアップの仕組みを取り入れることで基

本計画の推進を着実なものにしていくことが必要である。 
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［４］現状分析及びニーズ調査から導き出される課題 

以上のことから、統計資料による現状分析、住民ニーズ等の把握・分析、旧基本計画

の検証等に基づき、今後の課題を整理すると次のようになる。 

 

（１）にぎわいの創出 

本市の中心市街地は、人口の減少や歩行者通行量の減少により、活力の低下が著しい

状況となっているほか、小売販売額の減少や商店街空き店舗の増加に見られるように、

経済力の低下も著しい。 

そのような中、平成 17 年 10 月の丸井今井小樽店閉店後の施設では、翌月から地権者・

テナント等が協力してショッピングセンター「小樽サンモール・ネオ」として暫定営業

しているが、中心商店街の歩行者通行量は 2年間で約 5％減少しており、かつてのにぎ

わいを取り戻すまでは至っていない。 

これまで商店街ではアーケードのリニューアルやコミュニティ道路整備事業等の近

代化事業に取り組み、個店や商業集積の整備を進めてきたほか、ポイントカード事業や

駐車場共通利用システム事業をはじめ、各種イベントの開催など多種多様なソフト事業

の取組が行われてきたものの、そのすべてが効果を上げているとは言い難い。また、観

光客の来街は小樽運河や堺町周辺に限定され、中心商店街方面への回遊にはつながって

いない。このため、小樽運河と中心商店街の中間地点に位置する旧国鉄手宮線を来街者

の回遊拠点として活用することの検討や、特産品であるガラスをアピールするイベント

や本市にゆかりのある榎本武揚にちなんだイベントの商店街での実施、民間金融機関の

創業支援相談等を通じた新規業種・業態の誘致、廃校施設や歴史的建造物を活用した来

街者の回遊策、中心市街地全域に点在する地域資源を活かしたまちの魅力づくりなどを

連携して実施し、市民や観光客の中心商店街への回遊性を高め、にぎわいを創出するこ

とが課題となっている。 

 

（２）歴史的資源の保全・活用 

市内には、明治、大正、昭和初期に建てられた歴史的建造物が残り、他の都市にはな

い独自の街並みが本市の個性となっているほか、小樽運河や旧国鉄手宮線などの産業遺

産も大正・昭和の面影を残しつつ整備され、歴史的建造物と相まって独自な景観の要素

となっており、これらの保全・活用が小樽観光を支える基盤となっている。 

本市では、特に評価の高い歴史的建造物を登録（指定）した上で、外観保全にかかる

助成や融資のあっせんを実施し、小樽らしい景観の保全・創出に努めているが、経年劣

化により解体されてしまう建物や十分に有効活用されていない建物や産業遺産も見受

けられることから、これらの歴史的資源を保存するとともに、未活用の歴史的資源を新

たに活用することが課題となっている。 

 

（３）中心市街地居住人口の回復 

本市の都市形態の特色である傾斜地に放射状に広がる市街地は、変化の多い景観をつ

くりだす一方、急坂で狭あいな道路や入り組んだ宅地が数多くあるため、冬期間は積雪

や凍結路面による交通障害により、市民生活上多大な支障をきたす原因となっている。
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特に高齢者や障害者にあっては、買い物や通院にも困難な状況に陥ることもしばしばあ

り、坂道ではロードヒーティング等の対策を行ってはいるが、転倒による骨折等の事故

も発生しており、それらの理由から、市民のまちなか居住へのニーズは高い。 

本市では、中心市街地での新婚世帯の居住推進を目的として、平成 14 年から 17 年ま

で若年者定住家賃補助制度を設けたが、必ずしも中心市街地の居住人口増加には結びつ

かなかった。そこで、中心市街地での居住ニーズの高さと、空き家の活用を結びつける

仕組みづくりのほか、高齢者が安心して暮らすことができる居住環境の整備など、まち

なか居住の推進が課題となっている。 

 

（４）通過型観光から滞在型観光への移行 

本市には多数の観光客の来街があるが、平成 15・16 年の小樽観光客動態調査におい

て、平均滞在時間は 4.8 時間、市内に宿泊しない観光客が 74.2％との結果があり、近

年の滞在時間はさらに短くなっているとの指摘もある。また、近年の観光入込客数はほ

ぼ横ばいの 7,500 千人で推移している一方、平成 16 年度以降の宿泊客数は約 5％減少

しており、通過型観光客が多くを占めていると言える。そこで、「通過型観光」から「滞

在型観光」に移行することにより、観光客の滞在による経済波及効果を高めていくこと

が必要である。 

これまで観光客数を増加させることを最優先の目標として位置づけてきたが、今後は

観光入込客数の増減のみにこだわらず、むしろ観光の質的向上を図ることが必要で、受

入環境の整備とともに四季を通じて観光客にゆっくりと時間をかけて小樽の魅力を味

わってもらえる観光地づくりを進めることが課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小樽雪あかりの路（運河会場、手宮線会場） 
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［５］中心市街地活性化の方針の設定 

以上の課題を踏まえ、中心市街地活性化の方針を次のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）まちなかのにぎわいを創出する 

中心市街地における各種ソフト事業や回遊性を高めるための環境整備などにより、市

民や観光客の回遊を商店街まで拡大し、新たな業種・業態の導入を促すなど、商店街自

体の魅力を向上させ、にぎわいの創出を目指していくこととする。 

このことから、「まちなかのにぎわいを創出する」を第 1の方針とする。 

 

（２）まちなかで暮らす 

中心市街地の居住人口の増加は、市民の住宅に対する不満を解消するばかりでなく、

歩行者通行量の増加によるにぎわいの回復や購買者の増加による商店街等の活性化、既

存の商業、交通、公共サービス機能、歴史的資源等をさらに有効活用することにもつな

がるため、都市基盤の整ったまちなかでの定住人口の増加を目指す。 

このことから、「まちなかで暮らす」を第 2の方針とする。 

 

（３）まちなかで滞在する 

少子高齢社会を迎えたなかで、中心市街地の活性化を図るため、交流人口の増加等に

積極的に取り組むことが重要である。本市には多くの観光客が訪れているが、今までの

「通過型観光」から「滞在型観光」に移行することにより、観光客の滞在による経済波

及効果を高めていくことを目指す。 

このことから「まちなかで滞在する」を第 3の方針とする。 

 

（４）まちなかの歴史的資源を活かす 

歴史的な建物の多くは中心市街地に存在し、本市の都市景観形成の要素として大きな

影響を与えているとともに、物販店舗や飲食店舗として再利用され、市民や観光客を集

客している。また、小樽運河や旧国鉄手宮線などの産業遺産も市民や観光客が憩うにぎ

わい空間として利用されている。 

このことから「まちなかの歴史的資源を活かす」を第 4の方針とする。 

 

 

 

 

 まちなかのにぎわいを創出する 

 まちなかで暮らす 

 まちなかで滞在する 

 まちなかの歴史的資源を活かす 



 

 34

２．中心市街地の位置及び区域 
 

［１］位置 
位置設定の考え方 

元治 2年(1865 年）に村並となった小樽のまちなみ形成は、まず勝納川河口周辺の信香

町、勝納町から始まったが、明治 22 年以降、小樽港の整備が進むと、市街地の中心は商

業・流通業務地として発展した堺町、色内地区に移行した。 

その後、明治 36 年に小樽中央駅（現小樽駅）が開業し、稲穂、花園地区にも小売店舗

や業務機能の集積が広がっていった。 

そのように小樽港から小樽駅方面へ形成された市街地は 100 年以上に渡って本市の中

心としての役割を担った地区となっており、現在も本市の商業・業務・交通機能が集積し

ている。 

また、小樽らしい景観、食、祭りなど地域の生活文化を観光資源として活かしていくた

めには、住民自らが身近に存在する地域の魅力を再認識し、誇りと愛着を持ってもらうこ

とが必要だが、その核として当該地区の活性化が欠かせないことから、今回の基本計画に

おいて中心市街地に設定する。 

 

 

 

（位置図） 
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［２］区域 
区域設定の考え方 

（１）区域についての考え方 

中心市街地の区域については p.32［５］中心市街地活性化の方針の設定 に示した 4

つの方針から導き出すこととする。 

 

①「まちなかのにぎわいを創出する」地域 

本市の中心市街地としては、既存商業施設や業務・サービス機能が集積しているだ

けでなく、公共交通機関、公共施設、医療施設、歴史的資源などが集積し、市内全域、

さらには後志管内の拠点として市民や観光客等が集まり、にぎわいを創出する地域で

あることが必要である。 

商業機能を活性化するための大型空き店舗対策や各種イベントは、主に中心商店街

で実施されているが、中心市街地の居住者や来街者を増やし、その回遊性を高める取

組や、地域資源を活かしたまちの魅力づくりなども複合的に展開することが必要であ

る。また、公共交通機関を主要な交通手段とする高齢者や観光客も多いことから、Ｊ

Ｒやバスなどの交通基盤が充実しており、来街や回遊にあたって便利な地域であるこ

とも必要である。 

これらのことから、まちなかのにぎわいを創出するという観点からは、現在取り組

んでいる（今後取り組む）事業が含まれる区域を中心市街地に設定することとする。

 

  

 事業位置図 
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②「まちなかの歴史的資源を活かす」地域 

本市には、運河等の産業遺産や明治から昭和初期の歴史的建造物が残り、それが他

都市にはないノスタルジックな街並みを形成しており、それらを目的として訪れる観

光客も多い。また、埋立か保存かで話題となった 10 年に及ぶ運河論争を契機に、市

民も、これまで引き継いできた歴史や伝統そして歴史的建造物や貴重な景観などに気

付き、それらが見直されることとなった。 

今後も、市民の理解と協力を得ながら、まちの魅力を高める貴重な要素として歴史

的資源を保存するとともに、未活用の歴史的資源を活用していくことが必要となって

いる。そのため、独自の景観の保全・形成を進めていくに当たり、産業遺産や歴史的

建造物が集積する区域を中心市街地に設定することとする。 

 

 

 産業遺産・歴史的建造物位置図 

 

 

③「まちなかで暮らす」地域 

中心市街地の居住人口の増加は、経済活動の活性化などにぎわいを生み出すととも

に、効率的な財政運営による市財政の改善につながることも期待されることから、ま

ちなかでの居住を進めることが必要である。 

また、車に依存しないで歩いて暮らせる環境がすでに整っている中心市街地は、利

便性が高く、高齢者も含めた多くの人にとってニーズが高いことから、既存の住宅ス

トックを有効活用した中心市街地への住み替えや移住を促進することが必要であり、
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空き家バンク事業を推進する。 

本市の都市計画マスタープランや住宅マスタープランにおいても、まちなか居住の

推進を目指すこととしており、商業系地域とその周辺の住宅系地域を含む区域を中心

市街地に設定することとする。 

 

 
 

 

 

④「まちなかで滞在する」地域 

本市の中心市街地活性化には、基幹産業とも言える観光振興が欠かせないものと

なっているが、現状は、運河周辺を散策するだけの通過型観光となっているため、

まちなかでの時間消費・宿泊滞在型観光へ移行し、経済波及効果を高めていくこと

が必要である。 

そこで、近年増加傾向にある外国人をはじめとした宿泊客の誘致、魅力的なイベ

ントの展開、市民の暮らしや産業など様々な資源をゆっくりと時間をかけて楽しん

でもらう時間消費・滞在型観光の推進、おもてなしの心の醸成等、受入体制づくり

が必要となっている。 

これらの取組により増加する滞在者の宿泊先を確保するため、来街者が滞在する

ホテル等の宿泊施設が集積する区域を中心市街地に設定することとする。 

 

 

 

用途地域図 



 

 38

 

 宿泊施設位置図 

 

 

本計画の中心市街地については、旧基本計画の区域を基本とするが、上記に基づい

て総合的に見直し、改めて設定することとする。 

具体的には、旧基本計画で設定したＪＲ小樽駅周辺地区に近隣商業地域を含めた区

域から、前述の 4つの方針との関連性が薄い稲穂 5丁目の丘陵部分（通称荒巻山）と

市道住初線から南側を除いた区域を、本計画の中心市街地に設定する。 

 

 

（２）中心市街地の境界 

北側 … 市道西通線、市道手宮川通線 

東側 … 小樽運河 

南側 … 市道住初線 

西側 … ＪＲ小樽駅、市道新通線 

 

 

（３）区域の面積 

   約１８０ｈａ 
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○ 区域図 

 

 

 ○新・旧基本計画中心市街地区域の比較 
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［３］中心市街地要件に適合していることの説明 
要 件 説 明 

第 1号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心として

の役割を果たしてい

る市街地であること 

 

①公共施設等の立地 

当該中心市街地は、都市計画用途地域上では、本市全体の商

業地域及び近隣商業地域の商業系用途地域 218ha のうち 102ha

（約 47％）を占め、市内で商業系用途の集積が高い地域となっ

ている。 

  中心市街地には、小樽郵便局、総合サービスセンター、総合

博物館運河館、文学館、美術館、旧日本郵船㈱小樽支店、産業

会館、商工会議所、市民ホール等の公共施設が立地している。

また、総合病院（小樽掖済会病院）や医院・診療所が数多く集

積されている地域でもある。 

  なお、中心市街地の西側に隣接する地域には、市役所、警察

署、図書館、市民会館等の行政施設が立地しており、市民の利

便性は確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等の立地状況（再掲） 
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②通勤圏 

従業者・通学者（15 歳以上）は、市外から従業・通学してい

る流入人口が 12,964 人、市外へ従業・通学している流出人口が

11,699人となっており、流入人口が流出人口を上回っている（平

成 17 年 国勢調査）。 

主な市町村別の 15 歳以上流入・流出状況をみると、流入人口

が流出人口を上回る「流入超過」が一番大きいのは、余市町の

551 人、次いで札幌市 518 人、古平町 60 人、仁木町 52 人であ

り、隣接する札幌市だけでなく、後志管内からも多くの流入人

口を受け入れる拠点都市となっている。 

 

 主な市区町村別の 15 歳以上流入・流出人口  

余市町 551

札幌市 518

古平町 60

仁木町 52

石狩市 45

北広島市 35

積丹町 24

倶知安町 4

岩内町 △ 1

江別市 △ 24

赤井川村 △ 104

その他 105

合計 1,265

13

54

570

715

9,489

25

80

139

230

34

39

416

12,964 11,699

311

43

33

35

206

132

615

89

37

流入超過人口
 （a-b)

流入人口 (a)

市外から小樽市
へ通勤・通学

流出人口 (b)

小樽市から市外
へ通勤・通学

1,266

10,007

85

 

 

 

 

 

 

 

（資料:平成 17 年 国勢調査）

（周辺市町村の位置図） 
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③小売商業の集積 

  平成 16 年の商業統計調査によると、本市全体の店舗数、商店

従業員数、年間販売額のうち、約 4 割が中心市街地に集積して

いる。 

 

小売商業の状況（再掲） 

 中心市街地 小樽市全体 中心／全体 

店舗数 669 店 1,775 店 37.7％ 

商店従業員数 3,738 人 10,570 人 35.4％ 

年間販売額 575 億円 1,592 億円 36.1％ 

（資料：平成 16 年 商業統計調査）

 

 

④各種事業所の集積 

 平成 18 年の事業所・企業統計調査によると、本市全体の事業

所数のうち 40.1％、事業所従業員数の 31.9％が中心市街地に集

積している。 

 

事業所の状況 

 中心市街地 小樽市全体 中心／全体 

事業所数 2,721 カ所 6,789 カ所 40.1％ 

事業所従業員数 19,095 人 59,903 人 31.9％ 

（資料：平成 18 年 事業所・企業統計調査）
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要 件 説 明 

第 2 号要件 

当該市街地の土

地利用及び商業活

動の状況からみて

機能的な都市活動

の確保又は経済活

動の維持に支障を

生じ、又は生ずる恐

れがあると認めら

れる市街地である

こと 

 

 中心商店街の空き店舗調査では、空き店舗の割合は平成 14 年 3

月調査では 7.2％（50 箇所）であったが、平成 19 年 3 月調査では

11.1％（67 箇所）となっている。この間、都通り商店街に通所介

護施設が開業するなど、一部の商店街では改善しているが、中心

商店街全体では増加傾向が続いている。 

  また、商業統計調査によると、中心市街地の店舗数・従業員数

は減少傾向にあり、さらに年間販売額についても、市全域に占め

る当該地区のシェア減少が見て取れる。このほか、中心市街地の

歩行者通行量及び主要観光施設利用者数についても減少傾向にあ

る。 

以上のとおり、中心市街地では、小売店舗数・従業員数・販売

額が減少しており、歩行者通行量や主要観光施設の利用者数も減

少するなど、本市の都市活動や経済活力の中心としての役割を果

たす市街地としての集積が低下しつつあり、今後もさらに活力低

下が進む恐れがあると認められる市街地となっている。 

   中心商店街の空き店舗の状況(再掲) 

  平成 14 年 3月 平成 19 年 3月 

店舗数 692 601 

空き店舗 50 67 

空き店舗率 7.2％ 11.1％ 

（資料：小樽市産業港湾部）  

 

   中心市街地の空き地の状況 

  平成 6年 平成 16 年 

空き地数 42 94 

空き地面積 2,596 ㎡ 6,897 ㎡ 

（資料：小樽市産業港湾部）  

 

 店舗数の推移                 （単位:店） 

  昭和 60 年 平成 3年 平成 9年 平成 14 年 平成 16 年

中心市街地

(シェア)

954 

(37.0%)

924 

(37.8%)

764 

(39.0%)

693 

(38.2%) 

669 

(37.7%)

そ の 他

(シェア)

1,622 

(63.0%)

1,522 

(62.2%)

1,196 

(61.0%)

1,119 

(61.8%) 

1,106 

(62.3%)

合 計 2,576 2,446 1,960 1,812 1,775 

(資料：商業統計調査) 
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 従業員数の推移                   （単位:人） 

  昭和 60 年 平成 3年 平成 9年 平成 14 年 平成 16 年

中心市街地

(シェア)

4,352 

(40.2%)

5,231 

(42.5%)

4,272 

(41.5%)

4,010 

(35.8%) 

3,738 

(35.4%)

そ の 他

(シェア)

6,471 

(59.8%)

7,051 

(57.5%)

6,027 

(58.5%)

7,205 

(64.2%) 

6,832 

(64.6%)

合 計 10,823 12,282 10,299 11,215 10,570 

(資料：商業統計調査) 

 

年間販売額の推移                （単位:千万円） 

  昭和 60 年 平成 3年 平成 9年 平成 14 年 平成 16 年

中心市街地

(シェア)

6,890 

(46.7%)

8,639 

(46.5%)

8,660 

(46.9%)

6,445 

(37.0%) 

5,753 

(36.1%)

そ の 他

(シェア)

7,879 

(53.3%)

9,924 

(53.5%)

9,816 

(53.1%)

10,981 

(63.0%) 

10,168 

(63.9%)

合 計 14,769 18,563 18,476 17,426 15,922 

(資料：商業統計調査) 

※店舗数、従業員数、年間販売額の昭和 60 年と平成 3年の数値は、 

商業統計調査の本市独自集計値である。 
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      中心市街地公共施設利用状況 

  平成 13 年 平成 18 年 

小樽運河プラザ 

(3 番庫) 
73 件、165 日 108 件、178 日 

産業会館 

(ホール) 
62 件、185 日 45 件、169 日 

（資料：小樽市産業港湾部） 

 

 

（資料:小樽市産業港湾部）

中心商店街歩行者通行量（7地点の合計） 

※ 平成 10 年から平成 12 年については、p.10 の調査地点⑥⑦での調査を

行っていないため、5地点の合計値である。
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要 件 説 明 

第 3 号要件 

 当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上と

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

(1)中心市街地の位置付けは、次に掲げる各計画と整合するもの

である。 

①小樽市総合計画（平成 10 年 4 月、平成 21 年度改訂予定） 

小樽市総合計画では、ⅰ「中心市街地の整備」、ⅱ「観光客

の回遊・散策ルートの充実」、ⅲ「広域観光と国際観光の推進」

などが主要施策に掲げられている。 

ⅰについては、中央通地区を核に、高齢者や障害者などに配

慮した快適でゆとりある歩行者空間の確保など、都市基盤の整

備を進めるとともに、商業や住宅複合的機能の集積を誘導し、

経済活動の活性化や定住人口の増加など、にぎわいのある街並

みの創出を図るとしている。 

ⅱについては、観光客の回遊性を高めるため、観光拠点を結

ぶ交通アクセスや駐車場、標識などを総合的に検討し、観光の

全市的な展開をはかりながら、小樽観光の特色を活かしたモデ

ルルートづくりにつとめるなどとしている。 

ⅲについては、後志・道央圏などの市町村と連携し、共通パ

ンフレットの作成や合同キャンペーンの実施などを通じ、広域

観光ルートづくりをすすめるほか、国際観光の推進のため、パ

ンフレットや案内板など、外国人観光客の受入体制の充実を図

るとともに、海外への観光情報の発信につとめるとしている。

 

②小樽市都市計画マスタープラン（平成 15 年 4 月） 

都市計画マスタープランでは、土地利用の考え方として、調

和のとれた土地利用を進めるため、人口減少や少子高齢化など

社会動向も考慮した利便性の高いコンパクトな市街地形成をめ

ざすこととし、特に中心市街地は、土地の高度利用と都市機能

の更新を図るため市街地の再開発を促進し、まちなか居住と商

業などが複合したにぎわいある空間を目指すこととしている。

 

③小樽市住宅マスタープラン（平成 17 年 3 月） 

住宅マスタープランでは、これまで確保されてきた市民の住

宅ストックを有効に活用しつつ、市民の様々な住宅ニーズにか

なった住宅を供給していくとともに、人と人との交流や地域コ

ミュニティを大切にした安全で快適な居住環境の形成が重要と

し、まちなかでの居住を進めることを目標としている。 
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(2)本市及びその周辺の地域への波及等について 

①広域観光圏の構築 

これまでの道央の観光圏は、登別・洞爺湖方面と札幌を結ぶ

ルートが主流を占めていた。このため、小樽観光は通過型が主

であったが、宿泊滞在型観光に移行することにより、本市を起

点として北海道を代表するフルーツの産地である余市町や仁木

町、積丹半島周辺の美しい景色と豊富な海産物に恵まれた古平

町や積丹町、年間を通じて多彩なアウトドアレジャーが楽しめ

るニセコ町や倶知安町など、後志（しりべし）地域を取り込ん

だ広域観光圏の構築が可能となる。このことにより、観光振興

による経済的効果の拡大が期待される。 

 

②公共交通機関の集積 

鉄道は、札幌方面と函館方面を結ぶＪＲ函館本線が通ってお

り、特に札幌方面は輸送密度が高く高速化も図られている。ま

た、都市間バスも札幌や後志管内の主要な都市を結んでいる。

そのため、多くの市民や観光客がＪＲ、バスの発着点である

本市の中心市街地を利用しており、中心市街地の活性化は、広

域での観光客誘致や回遊範囲の拡大などの波及効果につながっ

ていくものと考えられる。 

 

③中心市街地活性化による効率性と周辺への波及効果 

 都市機能を中心部に集中することより、公共投資の効率化や

除雪費用を含めた行政コストの抑制につながる。 

また、中心市街地は、道路や公共施設のほか、歴史的建造物

等の多種多様な既存インフラやストックを有していることか

ら、それらを活用することは環境負荷の低減にもつながる。 

さらに、中心市街地の活発な経済活動の増進により、税収の

増加が見込まれるほか、それにより、もたらされる各種サービ

スの向上などの効果は、広域的に波及するものと考えられる。
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３．中心市街地の活性化の目標 
［１］中心市街地活性化の目標設定の考え方 

 

（１）中心市街地活性化の目標 

中心市街地活性化の方針を踏まえ、次の 3つの目標を設定し、事業に取り組むことと

する。 

目標①  回遊性を高めることによる、まちなかのにぎわい創出 

目標②  居住環境の整備等による、まちなか居住の促進 

目標③  宿泊滞在型観光への転換による、まちなかでの宿泊の促進 

 

（２）目標達成状況を把握するための指標設定の考え方 

目標①の達成状況を表す指標 

本市の商店街に居住者及び来街者を回遊させることは、新規業態・業種の導入を促

し、空き店舗の解消や販売額の増加をもたらす。特に商業機能が集積している中心商

店街に人を集めることは、中心市街地のにぎわい創出につながる。 

これを表す指標として、中心市街地の歩行者通行量を用いる。 

 

目標②の達成状況を表す指標 

本市の地形的特徴から、高齢者等が冬期間でも快適に暮らせるためには、中心市街

地での居住が必要である。 

これを表す指標として、中心市街地の居住人口を用いる。 

 

目標③の達成状況を表す指標 

本市にとって観光は基幹産業の一つであり、観光客等の入込みに伴う経済波及効果

は多大なものがあり、さらに増大させるには宿泊滞在型への転換が不可欠である。 

これを表す指標として、中心市街地の宿泊客数を用いる。 

また、本市独特の景観を形成する歴史的建造物の活用も観光客の増加をもたらし、

中心市街地の宿泊者数の増加につながることから、中心市街地の歴史的建造物を活用

した施設の利用者数を参考指標に設定する。 

 

 

［２］計画期間 

小樽市中心市街地活性化基本計画は、具体的な取組の状況を考慮し、平成 20 年 7 月

から平成 25 年 3 月までの 4年 9か月間を計画期間とする。 
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［３］数値目標の設定 

（１）目標①「回遊性を高めることによる、まちなかのにぎわい創出」に関する数値目標

 

①考え方 

中心商店街の核的施設であった丸井今井小樽店閉店の影響により、歩行者通行量が減

少していることから、「中心市街地の歩行者通行量」について、同店が閉店する前の平

成 17 年度の水準まで回復することを目標とし、以下のとおり数値目標を設定する。 

また、長期的な目標としては、過去 5 年間で最も歩行者通行量が多かった平成 15 年

度の水準（約 4万人）まで回復することを目指すこととする。 

なお、本市においては、特に平日の市民の商店街への来街や休日の観光客の回遊を示

すものとして重要であると思われるため、歩行者通行量については、平日・休日の合計

（4日間の平均）を数値目標とする。 

本基本計画では、目標を達成するために実施するハード系事業として、駅前第 3ビル

周辺地区第 1種市街地再開発事業、民間マンションの建設、高齢者住宅整備事業を見込

み、中心市街地で実施する各種ソフト事業を組み合わせることにより、市内外からの集

客と回遊性の向上を図るものである。 

 

評価指標 現況値（平成 19 年度） 目標値（平成 24 年度） 備考 

中心市街地の 

歩行者通行量 
29,627 人 31,700 人  

 

 

②目標数値設定の根拠 

今後予定されている事業から歩行者通行量の増減分を積算し、目標値を推計する。 

 

ⅰ）中心市街地の歩行者通行量の推計 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の歩行者通行量は減少傾向にあり、今後もこの傾向が引き続くと想定した場合、
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丸井今井小樽店閉店
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目標値

中心市街地の歩行者通行量推計値(7 地点の合計) 

y＝-5,358.05Ln（x）+40,152.16 

R２＝0.89 

※ 平成 10 年度から平成 12 年度については、p.10 の調査地点⑥⑦での調査を行っていないため、5 地点の合計値である。
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平成 24 年度の中心市街地の歩行者通行量は、平成 14 年度から平成 19 年度の数値で対

数近似を用いて算出すると、平成 19 年度より 2,323 人減少すると推計される。 

 

平成 24 年度の歩行者通行量推計値＝27,304 人 

 

ⅱ）駅前第 3 ビル周辺地区第 1種市街地再開発事業による歩行者通行量の増加 

駅前第 3ビル周辺地区第１種市街地再開発事業では、住宅 117 戸、ホテル 234 室（収

容人員 369 人）が整備され、平成 21 年 5 月に完成予定である。 

 

  ・住宅整備による歩行者通行量の増加 

駅前第 3ビル周辺地区第 1種市街地再開発事業では、住宅 117 戸が整備され、平  

成 21 年 5 月の完成予定である。この住宅供給により、定住人口の増加が見込まれる

ことから、歩行者通行量が増加するものとして算出する。 

なお、世帯人員については本市の平成 19 年 12 月の平均数値 2.1 人を用い、回遊通

過ポイントは、最寄り品及び買回り品がそろっている都通り商店街を日常的に利用す

るものとし、都通り商店街の 2箇所（p.52 の調査地点①②）とする。 

また、居住者のうち商店街を回遊する人は、小樽信用金庫と北海信用金庫が小樽市

内の消費者を対象に行ったアンケート調査（サンプル数＝528 件）において、中心商

店街の商店等を利用頻度と居住地区でクロス集計した結果より、中央地区に居住して

いる人で、「よく行く」・「たまに行く」と回答した人の割合（60.8％）を参考に、約

60％として算出する。 

 

増加通行量  117 戸×2.1 人／戸×2箇所×2（往復）×60％＝590 人 

 

・新たな小売店舗の進出による歩行者通行量の増加 

  再開発ビルの 1階と地階には、旧駅前第 3ビルで営業していた小売店舗や飲食店等

に加え、新たに大手ドラッグストアが出店するため、集客が増加するものと考えられ

る。ドラッグストアへの集客は、上記居住者と同様に、他の日用品等を購入する目的

で隣接する都通り商店街へ回遊するものと想定する。 

回遊通過ポイントは、都通り商店街の 2 箇所（p.52 の調査地点①②）とし、その

割合についても上記と同様に 60％として算出する。 

 なお、飲食店及び銀行・サービス業については店舗面積が微増のため、考慮しない

こととする。 

(単位：㎡) 

 再開発前 再開発後 増 減 

小売店舗 409 911 502 ㎡増加(ドラッグストア増加分) 

飲食店 327 384 57 ㎡増加 

銀行・サービス業 524 600 76 ㎡増加 

計 1,260 1,895 635 ㎡増加 

  

店舗面積の推移         
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  ドラッグストアによる集客数は、売場面積の増加分に 3.3 ㎡当たり売上高を乗じて想定

年間売上高を算出し、その 1日当たり売上高を平均客単価で除して求めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

想定年間売上高＝502 ㎡÷3.3 ㎡×4,692 千円＝713,753 千円 

1 日当たり売上高（年中無休）＝713,753 千円÷365 日＝1,955 千円 

ドラッグストアの集客数（1日当たり）＝1,955 千円÷2千円／人＝978 人 

 

増加通行量  978 人×60％×2箇所＝1,174 人 

 

ⅲ）民間マンション建設による歩行者通行量の増加（ⅱ 市街地再開発事業分を除く）

駅前第3ビル周辺地区第1種市街地再開発事業以外の民間マンション建設による定

住人口の増加も見込まれることから、歩行者通行量が増加するものとして算出する。

今後 5 年間に完成が見込まれている中心市街地のマンションは以下のとおりであ

り、これまでの動向を考慮し、平成 20 年以降に着手する新規マンションについては、

別に 270 戸※の建設を見込むこととする。 

 

マンション名 完成年 戸数 備考 

Ａマンション 平成 20 年 37 戸 ファミリー向け 

Ｂマンション 平成 20 年 35 戸 ファミリー向け 

Ｃマンション 平成 20 年 54 戸 単身者向け 

新規見込み 平成 24 年まで ※270 戸 
単身者向け 46 戸 

ファミリー向け 224 戸 

計  396 戸  

（参考） Ｄマンション   完成年：平成 21 年、戸数：117 戸  ファミリー向け（市街地再開発事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ① 平成 22 年から平成 24 年の 3 か年の推計値については、平成 17 年から平成 19 年の 3 か

年の実績 207 戸、及び平成 20 年～平成 21 年の 2 か年で 243 戸（予定、市街地再開発事業

分を含む）の計 5か年をもとに平均値 90 戸／年間として算出する。 

（207 戸＋243 戸）÷5か年≒90 戸／年間 

90 戸／年間×3か年＝270 戸 

 

② 平成 17 年から平成 21 年のマンション建設の傾向から、単身者向けが 17％、ファミリー

向けが 83％と想定する。 

単身者向け＝46 戸（270×17％） 

ファミリー向け＝224 戸(270×83％)

   

小売店舗（ドラッグストア）の店舗面積増＝502 ㎡ 

店舗面積 3.3 ㎡当たり売上高＝4,692 千円 
（北海道における中小企業の経営指標 平成 16 年度版（北海道中小企業総合支援センター）の医薬品・

化粧品小売業平均による） 

平均客単価（ドラッグストア）＝2千円／人  
（北海道内の現状：独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道支部より聴取） 



 

 51

民間マンション居住者の回遊通過ポイントは、日常的な買い物に利用しやすい都通

り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街の歩行者通行量調査地点（p.52

の①②③④⑤）のいずれか 1箇所を往復するものとして算出する。 

また、ファミリー向けマンションの世帯人員は、平均値の 2.1 人、単身者向けマン

ションの世帯人員は 1.0 人とし、居住者のうち商店街を回遊する人は、ⅱ）と同様、

約 60％として算出する。 

 

増加通行量 

ファミリー向け  296 戸(37+35+224)×2.1 人×1箇所×2(往復)×60％＝746 人 

       単身者向け    100 戸(54+46)×1.0 人×1箇所×2(往復)×60％＝120 人 

 

ⅳ）高齢者住宅整備事業による歩行者通行量の増加 

中心商店街の中に、診療所が併設された地上 6階建ての高齢者用住宅が 80 戸整備

される。この住宅供給により、定住人口の増加が見込まれることから、歩行者通行量

が増加するものとして算出する。 

居住者が高齢者であることや中心商店街の中に立地していることを考慮すると、サ

ンモール一番街商店街、都通り商店街は、アーケードが整備されていて歩きやすい上、

最寄り品及び買い回り品がそろっているため日常的に利用しやすく、銀行や郵便局等

の業務機能も集約されているほか、都通り商店街内のデイサービスセンターや高齢者

の活動拠点である「杜のつどい」、いなきたコミュニティセンター、小樽市民センタ

ー、小樽商科大学駅前プラザ等へのルートになることが見込まれる。また、花園銀座

商店街には最寄り品を扱う商店のほか、様々な飲食店等も立地していることから、居

住者は外出する際に中心商店街内を回遊するものと想定する。 

回遊通過ポイントは、回遊ルート図で想定した花園銀座商店街 1箇所、サンモール

一番街商店街 1 箇所、都通り商店街 2 箇所の合計 4 箇所（p.52 の調査地点②③④⑤

を往復するものと想定する。 

また、世帯人員は 1.0 人とし、居住者のうち商店街を回遊する人は、ⅱ）と同様、

約 60％として算出する。 

 

増加通行量  80 戸×1.0 人×4箇所×2（往復）×60％＝384 人 

 

ⅴ）中心市街地のソフト事業効果による歩行者通行量の増加 

都通り商店街では、平成 14 年 12 月、アーケードの大幅リニューアル工事を完了し

た後、アーケードの完成を記念したリニューアルセレモニーや現在の中心商店街の原

形をつくった「榎本武揚」をコンセプトにした、「あやかり武揚さん」という願かけ

地蔵を設置したほか、「いいふりこき」「へっちゃら」などの言葉が刷り込まれた「小

樽弁たれ幕」や「小樽弁手拭い」による地域のＰＲを展開するなど、工夫を凝らした

ソフト事業を展開しながら独自性のある商店街づくりを行った。 

その結果、都通り商店街の歩行者通行量は、平成 13 年の 6,548 人から平成 15 年の

6,965 人へと 6.4％増加している。（人数は 2地点の平均値） 
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今後は、新たな取組として以下の事業を行い、中心商店街への回遊性の向上を図る

こととする。 

  

・榎本武揚没後 100 年記念事業 

開拓史として北海道に渡った榎本武揚は、天然の良港がある本市が大きく発展す

ると先見し、明治 6年に現在の稲穂地区を中心に広大な土地を購入して宅地造成を

行うなど、本市発展の礎を作ったと言われている。都通り商店街では、その榎本武

揚をイメージキャラクターとしたソフト事業をこれまでも実施してきたが、平成

20 年度は没後 100 年になることから、小樽実行委員会が、榎本武揚の足跡をたど

り後世に伝えるべく、講演会や仮装コンテスト・パレードなどを企画していること

から、市民や観光客の中心市街地への回遊性の向上が期待される。 

 

  ・やさしい街推進事業、商業活性化アドバイザー事業 

花園銀座三丁目会商店会では、「やさしい街」をコンセプトに、空き地や空き店

舗を活用して定期的に映画上映を行う「キネマ祭」に取り組むなど、かつての映画

のまちの復活を計画しているほか、商店街の空きスペースをコミュニティ広場と

し、商店街に来街する住民、高齢者、子供等が交流する広場として運営する事業、

プランター設置事業、イルミネーション事業などを行うこととしていることから、

市民の中心市街地への回遊性の向上が期待される。 

また、事業を効果的に実施するため、中小企業基盤整備機構の商業活性化アドバ

イザー派遣事業を活用することとしている。 

 

  ・ガラス市(仮称) 

観光客が小樽土産として購入する「小樽ガラス」は国内外から高い評価を得てお

り、中小企業庁の「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」のプロジェクトとして採択

されるなど、本市を代表する地域資源となっている。そこで、「小樽ガラス」の確

固たるブランドへの成長、販路拡大、ひいては交流人口の増大を目的とし、市内

14 箇所のガラス工房が一堂に集まり、ガラス工芸品の販売や製作体験などを行う

「ガラス市（仮称）」を新たなイベントとして開催する予定であることから、市民

や観光客の中心市街地への回遊性の向上が期待される（会場は、旧国鉄手宮線、旧

丸井今井小樽店、都通り商店街、サンモール一番街商店街等を予定）。 

 

・「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例」の活用 

平成 20 年度から施行する「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例」

は、広く市内外の小樽ファンからの寄付金を募り、それを旧国鉄手宮線や歴史的建

造物等の保全にかかる財源として活用するものである。良好な景観の保全や施設の

整備等が進むことから、観光入込客の底上げや市民意識の向上に伴う中心市街地へ

の回遊の促進が期待される。 
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そのほか、主な商店街では、従来からの取組を拡充するなど集客の工夫を実施して

いくこととしており、市民の回遊性の向上が図られるものである。 

 

［都通り商店街］ 

顧客利便施設（ふれあいプラザ）の運営やアートをテーマにした市民参加型の「ア

ートストリート in 都通り」、小樽雪あかりの路に協賛したイベントのほか、無農薬

野菜の販売（毎週土曜日）なども充実させる。 

［サンモール一番街商店街］ 

旧丸井今井小樽店ではチャレンジショップ事業である「一坪からマイショップ事

業」を実施している。また、市の高齢者バス優待制度である「ふれあいパス」の交

付会場にも旧丸井今井小樽店を活用することで、期間中約 17 千人の高齢者が商店

街に足を運ぶことを期待する。 

 ［花園銀座商店街］ 

小樽雪あかりの路の特設会場として、屋台村や雪でつくったバーカウンター、ラ

イブステージの設置など、観光客が商店街に足を運びたくなるような工夫を行う。

［都通り梁川商店街］ 

核施設である中央市場の空き小間を活用した「今昔写真展」の開催のほか、連続

する中央卸売市場ではガラス工房等の新たな業種を誘致し、集客を図る。 

 

観光客を対象にしたその他の事業としては、歩行者を誘導する主要なルートを設定

した案内標識の整備などの環境整備を行うほか、市内全域の隠れた魅力を 99 の観光

モデルコースで紹介する冊子「小樽観光コース来ぶらり百選」のＰＲ、「パークアン

ドバス・トレインライド事業」や「おたる散策バスの運行」など公共交通機関の利便

性向上を図る事業を行うことで、回遊が増加するものと考えられる。 

市民を対象にしたその他の事業としては、「市民向け循環バスの運行」や「バス買

物回数券」などがあり、自家用車での来街者には無料駐車券を発券する「中心商店街

駐車場共通利用システム事業」を利用してもらうこととしている。 

さらに、「小樽雪あかりの路」や「小樽ロングクリスマス」などの既存イベントを

充実させることにより、市民と観光客両方の回遊性の向上が見込まれる。 

 

以上のとおり、市民や観光客の中心商店街への回遊を向上させ、新規業種・業態の

誘致に力を入れていくことから、上記の都通り商店街における歩行者通行量の増加割

合を参考に、都通り商店街、サンモール一番街商店街及び花園銀座商店街の 3商店街

並びに中央通り、寿司屋通りにおける歩行者通行量（p.52 の調査地点①②③④⑤⑥

⑦）が 5％増加するものと想定し、算出する。 

 

増加通行量 

    中心市街地の歩行者通行量 

（平成 19 年 7 地点平均）4,232 人×5％×7箇所＝1,481 人 
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中心市街地の歩行者通行量の目標値＝推計値＋事業効果による増加分      

＝27,304 人＋590 人＋1,174 人＋746 人＋120 人＋384 人＋1,481 人 

＝31,799 人 

≒31,700 人 

 

 

 

 

 

 

③フォローアップ 

春と秋の平日・休日に計 4回実施している中心市街地の歩行者通行量調査の結果を毎

年 1回確認し、実施事業による効果との相関関係を分析・検討するとともに、より効果

的な事業の実施を図り、必要に応じた措置を講ずることとする。 

歩行者回遊ルート図 

(推計値)        (駅前再開発・住宅)    (同・小売店舗)   (民間マンション)     ( 〃 )    (高齢者住宅)   (中心市街地のソフト事業) 

○調査日 

H10. 9. 4(金), 9. 6(日)、H11. 5.28(金), 5.30(日), 9.10(金), 9.12(日)、 

H12. 6.11(日), 6.13(火), 9. 8(金), 9.11(日)、H13. 6.17(日), 6.19(火), 9.16(日), 9.18(火)、 

H14. 6. 7(金), 6. 9(日), 9.13(金), 9.15(日)、H15. 6. 6(金), 6. 8(日), 9.12(金), 9.14(日)、 

H16. 6. 4(金), 6. 6(日), 9.10(金), 9.12(日)、H17. 6. 3(金), 6. 5(日), 9.30(金),10. 2(日)、 

H18. 6. 2(金), 6. 4(日), 9.22(金), 9.24(日)、H19. 6. 1(金), 6. 3(日), 9.28(金), 9.30(日) 
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（２）目標②「居住環境の整備等による、まちなか居住の促進」に関する数値目標 

 

①考え方 

本市の人口は長期的に減少傾向が続いており、今後も人口減少が想定されることか

ら、それを増加せることは難しいと思われる。しかし、旧基本計画における市街地の整

備改善事業の重要な位置づけであった中央通地区土地区画整理事業（平成 16 年度終了）

により、まちなか居住の生活環境が整備されたことから、「中心市街地の居住人口」に

ついて、 平成 16 年度の水準を上回ることを目標とし、以下のとおり数値目標を設定す

る。 

 

評価指標 現況値（平成 19 年度） 目標値（平成 24 年度） 備考 

中心市街地の 

居住人口 
14,455 人 15,000 人  

 

 

②目標数値設定の根拠 

ⅰ）中心市街地の居住人口の推計 

住民基本台帳人口を基に、中心市街地の人口減少を推計する（数値は年末）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の中心市街地の居住者人口は減少傾向にあり、今後もこの傾向が引き続くと想定

した場合、平成 24 年度の中心市街地の居住人口は、平成 14 年度から平成 19 年度の数

値で対数近似を用いて算出すると、平成 19 年度より 397 人減少すると推計される。 

 

平成 24 年の中心市街地の居住人口推計値＝14,058 人 

 

ⅱ）民間マンション建設による居住人口の増加 

今後 5 年間に完成が見込まれる中心市街地のマンションは下記の表のとおりであり

(再掲)、世帯人員については本市の平成 19 年 12 月の平均数値 2.1 人を用い、増加者数

を算出する。 

15,192 15,189

14,962

14,698
14,477 14,455

15,000

14,058

13,000

14,000

15,000

16,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 年度

人

目標値

推計値

中央通地区土地区画整理事業完了

中心市街地の居住人口推計値 

y=-568.38Ln(x)＋15,411.52 

Ｒ２＝0.93 
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マンション名 完成年 戸数 備考 

Ａマンション 平成 20 年 37 戸  ファミリー向け 

Ｂマンション 平成 20 年 35 戸  ファミリー向け 

Ｃマンション 平成 20 年 54 戸  単身者向け 

Ｄマンション 平成 21 年 117 戸  
ファミリー向け 

市街地再開発事業 

新規見込み 平成 24 年まで ※270 戸  
単身者向け 46 戸 

ファミリー向け 224 戸 

計  513 戸   

 

増加居住者数  ファミリー向け 413 戸(37+35+117+224)×2.1 人＝867 人 

単身者向け   100 戸(54+46)×1.0 人＝100 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）空き家バンク事業による居住人口の増加 

本市では、平成 20 年度から中心市街地の空き家活用やまちなかへの住み替えを促進

するため、空き家バンク事業を創設することとなっており、この事業により、中心市街

地の居住人口が増加するものと推察する。 

空き家バンク事業による中心市街地への居住人口の増加数を推計するに当たり、人口

増を目指す施策として、新婚世帯の市内への居住を促進するために平成 14 年から 17 年

まで実施された「若年者定住促進家賃補助制度」（転入してくる新婚世帯への家賃補助

制度）の結果を参考とする。 

当該補助制度では、4年間で 27 世帯が転居していることから、平均値である年間 6.8

世帯、5年間で 34 世帯が中心市街地に居住するものと想定し算出する。 

また、世帯人員については、高齢者を想定し 1.5 人とする。 

 

増加居住者数  34 戸×1.5 人＝51 人 

 

 

 

 

※ ① 平成 22 年から平成 24 年の 3か年の推計値については、平成 17 年から平成 19 年の 3か

年の実績 207 戸、及び平成 20 年～平成 21 年の 2か年で 243 戸（予定）の計 5か年をもと

に平均値 90 戸／年間として算出する。 

（207 戸＋243 戸）÷5か年≒90 戸／年間 

90 戸／年間×3か年＝270 戸 

 

② 平成 17 年から平成 21 年のマンション建設の傾向から、単身者向けが 17％、ファミリー

向けが 83％と想定する。 

単身者向け＝46 戸（270×17％） 

ファミリー向け＝224 戸(270×83％) 
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ⅳ）高齢者住宅整備事業による居住人口の増加 

中心商店街の中に、診療所が併設された地上 6 階建て高齢者用住宅が 80 戸整備

される。この住宅供給により、定住人口の増加が見込まれる。 

また、世帯数については単身用の 1.0 人を用いる。 

  

増加通行量  80 戸×1.0 人＝80 人 

 

     

中心市街地の居住人口の目標値＝推計値＋事業効果による増加分     

＝14,058 人＋867 人＋100 人＋51 人＋80 人 

＝15,156 人 

≒15,000 人 

 

 

また、目標値算出の基礎には含まないものの、小樽市中小企業融資制度によるアパ

ート経営や既存の店舗を増改築した高齢者下宿等の整備を対象にした融資を実施す

ることにより、居住人口の増加が期待される。 

 

 

③フォローアップ 

住民基本台帳人口を基に目標値を設定していることから、毎年 1回、人口の把握や推

計値との比較を行うとともに、新規マンションの建設状況を確認し、取組の進ちょく状

況や目標の達成度の評価を実施した上で、必要に応じた措置を講ずることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(推計値)     (民間マンション) （民間マンション） （空き家バンク）  （高齢者住宅整備） 
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（３）目標③「宿泊滞在型観光への転換による、まちなかでの宿泊の促進」に関する数値

目標 

 

①考え方 

中心市街地に立地する宿泊施設の宿泊客数は減少傾向が続いていることから、「中心

市街地の宿泊客数」について、知床世界自然遺産の登録や旭山動物園の人気により道外

旅行客の旅行形態が変化しだした平成 16 年度の水準まで回復することを目標とし、以

下のとおり数値目標を設定する。 

 

評価指標 現況値（平成 18 年度） 目標値（平成 24 年度） 備考 

中心市街地の 

宿泊客数 
438,846 人 455,000 人  

 

 

②目標数値設定の根拠 

事業の効果による中心市街地の宿泊客の増減分を積算し、目標値を推計する。 

  

ⅰ）中心市街地の宿泊客数の推計 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の宿泊客数は減少傾向にあり、今後もこの傾向が引き続くと想定した場合、平成

 24 年度の中心市街地の宿泊客数は、平成 13 年度から平成 18 年度の数値で対数近似を

用いて算出すると、平成 18 年度より 19,258 人減少すると推計される。 

 

平成 24 年度の中心市街地の宿泊客数推計値＝419,588 人 

 

 

 

491,742

483,777

469,021
455,111

438,485

438,846

455,000

419,588

350,000

400,000

450,000

500,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
年度

人

推計値

目標値

中心市街地の宿泊客数推計値 

ｙ＝499,268ｘ-0.07 

Ｒ２＝0.97 
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ⅱ）「小樽雪あかりの路」による宿泊客数の増加（外国人を除く） 

平成 11 年から毎年 2 月に開催している「小樽雪あかりの路」は、住民参加型の手作

りのイベントで、運河の水面に揺らぐ浮き玉キャンドルや市内全域に創られた様々なス

ノーキャンドルが柔らかな光で街を包む、冬の北海道を代表する風物詩となっている。

当該イベントは、「雪」と「歴史的街並み」という地域資源を有効活用しているとと

もに、多くのボランティアスタッフや地域住民の力で新たな魅力を生み出し、従来伸び

悩んでいた冬季の観光客増に寄与していることや、町内会や学校単位での参加が増加す

るなど、地域コミュニティの活性化にも一役を担っているとして、平成 18 年 3 月に「第

10 回ふるさとイベント大賞」大賞（主催：(財)地域活性化センター）を受賞している。

これまで、2 月の中心市街地の宿泊客数は減少傾向にあったが、平成 18 年 2 月の宿

泊客数は前年比で 2.9％増加しており、中心市街地に立地する宿泊施設の宿泊客数は、

平成 13 年度からの 5年間で 11.1％増加している。  

後志の食と観光をＰＲする「後志魅力展」や「雪あかりの路コンサート」といった関

連イベントも多数行われており、回を重ねるごとに入込客数は増加傾向にある。平成

19 年度は 10 回目を迎える節目の年となったことから、商店街や飲食店街を巡るスタン

プラリー、新たに加わった花園銀座商店街会場における特設屋台村やライブステージの

設置など内容も充実され、入込客数は 575 千人と前年に比べて増加となり、後半風雪に

見舞われたものの、会場は人の流れが止まるほど混雑した。開催期間が旧正月と重なっ

たこともあり、特にアジア圏からの観光客の伸びも見られている。 

 

                                     （単位：人） 

 平成 13 年度 平成 18 年度 増 減 

「小樽雪あかりの路」が開催される 

2 月の宿泊客数（外国人を除く） 
24,579 27,307 11.1％の増加 

（小樽市産業港湾部資料を基に作成）

 

 

                     （単位：千人） 

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 

「小樽雪あかりの路」入込客数 496.0 457.0 463.0 505.0 568.0 575.0 

（資料：小樽市産業港湾部）

 

次年度以降も当該イベントについては下記の見直しを行うことから、中心市街地の宿

泊客数が、今後 5年間で 10％増加するものと想定し算出する。 

・開催期間の検討、イベント内容の充実 

・フィルムコミッションを通じたテレビ・雑誌等への取材協力依頼 

・年々増加傾向にあるボランティアへの宿泊プランの充実 

・道内外の旅行会社への教育旅行誘致活動 など 

 

増加宿泊客数  27,307 人（平成 18 年 2 月の宿泊客数）×10％＝2,731 人 

(参考) 

中心市街地の宿泊客数 

「小樽雪あかりの路」入込客数 
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ⅲ）「小樽ロングクリスマス」による宿泊客数の増加（外国人を除く） 

平成 17 年から毎年 11～12 月に実施されている「小樽ロングクリスマス」は、市内の

ホテル・店舗・飲食店等、100 以上の事業者が連携して実施しているイベントで、小樽

観光の弱点とされる初冬の観光客増を図るものである。 

宿泊施設では共通利用朝食券の発行や連泊プランの設定、夜のライトアップ散策な

ど、工夫を凝らした多くの企画が実施されており、宿泊滞在型観光への移行を促すもの

と期待されている。 

また、協賛する店舗や飲食店ではクリスマスツリーやイルミネーションで店内を装飾

し、クリスマスにこだわった商品やオリジナルメニューの提供が行われており、スタン

プラリー、メッセージツリー等の企画への参加者が徐々に増加するなど、イベントは着

実に広がりを見せている。 

  11～12 月の期間中、イベントにあわせた「宿泊プラン」を当初から実施している宿

泊施設の宿泊客数は、2年間で 8.7％（1年当たり 8.7％÷2年≒4.4％）増加している。

 

                                       （単位：人）

 平成16年度 平成18年度 増 減 

「小樽ロングクリスマス」が開催される 11,12 月

の宿泊客数（外国人を除く） 
52,165 52,973 1.5％の増加

そのうち、上記イベントにあわせた「宿泊プラン」

を当初から実施している宿泊施設の宿泊客数 
39,239 42,642 8.7％の増加

（小樽市産業港湾部資料を基に作成）

 

次年度以降も当該イベントについては下記の見直しを行うことから、中心市街地の宿

泊客数が、今後 5年間で 20％（4％×5年間）増加するものとして算出する。 

・宿泊プランを実施する宿泊施設の追加 

・北海道三大夜景の一つと称される天狗山からの夜景鑑賞や繁華街での味めぐりなど

 多様なオプショナルプランの開発 

・割引や記念品などのサービスを行う参加協賛店の充実 など 

 

増加宿泊客数 

 52,973 人（平成 18 年 11～12 月の中心市街地の宿泊客数）×20％＝10,595 人 

 

ⅳ）外国人宿泊客数の増加 

政府では、2010 年までに訪日外国人旅行者数 1,000 万人達成を目標とする「ビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン」を展開しており、種々の施策が実施されている。 

本市においても、平成 15 年度から外国人観光客誘致のための国際キャンペーンを香

港、韓国（ソウル）、台湾（台北）で実施し、東アジアを中心とする外国人観光客数は

年々増加傾向にあり、平成 20 年は「小樽雪あかりの路」会場に、同キャンペーンの一

環として、外国人観光客向けのインフォメーションを設置した。 

また、韓国国内では、小樽を舞台にした映画「ラブレター」の影響で本市がブームと

なり、前述の「小樽雪あかりの路」には多くの韓国人ボランティアが参加し、イベント

中心市街地の宿泊客数 
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の運営に大きく貢献しているほか、韓国人ボランティアと市民との間では積極的な交流

も行われている。そこで、韓国人にとっての小樽の魅力、観光客誘致のための改善点を

検証し今後のＰＲに活用するため、韓国人ボランティアによる「小樽を韓国にひろめ隊」

を平成 19 年に結成し、新たなプロモーション方策を探るツアーも実施している。 

このようなことから、外国人宿泊客数は平成 13 年度から平成 18 年度の 5年間で、約

22,000 人増加している。 

 

                                     （単位：人） 

 平成 13 年度 平成 18 年度 増 減 

外国人宿泊客数 11,138 33,086 
21,948 人の増加

(2.97 倍) 

（小樽市産業港湾部資料を基に作成） 
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本市は、国土交通省が公表した「地域いきいき観光まちづくり 2008」において、「外

国人で賑わうまち」として紹介されており、今後も、以下の事業により更なる外国人観

光客の誘致の推進を図ることで、外国人宿泊客数の増加を見込むこととする。 

・外国語版観光パンフレット作成（英語、ロシア語、韓国語、中国語繁体字・簡体字）

・5カ国語表記やユニバーサルデザインを取り入れた歩行者案内標識の整備 

・香港・韓国・台湾等で実施してきた観光キャンペーンの中国（上海）ほかでの展開

・台湾（台北・彰化）、中国（大連・上海）等で実施してきた市長によるトップセー

ルスの充実 

・海外の旅行会社へのプロモーションや海外からの旅行代理店等視察団の対応 

・販路拡大を目的にした東アジアマーケットリサーチ事業に併せた台湾・香港等での

観光ＰＲの実施 など 

ただし、外国人宿泊客数は過去 5 年間で約 3 倍と増加が著しいことから、平成 24 年

度までの増加数は、率ではなく、過去 5 年間と同様の 22,000 人が増加するものとして

算出する。 

 

増加宿泊客数  （平成 13～18 年度の外国人宿泊客増加数）＝ 22,000 人 

（小樽市産業港湾部資料を基に作成） 
中心市街地の宿泊客数の推移（再掲） 

中心市街地の宿泊客数 
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ⅴ）ガラス市（仮称）による宿泊客数の増加 

明治から大正時代にかけての石油ランプや漁業用の浮き玉作りに始まった小樽のガ

ラス工芸は、地域の特産品としてとして知名度が高く、国内はもとより東アジアから

訪れる多くの観光客から購入したい小樽土産として高い評価を得ている。 

市内には十数箇所のガラス工房が集積しており、ガラス工房で一つ一つ手作りのガ

ラス工芸品が作られているほか、近年は製作体験ができる工房も増えてきているなど、

本市の主要な観光施設にもなっている。 

平成 17 年度には中小企業庁の「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」のプロジェクト

として採択されるなど世界ブランド化を目指しており、確固たるブランドとしての成

長や販路拡大、地場産業の振興を目的に、ガラス工芸品の展示販売や製作体験などを

行う「ガラス市（仮称）」を、平成 20 年度から新たなイベントとして旧丸井今井小樽

店、都通り商店街などを会場に開催する予定である。 

このイベントは、ランプの灯りなどの演出により夜間まで開催されるため、宿泊客

数の増加が見込まれるが、「第 5回小樽雪あかりの路」における小樽市外からの来訪者

が 1日当たり約 23,000 人であったことから、ガラス市（仮称）への来訪者は、1日当

たり 20,000 人とし、開催予定期間を最小限 3日間と見込み、6万人と想定する。 

このうち、中心市街地に宿泊する宿泊客数については、平成 13～18 年度の観光入込

客数に対する中心市街地の宿泊客数（外国人を除く）の割合（平均値）を用い、増加

分を算出する。 

 

 

（単位：千人） 

年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 平均値

観光入込客数 8,933.8 8,476.3 8,002.0 7,540.3 7,560.4 7,696.5 8,034.9

中心市街地の宿泊客数

（外国人を除く） 
491.7 483.8 469.0 455.1 438.5 438.8 462.8

観光入込客数に対する 

宿泊客数の割合 
5.5％ 5.7％ 5.9％ 6.0％ 5.8％ 5.7％ 5.8％

（小樽市産業港湾部資料を基に作成）

 

  増加宿泊客数 

60,000 人（ガラス市（仮称）への観光入込客数）×5.8％＝3,480 人 

 

 

中心市街地の宿泊客数の目標値＝推計値＋事業効果による効果分 

＝419,588 人＋2,731 人＋10,595 人＋22,000 人＋3,480 人 

＝458,394 人 

≒455,000 人 

 

 

(推計値)        (雪あかりの路)    (ロングクリスマス)     (外国人宿泊客)        （ガラス市） 

観光入込客数に対する中心市街地の宿泊客数（外国人を除く）の割合 
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  また、目標値算出の基礎には含まないものの、以下の事業による宿泊客数の増加も期

待される。 

 

・民間ホテルの新設 

現時点で完成が見込まれている中心市街地のホテルは以下のとおりである。中心市

街地の宿泊施設が増えることにより、新しい小樽観光の魅力発見や、まちなかのにぎ

わいにつながることが期待されるほか、宿泊客の選択肢が広がることにより、多様な

ニーズに対応した旅行プランの組み立ても可能となる。 

 

 客室数 宿泊可能人数 備考 

ドーミーイン 234 室 369 人 市街地再開発事業 

東横イン 170 室 180 人  

計 404 室 549 人  

 

・「しりべし i ネット・i センター」の設置 

後志地域は、年間 2,000 万人以上が訪れる北海道を代表する観光エリアで、多様

な観光資源に恵まれている。そこで、地域情報、道路情報、気象情報など官民の広域

観光情報を提供するため、後志観光連盟(事務局：北海道後志支庁)は、平成15年度に

後志管内の20 市町村と協働で、インターネットサイトである「しりべしi ネット」

を立ち上げた。さらに、実際に後志を訪れた観光客に直接アドバイスする情報発信拠

点として、「しりべしi センター（観光案内所）」を現在12市町村に開設し、幅広い

地域情報の提供に取り組んでいる。 

これらの事業については、情報発信をより素早く、きめ細かく行うとともに、収益

事業の展開も視野に入れるため、運営主体となる「有限責任中間法人 しりべしツー

リズムサポート」を平成19年度に設立しており、広域的な観光情報を提供する体制が

強化されることから、観光客の周遊性、滞在性が高まっていくものと期待されている。

 

・榎本武揚没後 100 年記念事業 

開拓史として北海道に渡った榎本武揚は、天然の良港がある本市が大きく発展する

と先見し、明治 6年に現在の稲穂地区を中心に広大な土地を購入して宅地造成を行う

など、本市発展の礎を作ったと言われている。都通り商店街では、これまでも「あや

かり武揚さん」という願かけ地蔵の設置など榎本武揚をイメージキャラクターとした

ソフト事業を実施してきたが、平成 20 年度は没後 100 年になることから、小樽実行

委員会が、榎本武揚の足跡をたどり後世に伝えるべく、講演会や仮装コンテスト・パ

レードなどを企画しており、来年度以降も、引き続き榎本武揚に係る文学展や書道展

を開催することとしている。 

この事業により、中心市街地の歩行者通行量の増加や宿泊客数の増加に寄与するも

のである。 
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このほか、民間事業者による利便性の高い宿泊施設の新設、教育旅行誘致におけ

る夜間・早朝プログラムの設定、北海道職人義塾大學校でのモノ作り体験学習、独特

の景観や暮らし・産業など様々な資源を組み合わせた時間消費・滞在型観光の推進、

既存の観光ルートにとらわれない小樽の隠れた魅力の紹介、小樽観光大学校の設立等

によるおもてなしの心の醸成など受入態勢を整備することにより、宿泊客数の増加が

期待されている。 

 

なお、平成 24 年度の中心市街地における宿泊施設の収容人員は、以下のとおり見込

まれることから、中心市街地の宿泊客数の増加への対応は可能である。 

 

［1,681 人／日（既存宿泊施設、H19）＋549 人／日（H24 までに新設される宿泊施設）］

×365 日＝813,950 人≧455,000 人(目標値） 

 

 

 ③フォローアップ 

 毎年 1 回、中心市街地の宿泊客数を確認し、実施事業による効果との相関関係を分

析・検討するとともに、より効果的な事業の実施を図り、必要に応じた措置を講ずるこ

ととする。 
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（４）目標③「宿泊滞在型観光への転換による、まちなかでの宿泊の促進」に関する参考

指標 

 

①考え方 

中心市街地に立地する歴史的建造物は、観光施設や店舗・レストランとして再利用さ

れているものが多いが、今後もまちの魅力を高める貴重な資源として保全されつつ、市

民や観光客に利用されていくことが、まちなかでの宿泊促進のためにも必要なため、「中

心市街地の歴史的建造物を活用した施設の利用者数」を参考指標として設定する。 

なお、当該指標は、物販店等として活用されている歴史的建造物のうち、利用者数を

カウントしている施設について、ピークであった平成 13 年度の利用者数の水準まで回

復することを目標とし、以下のとおり参考指標を設定する。 

 

参考指標 現況値（平成 18 年度） 目標値（平成 24 年度） 備考

中心市街地の歴史的建造物

を活用した施設の利用者数 
3,925 千人 4,370 千人 

 

 

 

②目標数値設定の根拠 

ⅰ）中心市街地の歴史的建造物を活用した施設の利用者数の推計 

下記施設の平成 18 年度利用者数を基に、目標値を推計する。 

なお、施設Ｅは平成 18 年度途中のオープンであったため、現況値は推計により算出

することとする。 

 

 

 構造 利用形態 

日本銀行金融資料館 レンガ造 2階 資料館 

小樽運河プラザ 木骨石造 2階 物販店 

旧日本郵船(株)小樽支店 石造 2階 社会教育施設 

Ａ 木骨石造 2階 物販店 

Ｂ 木骨石造 2階 物販店 

Ｃ 木骨石造 2階 物販店 

Ｄ 木骨石造 1階 飲食店 

Ｅ ＲＣ4階 物販店 

 

歴史的建造物を活用した施設の利用者数は、平成 14 年度から減少傾向にあったが、

平成 18 年度には再び増加に転じている状況にある。 

 

歴史的建造物を活用した施設の概要 
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本市においては、時間消費・宿泊滞在型観光へと移行し、観光業による経済効果を一

層高めるため、小樽在住の「観光カリスマ」を委員長として「小樽観光プロジェクト推

進会議」を平成 19 年 8 月に設立し、官民が協働した新たなイベントの開催などの検討

を進めていることや、おたる潮まつり・小樽雪あかりの路・小樽ロングクリスマス・Ｓ

Ｌクリスマス in 小樽などの各種イベント開催に従来から取り組んでいること、おたる

散策バスが観光施設を結ぶ観光客の足として利用され、当該施設利用者の確保につなが

ることなどから、今後も平成 18 年度の施設利用者数が維持されるものとして推計する。

 

なお、平成 18 年度途中にオープンした施設Ｅ（施設面積 256 ㎡）の利用者数は、施

設Ｅと同様な利用形態にある施設Ａ～Ｃの平成 18 年度の施設利用者数（合計 2,350 千

人）及び施設面積（合計 1,848 ㎡）に比例するものとして、以下のとおり推計する。 

 

施設Ｅの利用者数＝2,350 千人×256 ㎡/1,848 ㎡＝2,350 千人×0.14 

＝329 千人…㋐ 

 

施設Ｅを除く 7施設の利用者数合計(平成 18 年度) 

＝3,596 千人…㋑ 

 

平成 24 年度の中心市街地の歴史的建造物を活用した施設の利用者数（推計値） 

＝㋐＋㋑＝329 千人＋3,596 千人 

＝3,925 千人 

   

ⅱ）「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例」制定による歴史的建造物の保

全活用による利用者数の増加 

   本市の歴史的な産業遺産等を生かしたまちづくりを支援する、市内外の小樽ファン

による寄付金を財源とし、個性豊かなふるさとづくりに資することを目的に「小樽フ

ァンが支えるふるさとまちづくり寄附条例」を平成 20 年 4 月１日に施行する。 

   この条例は、「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」に基づく登録歴

歴史的建造物を活用した施設の利用者数 
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史的建造物の保全や北海道で初めての営業鉄道であった旧国鉄手宮線の保全・活用事

業等を対象として寄付金を募るものである。 

これまでも市では登録歴史的建造物の保全に対する助成を行ってきたものの、その

財源は市単独費であったことから十分ではなかったが、今後はこの新条例による寄付

金を財源とした助成により、一層歴史的建造物の保存・活用が進むものと想定されて

おり、すでに未利用の登録歴史的建造物を物販店などで活用する計画の相談が寄せら

れていることから、活用後の利用者数を算出する。 

         

 相談のある未活用の登録歴史的建造物 

施設名 構造 利用形態 

Ｆ 木骨鉄網コンクリート 2階 物販店等 

Ｇ 石造 3階 物販店等 

Ｈ 木骨石造 1階 物販店等(一部利用済み) 

 

施設Ｆ～Ｈを合わせた施設面積は、410㎡であり、施設Ａ～Ｃの施設面積合計(1,848

㎡)の約 22％(410/1,848)であるため、ⅰ）と同様にこの施設の利用者数を算出する。

 

 増加利用者数   2,350 千人×0.22＝517 千人   

 

 

中心市街地の歴史的建造物を活用した施設の利用者数の目標値 

＝3,596 千人＋329 千人＋517 千人 

＝4,442 千人 

≒4,370 千人 

 

また、目標値算出の基礎には含まないものの、既存の 8施設についても魅力あふれ

る店舗等として保存・活用を進めることとし、さらに寄付金を活用していることを広

くアピールすることにより、市民や来街者が当該施設に興味を持ち、足を運ぶことに

つながるため、利用者数の増加が期待される。 

 

 

③参考指標のフォローアップ 

毎年 1回、歴史的建造物を活用した施設の利用数を確認し、実施事業による効果との

相関関係を分析・検討するとともに、より効果的な事業の実施を図り、必要に応じた措

置を講ずることとする。 

 

 

 

 

(H18施設利用者)     (施設Ｅの利用者) （小樽ファンが支えるふるさとまちづくり条例の制定） 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 
 

［１］市街地の整備改善の必要性  

● 現状及び市街地の整備改善の必要性 

近年の本市は、地域産業の低迷や購買力の市外流出など厳しい状況にある。特に中心市

街地においては、消費者ニーズの多様化、定住人口の減少による空洞化、総体的な商業業

務機能の低下に対し、市街地機能の再生が求められている。 

また、訪れる人々をもてなす観光の街として、観光客の受け皿となる拠点機能の強化や

交通ネットワークの形成が求められている。 

そこで、中心市街地における回遊性を高めるとともに、交通の円滑化及び歩行者の安全

性確保のため、ＪＲ小樽駅と運河地区を結ぶ中央通の拡幅整備事業（平成 7～15 年度）を

実施し、電線類の地中化、ロードヒーティング及びベンチの設置などを行うとともに、中

央通沿道 3.6ｈａの土地区画整理事業（平成 6～16 年度）を実施し、小樽のメインストリ

ートにふさわしい都市景観の創出に努めてきたところである。 

道路については、本通線、浅草線、大通線等においても拡幅や歩道の整備を行い、中心

市街地のネットワーク形成に努めてきたが、今後予定されている公共施設の建替えと連動

して、環境整備を進めるため周辺道路の整備を行う必要がある。 

 

さらに、ＪＲ小樽駅前という恵まれた立地条件にありながら、空洞化が深刻な状況にあ

る小樽駅前第 3ビル周辺地区において、市街地再開発事業を推進していく必要がある。小

樽駅前第 3ビルは、昭和 45 年から昭和 51 年に実施された小樽駅前地区市街地再開発事業

で建設され、小売店舗、銀行、ホテル等で構成された複合商業施設であり、小樽駅前の顔

として大きな役割を果たしてきたが、平成 14 年 5 月にホテルが営業不振のため閉鎖され

たため、ビル全体の維持管理・運営に支障をきたしており、現状においては本市の中心市

街地のにぎわい形成や観光客の入込み、更に商店街の売上げにも多大な影響を与えてい

る。当該ビルが地域の核として再生することが喫緊の課題となっており、新たな事業参加

者とともに事業を実施するものである。 

また、当該ビルの周辺にある老朽化した住宅を、再開発事業区域に含めることにより、

都市防災の向上を図るとともに、当該事業においてホテルの導入を図るなど、中心市街地

における観光客の宿泊先の整備を進めていく必要がある。 

 

本市においては歴史的な建造物や古い街並みが残された個性的な景観が魅力の一つと

なっており、株式会社ブランド総合研究所(東京都港区)が平成 19 年 7 月に国内 1000 の市

区町村を対象に実施した「地域ブランド調査 2007」において、魅力度ランキングの第 5

位に小樽市がランクインしている。 

また、中小企業庁が平成 18 年に取りまとめた「がんばる商店街 77 選」において、にぎ

わいあふれるまちづくりの参考事例として、「小樽運河周辺の歴史的建造物を活かした商

業集積」が掲載されているが、にぎわいは運河沿いに偏りがちであるため、来街者が中心

市街地を回遊し、食べる・見る・買う・遊ぶ・憩うといった行動を取りながら、時間をか
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けて街の雰囲気を楽しめるような魅力の創出が求められている。 

そこで、昔の面影を残す北運河及び路地空間等の景観資源が残る旧国鉄手宮線の活用方

策や、中央通りのゆったりとした歩道空間を有効活用した事業の実施について検討し、観

光客の回遊性の向上や滞在時間の延長の可能性を探る必要がある。 

 

フォローアップについては、事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に

応じて事業の促進などの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点においても進捗調査

のうえ、効果の測定を行い、検証する。 

 

 

［２］具体的事業の内容 
（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

支援措置 

街なか居住

再生ファン

ド 

事業名 

小樽駅前

第 3 ビル

周辺地区

第 1 種市

街地再開

発事業 

内容 

複合ビル

の整備 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

小樽駅前

第 3ビル

周辺地区

市街地再

開発組合 

小樽駅前という立地条件を活かし、中

心市街地の定住人口の増加、都市防災性

の向上、土地の高度利用を目指し、商業

施設、分譲マンション、ホテル、駐車場

で構成される再開発ビルを建設するも

のである。 

まちなか居住の推進や歩行者通行量

の増加によるにぎわいの創出に向けた

数値目標に寄与するものであることか

ら、中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

【整備内容】 

敷地面積 3,560.32 ㎡ 

延べ面積 26,646 ㎡ 

地下 1階、地上 17 階 

主要用途 マンション 117 戸 

     ホテル   234 室 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

 

 

事業名 

歴史的建

造物保全

事業 

小樽市 現存する歴史的建造物を保全し、周辺

の街並みに調和した景観を創り出すこ

とは、観光行政にも大きく寄与すること

から、本市では、歴史的建造物等の外観

支援措置 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

 

完成予想図 
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内容 

歴史的建

造物の保

全等 

実施時期 

昭和61年

度～ 

工事費用の一部について助成や融資を

行っている。また、建物の価値や保存の

意義を広く所有者や市民に周知し、保存

の実効性を高めるため、歴史的建造物め

ぐり等のソフト事業も展開している。 

当該事業は、中心市街地の魅力を高め

るものであり、新たな居住者や来街者、

宿泊客を増やすためにも必要な事業で

ある。 

実施時期 

昭和 61 年

度～ 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

支援措置 

地域住宅交

付金 

事業名 

小樽駅前

第 3 ビル

周辺地区

第 1 種市

街地再開

発 事 業

（再掲） 

内容 

複合ビル

の整備 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

小樽駅前

第 3ビル

周辺地区

市街地再

開発組合 

小樽駅前という立地条件を活かし、中

心市街地の定住人口の増加、都市防災性

の向上、土地の高度利用を目指し、商業

施設、分譲マンション、ホテル、駐車場

で構成される再開発ビルを建設するも

のである。 

まちなか居住の推進や歩行者通行量

の増加によるにぎわいの創出に向けた

数値目標に寄与するものであることか

ら、中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

 

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

事業名 

小樽運河

浄化対策

事業 

小樽市 小樽運河は、市民や観光客が憩う親水

空間として利用されているが、近年流入

河川からの汚泥がたい積し、水質の汚濁

や悪臭が発生しており、改善要望がある

支援措置 

港湾公害防

止対策事業

費補助金 

 

歴史的建造物 

（旧日本郵船(株)小樽支店） 
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内容 

運河の浄

化 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

ことから、良好な親水空間を確保するた

めに、汚泥のしゅんせつを行う。 

観光客の回遊性の向上や滞在時間の

延長にもつながることから、中心市街地

の活性化のためには必要な事業である。

【整備内容】 

 ・全体施工延長 L=650m 

 ・汚泥しゅんせつ土量 V=4,000m3 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

事業名 

歩行者用

案内標識

の整備事

業 

内容 

標識整備 

実施時期 

平成18年

度～ 

小樽市 近年増加している外国人など多様な

観光客に対応した5カ国語表記(日本語、

英語、ロシア語、韓国語、中国語)やユ

ニバーサルデザインを取り入れた歩行

者用案内標識等の面的整備を進める。 

訪問先の地理に不案内な観光客が安

心して一人歩きできる環境を整備する

ことにより、観光客の回遊性向上に寄与

することが見込まれることから、中心市

街地の活性化のためには必要な事業で

ある。 

 

実施時期 

平成 18 年

度～ 

 

事業名 

旧国鉄手

宮線活用

検討事業 

内容 

廃線の活

用検討 

実施時期 

平成 19～

20 年度 

小樽市 旧国鉄手宮線の一部は散策路として

暫定整備済みだが、中央通りから総合博

物館前までの約 1,160ｍについては、未

整備となっている。 

この未整備区間沿線には、北運河や歴

史的建造物等があり、観光面からも、地

域のにぎわいづくりの面からも活用方

策が課題となっているため、市民や団体

など多方面からの意見を取り入れて検

討し、観光客の回遊性の向上や滞在時間

の延長を図ることが、中心市街地の活性

化のためには必要である。 

実施時期 

平成 19～

20 年度 

 

小樽運河 

旧国鉄手宮線 

歩行者用案内標識 

【整備内容】 

 ・総合案内標識  5 基

・地区案内標識  9 基

・誘導標識    42 基
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事業名 

あんしん

歩行エリ

ア内の整

備事業 

内容 

交通安全

施設の整

備等 

実施時期 

平成15年

度～ 

小樽市 「小樽市中心市街地あんしん歩行エ

リア連絡協議会」を組織している警察と

道路管理者が協力し、交通事故を減らす

ため、歩道新設、バリアフリー化、電線

類地中化、歩車分離信号機の設置、点字

ブロックの整備などを実施している。 

安全で快適に歩行できる空間を確保

し、中心市街地の歩行者通行量の増加と

にぎわいの創出に寄与する事業である。

実施時期 

平成 15 年

度～ 

 

事業名 

「小樽フ

ァンが支

えるふる

さとまち

づくり寄

附条例」

の活用 

内容 

寄付条例

の活用 

実施時期 

平成20年

度～ 

小樽市 本市の個性豊かな魅力あるまちづく

りを実現するための具体的な事業を示

し、その事業に賛同いただける全国の小

樽ファンからの寄付金を財源としたふ

るさとづくりを目的とし、「小樽ファン

が支えるふるさとまちづくり寄附条例」

を平成 20 年 4 月 1 日に施行する。 

この条例は、市内の歴史的建造物の保

全事業や北海道で最初の営業鉄道であ

った旧国鉄手宮線等の保全・活用事業等

を対象として寄付金を募り、歴史的建造

物の修復にかかる助成等に活用するも

のである。 

まちの魅力を高める貴重な歴史的資

源の活用を進めることにより、中心市街

地の魅力を高めるものであり、新たな居

住者や来街者、宿泊客の増加を図るとと

もに、回遊性を向上させ、中心市街地の

にぎわいの創出に寄与する事業である。

 

 

 

 

 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

 

 

 

 

事業名 

廃校施設

の活用事

業 

小樽市 中心市街地に立地する旧堺小学校校

舎は、平成 19 年度に改修工事を実施し、

(社)シルバー人材センター、小樽市事業

内職業訓練センター、市立病院高等看護

実施時期 

平成 18 年

度～ 

 

未活用の歴史的建造物 

①旧渋澤倉庫 

②旧上勢友吉商店 

③旧塚本商店 

点字ブロック 
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内容 

廃校施設

の活用 

実施時期 

平成18年

度～ 

学院、堺小学校記念室等が入居する施設

として再利用されている。 

廃校施設を地域のコミュニティの核

として再生することは、市民の回遊性を

向上させ、中心市街地のにぎわい創出に

寄与する事業である。 

事業名 

旧寿原邸

の管理運

営 

内容 

職人の活

動拠点の

整備 

実施時期 

平成20年

度～ 

小樽市、

ＮＰＯ法

人北海道

職人義塾

大學校 

小樽を代表する実業家寿原家の邸宅

は、大正元年に建てられた木造 2階建の

建物で、昭和 61 年に市に寄贈され、市

指定歴史的建造物に指定されている。 

現在は「旧寿原邸」として一般公開さ

れているが、管理運営方法を見直し、一

部をＮＰＯ法人北海道職人義塾大學校

の事務所及び製作体験などの場所とし

て利用する。 

歴史的建造物を職人の活動拠点とし

て有効活用することは、職人の技術を引

き継ぐ後継者の育成・確保につながるも

のであり、市民や観光客の回遊性を向上

させ、中心市街地のにぎわい創出にも寄

与する事業である。 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

事業名 

妙見川そ

ぞろ歩き

ロード事

業 

内容 

柳の植栽

等 

実施時期 

平成17年

度～ 

夢の街小

樽、おた

る緑のま

ちづくり

の会 

観光客が訪れる歴史的街並みの残る

小樽運河や堺町地区と既存商店街を結

ぶ、妙見川が流れる通りの再生により、

既存商店街の活性化を図る事業を実施

している。 

主な取組としては、川辺への柳の植栽

や手すりの設置、レンガブロックの敷

設、修景サインの掲出、さらに将来は橋

の設置も含めた大正ロマン漂う街並み

の復活を目指している。 

市民や観光客の回遊性を向上させ、中

心市街地のにぎわい創出に寄与する事

業である。 

 

 

 

実施時期 

平成 17 年

度～ 

 

 

 

完成予想図 

旧寿原邸 

旧堺小学校改修工事 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 
 

［１］都市福利施設の整備の必要性  

● 現状及び都市福利施設の整備の必要性 

中心市街地における都市福利施設については、平成6～11年度に実施した稲北地区市街地

再開発事業において、住宅、店舗の建築にあわせて「コミュニティセンター」及び「いな

きた児童館」を整備し、地域住民の利便性を向上させているほか、平成7年度には、小樽市

民センター「マリンホール」（ホール、リハーサル室、研修室、会議室、和室）、小樽市生

涯学習プラザ「レピオ」(学習室、和室等)を整備し、多くの市民に利用されている。 

そのうえ、中心市街地には「小樽市総合博物館」や「市立小樽文学館・美術館」といっ

た教育文化施設も立地しており、小樽にゆかりのある常設展示や特定のテーマに基づいて

開催される特別展・企画展は好評を得ている。 

そのほか市としては、地域住民等による自主グループが、ひとり暮らしの高齢者らに対

して行うふれあいサロンやミニデイサービスなど介護予防に資する事業を実施する場合に

助成を行い、地域で高齢者が集える場の創出を支援する「地域住民グループ支援事業」（年

間 10 万円を限度とし、対象経費の 2分の 1を 3年間助成）を平成 16 年度から実施してい

るほか、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、心

身の健康の維持や、日常生活上必要な援助・支援を包括的に行う「地域包括支援センター」

を中心市街地など市内 3箇所に開設（平成 19 年 1 月）しており、多様なニーズに対応でき

る体制の整備に努めている。 

また、市民との協働による社会実験として立ち上げた小樽市高齢者懇談会「杜のつどい」

では、高齢者の生きがいづくり、まちなかでのにぎわい空間の創出、地域コミュニティの

再生を目的とし、市民の交流・連携事業を実施しており、平成 17 年 6 月に「杜のつどい」

の恒常的な活動拠点として小樽市産業会館 1階にオープンした「杜のひろば」において、

社会参加事業、介護予防事業、情報交換、各種講座の開催など多彩な活動が行われている。

平成 18 年 6 月からは、子育て中の親子が集い、高齢者との交流を図る「杜ひろランド」（第

2 木曜日実施）がオープンし、子育て支援と高齢者の生きがいづくりの双方を結びつける

場としての役割も担っている。 

民間事業者の施設としては、都通り商店街内にデイサービスセンター「想い出の都通り」

が平成 17 年 7 月に設置され、懐かしさの漂う商店街の空間で利用者はゆったりと過ごすこ

とが可能になっているほか、国立大学法人小樽商科大学が中心市街地のホテルのスペース

を活用した「小樽商科大学駅前プラザ」を開設し、市民との交流を深めている。 

 

このように、本市の中心市街地には多くの都市福利施設が集積しているが、今後は既存

施設を活用した高齢者及び子育て世代に向けのソフト事業等をさらに充実させ、交流人口

の増加によるにぎわいの創出を図る必要がある。 

 

フォローアップについては、事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に

応じて事業の促進などの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点においても進捗調査

のうえ、効果の測定を行い、検証する。 
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［２］具体的事業の内容 
（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

事業名 

「杜のつ

どい」の

活動 

支援措置 

福祉コミュニ

ティ都市推進

事業費交付金

(小樽市) 内容 

高齢者の

活動拠点

づくり 

実施時期 

平成17年

度～ 

小樽市高

齢者懇談

会「杜の

つどい」 

 市民との協働による社会実験として

立ち上げた小樽市高齢者懇談会「杜のつ

どい」では、高齢者の生きがいづくりや、

にぎわいの創出、世代間交流など市民の

交流・連携事業を行っている。 

具体的には、中心市街地に開設した公

共スペース「杜のひろば」を拠点に、社

会参加事業、介護予防事業、世代間交流

ふれあい事業、情報交換、各種講座等を

企画、運営、実施しており、中心市街地

への来街促進、にぎわい空間の創出、地

域コミュニティの再生を図るとともに、

高齢者が生きがいを持ち、元気に暮らせ

るまちづくりを推進していくために必

要な事業である。 

実施時期 

平成 17 年

度～ 

 

事業名 

いなきた

コミュニ

ティセン

ター等の

整備・管

理運営 

小樽市 稲北地区市街地再開発事業において、

市営住宅や商業施設が入る複合施設内

に「いなきたコミュニティセンター」及

び「いなきた児童館」が整備されている。

いずれの施設も、平成 18 年度からは指

定管理者による管理運営となり、各種の

会合や活動の場として多くの市民に利

実施時期 

平成 11 年

度～ 

 

「杜のつどい」の活動 
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内容 

公共施設

の整備等 

実施時期 

平成11年

度～ 

用されている。 

中心市街地への来街促進やにぎわい

創出を図るとともに、住み良さや子育て

支援等の生活環境を充実させ、多様な生

き方に対応したまちなか居住を推進し

ていくためにも必要な事業である。 

事業名 

小樽市民

センター

の整備・

管理運営 

内容 

公共施設

の整備等 

実施時期 

平成 7 年

度～ 

小樽市 小樽駅から徒歩約 5 分の位置にある

「小樽市民センター」には、多目的ホー

ル並びに会議室、研修室、リハーサル室、

和室が整備されている。平成 19 年度か

らは指定管理者による管理運営となり、

ホームページの充実や市民が楽しめる

自主事業の実施といったサービス向上

が図られ、利用者に喜ばれている。 

中心市街地への来街促進やにぎわい

創出を図るとともに、市民の文化の向上

及び勤労福祉を増進していくためにも

必要な事業である。 

実施時期 

平成 7 年度

～ 

 

事業名 

小樽商科

大学駅前

プラザ開

設事業 

内容 

交流拠点

の整備 

実施時期 

平 成 19 

年度～ 

小樽商科

大学 

市民と小樽商科大学との交流を深め、

大学の存在を身近に感じてもらうこと

を目的とし、中心市街地のホテルのスペ

ースを活用した「小樽商科大学駅前プラ

ザ（愛称：ゆめぽーと）」を開設した。 

学長と市民との茶話会、ビジネス相

談、図書の貸出しなど、様々な用途で活

用されるものであり、中心市街地への来

街促進、多世代交流によるにぎわい創出

を図るために必要な事業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

事業名 

病院・高

齢者住宅

整備事業 

内容 

病院等の

整備 

実施時期 

平 成 20 

年度～ 

近藤工業

グループ

(小樽)、

㈱光ハイ

ツ・ヴェ

ラ ス ( 札

幌) 

中心商店街の中に、診療所・短期入所

者生活介護施設等が併設された高齢者

専用賃貸住宅を整備する。 

利便性の高い中心市街地での居住を

誘導するとともに、市民の回遊性を向上

させ、まちなか居住の推進やにぎわいの

ある中心市街地の再生を図るために必

要な事業である。 

 

 

 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

小樽商科大学駅前プラザ 

小樽市民センター 

（施設ホームページより）

いなきたコミュニティセンター 

【整備内容】 

敷地面積 1,500 ㎡ 

延べ面積 4,600 ㎡ 

地上 6階 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のため

の事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 
 

［１］街なか居住の推進の必要性  

● 現状及び街なか居住の推進の必要性 

本市の高齢化率は 29％を超え、世帯人員が 2人以下の小規模世帯が 60％を占めるなど、

急速に少子高齢化が進行している。その中で、持家の比率は道内主要都市と比較して高い

状況にある一方、借家については、高齢者が安心して居住できる設備の整った住宅は少な

い傾向にある。このように、本市の住宅は、持家が主体となっているが、小規模宅地、建

物の老朽化、既存不適格建築物、未接道等による建設困難、さらに冬期間の除雪等の問題

があり、今後とも安心して暮らせる良質な住宅の供給が必要である。 

本市の中心市街地は、古くから商業、業務など様々な機能が集まり、生活や娯楽、交流

の場だったが、人口の減少や高齢化を背景に空洞化が進行している。しかし、中心市街地

は地域社会の発展や豊かな生活の実現にとっては重要な役割を果たす場所であり、高齢者

等の安定居住を進めるためにも、まちなか居住の推進が必要となっている。特に人口の空

洞化が進む中心市街地においては、都市型住宅の供給を促進する必要がある。 

 公営住宅については、小樽市住宅マスタープラン（平成 17 年 3 月策定）の「まちなか居

住の推進」の中で「公共賃貸住宅の整備～借り上げ、買取り制度など、公共賃貸住宅の整

備における民間活力の導入による多様な整備手法を検討します」を掲げている。買取り公

営住宅については、平成 11 年に「稲北地区市街地再開発事業」において、24 戸を市営住

宅として買い取り、公営住宅によるまちなか居住に取り組んだ。 

 また、本市の人口増を目指す施策として新婚世帯の小樽市内への居住を進めるため、若

年者定住促進家賃補助制度（転入してくる新婚世帯に対して 36 ヶ月分、限度額 1ヶ月当た

り 2万円の家賃補助を行う）を平成 14 年から 17 年までの 4年間実施し、中心市街地への

転居者に対しても補助対象とすることにより新婚世帯のまちなかへの居住に取り組んだ。

 更に、小樽市住宅マスタープランでは、まちなか居住の推進のため、（仮称）おたる住ま

いのセンターの設置について、住宅を建てたい、持家や賃貸住宅のリフォームをしたい、

賃貸住宅の情報を知りたい、相談をしたいなど市民の多様な住まいの需要に対応できる総

合的な相談・情報発信の窓口の検討を掲げている。現在は、既存の組織による連携強化を

検討しているところであり、住宅等の相談窓口業務を所管する行政（市建築指導課）と、

耐震やリフォームに有料で対応する(社)北海道建築設計事務所協会の建築相談調査会、さ

らには、(財)北海道建築指導センターのホームページや北の住まい情報プラザなどの住宅

情報提供を利用することとなるが、今後は市が主体となり、中心市街地区域への住み替え

を目的とした空き家バンク事業を創設する予定である。 

 小樽市内では、本市の気象条件や高齢化の進展に伴い、まちなかでの居住希望が増加し

ており、マンション建設を歓迎する市民の声も持ち上がっているが、あわせて特別景観地

区における景観への配慮を求める必要がある。 

 この現状を踏まえ、小樽駅前地区において、中心市街地の人口増につながる共同住宅等

の整備を市街地再開発事業にて実施し、また、既存商店の住宅への転用等に取り組むこと

により、にぎわいの再生につなげるものである。 
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フォローアップについては、事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に

応じて事業の促進などの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点においても進捗調査

のうえ、効果の測定を行い、検証する。 

 

［２］具体的事業の内容 
（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

支援措置 

街なか居住

再生ファン

ド 

事業名 

小樽駅前

第 3 ビル

周辺地区

第 1 種市

街地再開

発事業 

（再掲） 

内容 

複合ビル

の整備 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

小樽駅前

第 3 ビル

周辺地区

市街地再

開発組合 

 当該事業は、まちなか居住のニーズに

対応する住宅整備をめざしていくこと

や利便性を生かした小樽駅前の顔にふ

さわしい施設整備を目指していくこと

を目的として、子育て支援に配慮した住

宅やバリアフリー化された住宅の整備、

商業・サービス機能としてのホテルや商

業施設、駐車場等の整備を行うものであ

り、居住者はもとよりまちなかにおける

利便性の向上及び老朽住宅の更新によ

る都市防災性の向上を図るものである。

まちなか居住の推進や歩行者通行量の

増加によるにぎわいの創出を図るため

に必要な事業である。 

【整備内容】 

敷地面積 3,560.32 ㎡ 

延べ面積 26,646 ㎡ 

地下 1階、地上 17 階 

主要用途 マンション 117 戸 

     ホテル   234 室 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成予想図 
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（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

支援措置 

地域住宅交

付金 

事業名 

小樽駅前

第 3 ビル

周辺地区

第 1 種市

街地再開

発事業 

（再掲） 

内容 

複合ビル

の整備 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

小樽駅前

第 3 ビル

周辺地区

市街地再

開発組合 

 当該事業は、まちなか居住のニーズに

対応する住宅整備をめざしていくこと

や利便性を生かした小樽駅前の顔にふ

さわしい施設整備を目指していくこと

を目的として、子育て支援に配慮した住

宅やバリアフリー化された住宅の整備、

商業・サービス機能としてのホテルや商

業施設、駐車場等の整備を行うものであ

り、居住者はもとよりまちなかにおける

利便性の向上及び老朽住宅の更新によ

る都市防災性の向上を図るものである。

まちなか居住の推進や歩行者通行量の

増加によるにぎわいの創出を図るため

に必要な事業である。 

 

実施時期 

平成 19～

21 年度 

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

事業名 

病院・高

齢者住宅

整備事業 

（再掲） 

内容 

病院等の

整備 

実施時期 

平 成 20 

年度～ 

近藤工業

グループ

(小樽)、

㈱光ハイ

ツ・ヴェ

ラ ス ( 札

幌) 

中心商店街の中に、診療所・短期入所

者生活介護施設等が併設された高齢者

専用賃貸住宅を整備する。 

利便性の高い中心市街地での居住を

誘導し、まちなか居住の推進やにぎわい

のある中心市街地の再生を図るために

必要な事業である。 

 

 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

【整備内容】 

敷地面積 1,500 ㎡ 

延べ面積 4,600 ㎡ 

地上 6階 
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事業名 

空き家バ

ンク事業 

内容 

空き家情

報の提供 

実施時期 

平 成 20 

年度～ 

小樽市 中心市街地区域への住み替えと、住み

替え後の空き家を有効活用してもらう

ことを目的として、空き家バンク事業を

実施する。 

中心市街地での居住ニーズの高さと

空き家の活用を結びつける仕組みをつ

くるもので、相談窓口は小樽市役所内に

設置する。 

利便性の高い中心市街地での居住を

誘導し、まちなか居住の推進やにぎわい

のある中心市街地の再生を図るために

必要な事業である。 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

事業名 

小樽市中

小企業等

融資制度 

内容 

制度融資 

実施時期 

平 成 19 

年度～ 

小樽市、

小樽商工

会議所、

北海道信

用保証協

会、金融

機関 

本市において事業を営んでいる中小

企業者等を対象に、小樽市中小企業等融

資制度による融資を行っている。 

例えば、アパート経営や既存の店舗を

増改築した高齢者下宿等の整備を対象

に融資を行うもので、まちなか居住の推

進やにぎわいのある中心市街地の再生

を図るために必要な事業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事

業及び措置に関する事項 
 

［１］商業の活性化の必要性  

● 現状及び商業の活性化の必要性 

本市の小売商業・商店街は、昭和 40 年代前半までは、最多で 20 万人の人口を擁してい

たことや、また、北後志圏（余市町、仁木町等）からの購買力の流入もあり、大いに栄え

た。中心市街地には、3 店の百貨店（丸井今井小樽店、大國屋百貨店、ニューギンザ百貨

店）と商店街が連なり、買い回り型の商店街が形成され、最寄り品については、住宅地近

隣にある生鮮市場が供給していた。中心市街地の都通り商店街振興組合は、昭和 41 年に札

幌市の狸小路商店街に次いで全道 2番目に全蓋アーケードを設置するなど、商店街の先駆

けとなるような取組を行ってきた。 

本市の小売商業の転換点となったのは、昭和 50 年の小樽駅前地区市街地再開発事業によ

る大手量販店長崎屋の進出である。これにより、本市の商業重心はＪＲ小樽駅方向に移動

し、都通り商店街とサンモール一番街商店街の歩行者通行量が増大した。しかし、長崎屋

の出店や消費購買力の札幌への流出による影響もあって、ニューギンザ百貨店は昭和 63

年に、また、大國屋百貨店は平成 5年に閉店し、その跡地の活用が課題となった。 

ニューギンザ百貨店が立地していたサンモール一番街商店街では、優良再開発事業によ

り、丸井今井百貨店が平成 2年に新店舗（小樽マルサは平成 3年）を建設し、それを契機

に中小小売商業高度化事業により開閉式全蓋アーケードを設置した。 

小樽築港地区の土地区画整理事業が平成 6 年に事業決定し、9 万 8 千㎡の大型ショッピ

ングセンターの出店が決まったことから、その対抗策として、中心商店街では、平成 10

年に小樽ポイントカード事業協同組合を設立し、ポイントカード事業を導入した。更に、

平成 14 年には、都通り商店街ではアーケードのリニューアルを実施し、また、花園銀座商

店街ではコミュニティ道路整備事業を実施し、商店街の活性化に取り組んだ。こういった

取組もあり、一時空き店舗の増加があったが、新規出店も増加している。 

都通り商店街は、空き店舗を活用した顧客利便施設の「ふれあいプラザ」開設や、「小樽

弁垂れ幕」による地域のＰＲ、近郊農家の協力を得た無農薬野菜市などのイベントによっ

てにぎわいの創出に努めてきたことが評価され、平成 19 年度「いってみたい商店街＆お店

北海道表彰」の準大賞を受賞している。 

そのような取組を行ってきたなかで、中心商店街の核店舗である丸井今井小樽店が平成

17 年 10 月に閉店となり、商店街の歩行者通行量にも大きな影響が生じたため、丸井今井

小樽店に入店していたテナント等が協力して「小樽サンモール・ネオ」を立ち上げ、地下

1 階及び 1 階で営業を再開しているほか、一坪からマイショップ事業（チャレンジショッ

プ）を展開している。また、小樽さくら祭りや中心商店街元気づくり事業などの中心市街

地の商店街が協力したイベントや、入船商店街・市場連携事業、都通り梁川商店街活性化

事業、アートストリート in 都通りなど、商店街独自の取組により街のにぎわいづくりをす

すめているが、厳しい状況にある。 

本市の中心商店街は、2核 1モール構造であるが、1核が無くなることは商店街の骨格が

崩壊することにつながるため、大型空き店舗となっている旧丸井今井小樽店が商店街の核
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として再生することは、本市の中心市街地の小売商業振興にとって喫緊の課題であること

から、魅力的で波及効果のある核テナントを誘致するとともに、必要な商業機能を取り込

んだ施設として展開していかなければならない。 

そのため、旧丸井今井小樽店閉店後の対応策を協議する閉店対策会議において、核テナ

ントの誘致は施設を管理する小樽開発（株）と市が連携を取りながら進めていくこととし

ており、市としても、これまでも核テナントになりうる業者等と交渉を行なってきている。

現在も出店に当たっての課題整理をしながら、1 日も早く施設の再活用が進むよう、小樽

開発（株）やその関係者などと官民一体となって積極的に取り組んでおり、今後も市とし

て事業者に対し当該施設の有効な活用についての働きかけを継続的に行うこととしてい

る。 

また、ガラス市（仮称）の開催、歩行者用案内標識の整備、そぞろ歩きロード整備事業、

商店街の空きスペースをコミュニティ広場として活用する交流広場運営事業やキネマ祭な

どを行うやさしい街推進事業、市内全域の隠れた魅力を 99 の観光モデルコースで紹介する

冊子「小樽観光コース来ぶらり百選」や観光マップ「ゆっくりじっくり小樽」、観光情報誌

「きらっと小樽」などによる観光宣伝誘致対策を推進することにより、市民や観光客の商

店街への回遊性を高め、にぎわいを創出することが必要となっている。 

 

フォローアップについては、事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況に

応じて事業の促進などの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点においても進捗調査

のうえ、効果の測定を行い、検証する。 

 
［２］具体的事業等の内容 
（1）法に定める特別の措置に関連する事業等  

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

支援措置の

内容 

大規模小売

店舗立地法

の特例 

事業名 

大規模小

売店舗立

地法特例

区域指定

の要請 

内容 

第一種特

例区域の

指定につ

いて北海

道に要請 

 

 

小樽市  旧丸井今井小樽店は、本市の中心 3商

店街である、都通り商店街、サンモール

一番街商店街、花園銀座商店街の中心部

にあり、また、観光集客ゾーンである堺

町通りとの結節点である寿司屋通りに

も近接し、中心市街地の活性化にとって

重要な位置付けとなっている。 

 空き店舗となっている当該施設の再

活用は、中心商店街のみならず、周辺の

商店街にとっても活性化につながるこ

とから、一日も早い再開が待ち望まれて

いる。 

このため、閉店対策会議において、核

テナントの誘致は、施設を管理する小樽

実施時期 

平成 20 年

度～ 
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実施時期 

平成20年

度～ 

 

開発(株)と小樽市が連携しながら取り

組むこととなっており、現在、市と連携

しながら小樽開発（株）やその関係者な

どがテナント誘致に取り組んでいる状

況にあるが、新規出店や店舗拡張などに

伴う手続が課題となる場合もあること

から、それらを緩和する「特例区域」の

指定を北海道に対し要請する。 

市民を中心市街地へひきつける魅力

的な商業施設の進出を促し、中心市街地

への来街者の増加を図るためには必要

な事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

支援措置 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

事業名 

にぎわう

商店街づ

くり支援

事業 

内容 

イベント

開催等 

実施時期 

平成19年

度～ 

小樽市商

店街振興

組合加盟

商 店 街

(13 団体)

 

中心市街地の活性化を目的に、小樽市

商店街振興組合連合会加盟商店街が、に

ぎわいづくりを目指し、イベント開催、

情報発信事業などのソフト事業を行う

ものである。 

中心市街地への来街者を増やし、商店

街への回遊性を向上させるために必要

な事業である。 

 

 

 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

 

 

 

事業名 

小樽さく

ら祭り 

支援措置 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 内容 

イベント

開催等 

さくら祭

り実行委

員会 

 

 

5 月中旬に、中心市街地の商店街が連

携し、中心市街地のにぎわいづくりのた

めに実行委員会を組織し、イベント開催

に取り組んでいる。 

期間中、ブラスバンドパレードやミス

小樽の発表会、大道芸大会など多彩なイ

ベントを開催するもので、中心市街地へ

実施時期 

平成 15 年

度～ 

 

無農薬野菜市
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実施時期 

平成15年

度～ 

 

の来街者を増やすために必要な事業で

ある。 

 

 

事業名 

中心商店

街元気づ

くり事業 

支援措置 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

内容 

イベント

開催等 

実施時期 

平成18年

度～ 

元気づく

り事業実

行委員会 

 

中心 3商店街が、6月～7月に本市の 3

大祭りである水天宮祭、竜宮祭、小樽祭

りの期間中、各商店街を会場に、ステー

ジイベントや屋台縁日、ビアガーデンの

ほか工夫を凝らしたイベントを開催し、

中心商店街のにぎわい復活を目指して

いる。 

中心市街地への来街者を増やすため

に必要な事業である。 

実施時期 

平成 18 年

度～ 

 

 

事業名 

入船商店

街・市場

連携事業 

支援措置 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

内容 

イベント

開催等 

実施時期 

平成16年

度～ 

入船銀座

商店街振

興組合 

 

入船銀座商店街は、国道 5号沿いの商

店街で、核施設として二つの市場があっ

たが、平成 16 年に二つの市場を統合し、

合わせて駐車場整備を行っている。 

今後、商店街の集客の要である市場と

連携し、イベント開催等を実施するもの

で、中心市街地への来街者を増やすため

に必要な事業である。 

 

 

実施時期 

平成 16 年

度～ 

 

支援措置 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

事業名 

都 通 り 梁

川商店街

活性化事

業 

内容 

空き店舗

活用事業 

実施時期 

平成18年

度～ 

都通り梁

川商店街

振興組合 

当該事業として、薬物・アルコール障

害等を持つ方の社会復帰を支援するた

め、空き店舗を活用した「ケアカフェ」

を営業しており、このカフェを拠点に、

ミニコンサート、紙芝居、情報誌の発行

などに取り組むほか、商店街の核施設で

ある中央市場を活用した「今昔写真展」

等の集客事業を行うもので、中心市街地

への来街者を増やすために必要な事業

である。 

実施時期 

平成 18 年

度～ 

 

イベント風景

小樽さくら祭り 

入船市場

都通り梁川商店街活性化事業 
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事業名 

アートス

トリート

in 都通り 

支援措置 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

内容 

アートイ

ベント 

実施時期 

平成19年

度～ 

 

アートス

トリート

実行委員

会 

都通り商店街において、似顔絵コンテ

スト、垂れ幕デザインコンテスト、自作

のアートを販売するのみの市など、アー

トをテーマにした市民参加型のイベン

トを開催している。 

市民や観光客の回遊を促し、交流人口

の拡大とにぎわいの創出に寄与する事

業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業  

事業名 

商業活性

化アドバ

イザー活

用事業 

支援措置の

内容 

中心市街地

商業活性化

アドバイザ

ー派遣事業 内容 

商業活性

化アドバ

イザーの

活用 

実施時期 

平成20年

度～ 

花園銀座

3 丁目会

商店会 

花園銀座 3丁目会商店会では、「やさ

しい街」をコンセプトに、①交流広場運

営事業②キネマ祭③プランター設置事

業④イルミネーション事業など、様々な

ソフト事業に取り組む計画をしている。

このため、事業を効果的に実施するた

めに、外部の専門家のアドバイスを必要

とすることから、独立行政法人中小企業

基盤整備機構の中心市街地商業活性化

アドバイザー派遣事業を活用するもの

である。 

中心市街地への集客を図り、にぎわい

を創出する事業を効果的に実施するた

めに必要な事業である。 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キネマ祭

アートストリート in 都通り 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

事業名 

やさしい

街推進事

業 

内容 

交流広場

運営、映

画上映等 

実施時期 

平成21年

度～ 

花園銀座

3 丁目会

商店会 

 

 

花園銀座 3丁目会商店会は、往時は多

数の映画館が集積し、最もにぎわいのあ

る商店街であったが、現在、映画館はす

べてなくなり、空き店舗も増えている。

そこで、商店会のコンセプトを「やさ

しい街」とし、障害者の就労支援事業を

行っているＮＰＯ法人と連携して商店

街の空きスペースを住民らのコミュニ

ティ広場として活用し、障害者との交流

イベント、子育て支援、世代間交流(昔

遊び)などを行う交流広場運営事業のほ

か、商店会の空き地を活用して映画の屋

外上映や縁日を行うキネマ祭、工夫を凝

らしたプランターの設置、街路灯へのイ

ルミネーション設置など来街者を楽し

ませる事業を実施するものである。 

特に、空きスペースを障害者関連のＮ

ＰＯ法人と連携し活用する事業は、商店

街に来街する住民だけでなく、元気な高

齢者、保育園などの子供の関係者、ボラ

ンティア団体などとの交流が図られる

先進的な取組である。 

このことにより、中心市街地への来街

者を増やし、商店街への回遊性を向上さ

せ、にぎわいの創出を図るために必要な

事業である。 

実施時期 

 

戦略的中

心市街地

商業活性

化支援事

業補助金

を検討 

事業名 

一坪から

マイショ

ップ事業 

内容 

チャレン

ジショッ

プの開設 

小樽サン

モール・

ネオ 

旧丸井今井小樽店跡の再開発ビルで

暫定営業する小樽サンモール・ネオが、

若者や出展意欲のある人に気軽に多彩

な店をオープンしてもらうため、空きス

ペースを低額で貸し出すほか、ワゴンや

机を無料で提供する事業を独自に実施

している。 

現在10店舗が出店中であるが、今後も

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

一坪からマイショップ 

やさしい街会場 
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実施時期 

平成19年

度～ 

引き続き出店希望者を募集し、事業を推

進していくものである。 

商店街核店舗の再生は喫緊の課題と

なっており、当該事業は、中心市街地の

にぎわいづくりと商業担い手の育成に

寄与するものとして必要な事業である。

支援措置 

ふれあいプラ

ザ運営費補助

金(小樽市) 

事業名 

都通り商

店街顧客

利便施設

運営事業 

内容 

顧客利便

施設運営 

実施時期 

平成10年

度～ 

都通り商

店街振興

組合 

 

都通り商店街が、「ふれあいプラザ」

の名称で、空き店舗を活用し、顧客利便

施設として運営している。 

事業内容としては、休憩所、手荷物預

かり、観光案内、クリーニングの取り次

ぎ、グッズ販売のほか、市立図書館の本

の返却受付、住民票の交付など、地域に

根ざしたサービスを行っており、中心市

街地への来街者を増やすために必要な

事業である。 

 

 

実施時期 

平成 10 年

度～ 

 

 

事業名 

小樽菓子

まつり 

内容 

工芸菓子

の展示等 

実施時期 

平成19年

度～ 

北海道菓

子工業組

合小樽支

部 

長崎屋小樽店にある市民が多目的に

利用できる公共プラザを会場として、小

樽の菓子と職人の業をアピールする「小

樽菓子まつり」を開催している。 

和菓子・洋菓子の実演販売、工芸菓子

の展示のほか、子どもから大人までが楽

しめるイベントを実施するもので、地域

の伝統文化の継承と中心市街地への来

街者の増加に寄与する事業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

事業名 

創業支援

相談窓口

の開設 

内容 

融資相談 

実施時期 

平成19年

度～ 

小樽信用

金庫 

事業所の減少傾向に歯止めをかける

ため、創業・新事業支援機能を強化し、

小樽市や商工会議所等との連携を図る

とともに、平成 19 年秋からは、休日に

も「創業支援相談窓口」を開設している。

新規創業者が空き店舗に出店するな

ど空き店舗対策の一環にもなっており、

中心市街地のにぎわい創出と商業の担

い手育成のために必要な事業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

事業名 

小樽市中

小樽市、

小樽商工

本市において事業を営んでいる中小

企業者等を対象に、小樽市中小企業等融

実施時期 

平成 19 年

 

ふれあいプラザ

小樽菓子まつり 
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小企業等

融資制度 

（再掲） 

内容 

制度融資 

実施時期 

平 成 19 

年度～ 

会議所、

北海道信

用保証協

会、金融

機関 

資制度による融資を行っている。 

例えば、店舗等を新・増改築、購入す

る場合に設備資金の低利融資を行う「店

舗等改善資金」により、アパート経営や

既存の店舗を増改築した福祉施設等の

整備を対象に融資を行うほか、「商店街

グレードアップ資金」により、商店街を

活性化するための近代化事業を対象に

融資を行うもので、中心市街地のにぎわ

いづくりのために必要な事業である。 

度～ 

事業名 

歴史的建

造物等を

活用した

新たな観

光スポッ

トの整備 

内容 

集客施設

の整備 

実施時期 

平成15年

度～ 

日 本 銀

行、民間

事業者ほ

か 

○日本銀行旧小樽支店金融資料館 

日本銀行旧小樽支店は、東京駅の設計

者である辰野金吾らが設計し、明治 45

年に完成した建物である。 

その歴史的建造物の雰囲気を活かし、

平成 15 年より日本銀行の広報施設「金

融資料館」として再オープンしている。

 

○小樽運河ターミナル 

 大正 11 年築の旧三菱銀行小樽支店を

平成 18 年に改装し、地元菓子など小樽

ブランドにこだわった商品を発信する

テナントビルとしてオープンしている。

また、併設のバス停には、市内を巡る

「おたる散策バス」が発着し、観光客の

回遊をサポートしている。 

 

○小樽出世前広場 

 堺町通りの一角にある「小樽出世前広

場」は、移築した歴史ある建造物等を飲

食店や宿泊施設に改修し、平成 18 年に

開業したもので、大正・昭和初期のレト

ロな街並みを再現している。 

 

このような観光スポットの整備は、特

色ある景観の保全・形成や中心市街地の

にぎわいづくりのために必要な事業で

ある。 

実施時期 

平成 15 年

～ 

 

日本銀行旧小樽支店金融資料館

小樽運河ターミナル 

小樽出世前広場 
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事業名 

ＩＣＴを

活用した

地域産業

支援モデ

ルに関す

る実証実

験 

支援措置 

｢ｅ-コミュ

ニティ形成

支援事業 Ｉ

ＣＴを活用

した地域産

業支援モデ

ルに関する

実証実験｣に

係る助成金 

((財)地方自

治情報セン

ター) 

内容 

ホテルの

空き室フ

ァンド等 

実施時期 

平成19年

度 

(社)小樽

観光協会 

小樽出身者や小樽観光のリピーター

など、本市に愛着を持つ方々からファン

ド形式で募った小口の出資を、地域産業

の活性化のための資金として活用する

事業モデルの実証実験を行う。 

実証実験におけるファンド対象商品

は、「宿泊施設」と「寒イモ」(収穫した

ジャガイモを半年間雪の中で寝かせ、デ

ンプン質を糖質に変えた甘いイモ)であ

り、出資者等に限定した地域ＳＮＳを活

用し、情報交換を実施する。 

市民に街の魅力を再確認してもらう

とともに、宿泊滞在型観光への移行を推

進していく上でも必要な事業である。 

 

 

 

実施時期 

平成 19 年

度 

 

 

 

事業名 

教育旅行

誘致のた

めのプロ

グラム 

内容 

体験プロ

グラムの

実施 

実施時期 

平成17年

度～ 

小樽教育

旅行誘致

促進実行

委員会 

教育旅行の誘致宣伝活動を強化する

ため、ホテルや飲食店でのインターンシ

ップ体験や工房でのものづくり体験と

いったオリジナル体験プログラムの開

発や受入態勢の整備を行っている。 

また、夜・早朝プログラムとして、歴

史的建造物のライトアップツアーや北

海道三大夜景の一つと称される天狗山

からの夜景を楽しむナイトツアー、せ

り・朝市体験なども設定しており、宿泊

滞在型観光への移行を推進するために

必要な事業である。 

実施時期 

平成 17 年

度～ 

 

事業名 

おたる潮

まつり 

内容 

パ レ ー

ド、ステ

ージイベ

ント等 

実施時期 

昭和42年

度～ 

おたる潮

まつり実

行委員会 

海への感謝と郷土小樽の発展を祈念

する祭りで、小樽港を中心に 7 月末の

金・土・日に行われ、道内外から多くの

来場者が訪れる。 

期間中は約6千人が中心市街地を踊り

歩く「潮ねりこみ」、郷土芸能「潮太鼓」、

全国の担ぎ手による「みこしパレード」

など数多くのイベントが催される小樽

で最も大きな夏祭りであり、中心市街地

への集客を図り、にぎわいを創出するた

めに必要な事業である。 

実施時期 

昭和 42 年

度～ 

 

おたる潮まつり 

教育旅行の様子 
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事業名 

小樽雪あ

かりの路 

内容 

キャンド

ルによる

ライトア

ップイベ

ント 

実施時期 

平成10年

度～ 

小樽雪あ

かりの路

実行委員

会 

キャンドルの温かな灯火が小樽の古

い街並みを優しく包み、幻想的な世界を

演出する住民参加型のイベントで、小樽

運河と旧国鉄手宮線のメイン会場のほ

か、商店街や町内会など市内各所に手作

りのスノーキャンドルやオブジェが飾

られる。 

多くのボランティアスタッフや地域

住民にも支えられ、現在はアジア圏を中

心とした外国人も含め、50 万人を超える

観光客が訪れる冬の一大イベントとな

っており、後志地域の食と観光をＰＲす

る展示会やコンサートなどの関連企画

も実施されている。 

中心市街地の回遊を促し、にぎわいを

創出するとともに、宿泊滞在型観光への

移行を推進していく上でも必要な事業

である。 

実施時期 

平成 10 年

度～ 

 

事業名 

小樽ロン

グクリス

マス 

内容 

クリスマ

スにこだ

わった商

品の提供 

実施時期 

平成17年

度～ 

(社)小樽

観光協会 

小樽観光の閑散期である 11 月～12 月

をクリスマスツリーやイルミネーショ

ン、オルゴールの音色でロマンチックに

彩るイベントで、宿泊施設、飲食店、観

光施設等 100 以上の事業者が連携し、趣

向を凝らした装飾を行うほか、スタンプ

ラリーの開催やクリスマスにちなんだ

飲食メニュー等を実施している。 

参加宿泊施設では、特別宿泊プランの

設定や夜のライトアップ散策などのイ

ベントを実施しているが、今後は、割引

や記念品などのサービスを行う協賛店

の充実や特別宿泊プランを実施する宿

泊施設を増やすことが検討されており、

宿泊滞在型観光への移行を促進すると

ともに、中心市街地の新たな魅力とし

て、にぎわいを創出するために必要な事

業である。 

実施時期 

平成 17 年

度～ 

 

小樽ロングクリスマス 

小樽雪あかりの路 
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事業名 

ＳＬクリ

スマス in

小樽 

内容 

ＳＬの運

行 

実施時期 

平成15年

度～ 

ＪＲ北海

道 

12 月の 2 週目からクリスマスにかけ

ての金、土、日、祝日に、札幌～小樽間

で、クリスマスイルミネーションに彩ら

れたＣ11 型ＳＬを運行する「ＳＬクリス

マス in 小樽」を実施している。 

ツリーやリースで飾り付けられた列

車内と、夜の小樽の街でクリスマスムー

ドを満喫するもので、宿泊滞在型観光へ

の移行を図るとともに、中心市街地のに

ぎわいを創出するために必要な事業で

ある。 

実施時期 

平成 15 年

度～ 

 

事業名 

小樽アー

ティスト

ウィーク 

in 運河公

園 

内容 

写真の展

示等 

実施時期 

平成19年

度～ 

小樽アー

ティスト

ウィーク

実行委員

会 

小樽運河の北端部に位置する「運河公

園」は、大正時代の石造倉庫の素材を再

活用した休憩棟・遊具施設棟や噴水が設

けられた公園であるが、より多くの市民

や来訪者に活用してもらうため、市内で

行われる芸術関係のイベントと連携し、

公園内を会場に野外ライブ等を実施し

ており、写真・絵画の展示も充実させて

いく。 

市民や観光客の回遊を促し、交流人口

の拡大とにぎわいの創出に寄与する事

業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

事業名 

ガラス市

（仮称） 

内容 

ガラス工

芸品の展

示販売等 

実施時期 

平成20年

度～ 

ガラス市

実行委員

会 

 

漁業用の浮き玉作りに始まった小樽

のガラス工芸は地域の特産品として知

名度が高く、市内には十数カ所のガラス

工房が集積しており、近年は製作体験が

可能な工房も増加している。 

小樽ガラスは、中小企業庁の「ＪＡＰ

ＡＮブランド育成支援事業」のプロジェ

クトとして採択されるなど世界ブラン

ド化を目指しており、確固たるブランド

としての成長、販路拡大及び地場産業の

振興策、ひいては交流人口の増大を目的

とし、ガラス工芸品の展示販売や製作体

験などを行うイベントを中心市街地の

会場において開催する。 

地域の伝統文化の継承と中心市街地

への来街者の増加に寄与する事業であ

る。 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

 

 

 

 

 

ＳＬクリスマス in 小樽 

運河公園 

小樽ガラス 
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事業名 

小樽運河

でのイベ

ント（会

場：浅草

橋街園） 

内容 

ライブイ

ベント等 

実施時期 

平成13年

度～ 

各イベン

ト実行委

員会 

○浅草橋ＪＡＺＺスクエア 

心地よい潮風を感じながらレトロな

ＪＡＺＺを楽しむイベントを開催して

いる(平成 13 年度～)。 

○おたる浅草橋オールデイズナイト 

小樽市内外のオールデイズバンドや

ベンチャーズなどのコピーバンドによ

るライブイベントや洋楽カラオケ大会

などを開催している(平成 16 年度～)。 

これらは、中心市街地への集客を図

り、にぎわいを創出するために必要な事

業である。 

実施時期 

平成 13 年

度～ 

 

事業名 

はしご酒

大会 

内容 

飲食店ス

タンプラ

リー 

実施時期 

平成14年

度～ 

はしご酒

大会実行

委員会 

中心市街地において、時間内に指定さ

れた飲食店 5 軒を回ってスタンプを受

け、豪華賞品抽選会に参加するというイ

ベントを開催している。 

地域の飲食店が一致団結し、新たな顧

客開拓につなげることを目的にしてい

るもので、街歩きを楽しむ仕掛けにもな

っている。 

中心市街地への集客を図り、夜のにぎ

わいを創出するとともに、宿泊滞在型観

光への移行を推進していく上でも、必要

な事業である。 

実施時期 

平成 14 年

度～ 

 

事業名 

おたるい

か電まつ

り 

内容 

ステージ

イベント

等 

実施時期 

平成 2 年

度～ 

おたるい

か電まつ

り実行委

員会 

いか釣り船の集魚灯による電飾が商

店街を照らす手宮地区のイベントで、ビ

アガーデン、カラオケ大会、海産物など

のオークション、子供による早食い大会

などを実施している。 

 中心市街地への集客を図り、夜のにぎ

わいを創出するために必要な事業であ

る。 

実施時期 

平成 2 年度

～ 

 

おたる浅草橋オールデイズナイト 

はしご酒大会 

いか電まつり 
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事業名 

小樽・鉄

路・写真

展 

内容 

写真展 

実施時期 

平成12年

度～ 

 

小樽・鉄

路・写真

展 出展

者一同 

北海道で最初の鉄道である旧国鉄手

宮線を舞台に、写真を見る・見せるとい

うユニークな野外写真展を毎年夏に開

催している。 

プロカメラマンや写真愛好家、学生な

ど幅広い出展者による作品は、風景・人

物など多岐に渡り、また、夜間も照明に

より 24 時間展示されており、例年多数

の来場者・出展者の共感を得ている。 

市民や観光客に街の魅力を再確認し

てもらうとともに、中心市街地への回遊

を促し、にぎわいを演出するために必要

な事業である。 

実施時期 

平成 12 年

度～ 

 

事業名 

「小樽職

人の会」

の活動 

内容 

北海道職

人義塾大

學校の開

設等  

実施時期 

平成 4 年

度～ 

小樽職人

の会 

（ＮＰＯ

法人北海

道職人義

塾 大 學

校） 

本市で活躍する職人が、職人わざの継

承や共同研究開発を目的として平成4年

に「小樽職人の会」を設立し、全国の職

人とのネットワーク連携に努めている。

また、同会が母体となった「北海道職

人義塾大學校」（平成 13 年にＮＰＯ法人

として認証）では、年間 6,000 名を超え

る小中学生らに中心市街地の会場等で

体験学習を行っており、青少年に対する

モノ作りを通じた教育支援事業として、

平成 19 年に第 2 回ものづくり日本大賞

の経済産業大臣賞を受賞している。 

これらの活動は、地域の伝統的な生活

文化の伝承・発展に大きく貢献するもの

であり、中心市街地のにぎわいづくりの

ために必要な事業である。 

実施時期 

平成 4 年度

～ 

 

事業名 

小樽観光

大学校の

設立 

内容 

検定試験

の実施等 

実施時期 

平成18年

度～ 

小樽商工

会議所 

観光産業を支える人材育成やホスピ

タリティ意識の醸成を目標とし、平成 18

年に「小樽観光大学校」を設立した。 

本市の文化・歴史などの知識を深める

ための講座や検定試験を行い、「おたる

案内人（2級・1級・マイスター）」の育

成を行っており、このような観光事業を

支える取組みは、中心市街地のにぎわい

づくりに寄与するとともに、宿泊滞在型

観光への移行を推進するためにも必要

な事業である。 

実施時期 

平成 18 年

度～ 

 

 

小樽・鉄路・写真展 

 

小樽職人の会の活動 

おたる案内人テキスト 
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事業名 

しりべし

ｉ ネ ッ

ト・ｉセ

ンター 

内容 

広域観光

情報の提

供 

実施時期 

平成15年

度～ 

後志観光

連盟（事

務局：北

海道後志

支庁)、有

限責任中

間 法 人

しりべし

ツーリズ

ムサポー

ト 

後志地域は、北海道を代表する観光エ

リアで、多様な観光資源に恵まれている

ことから、地域情報や道路情報など官民

の広域観光情報を提供するインターネ

ットサイト｢しりべしiネット｣及び観光

客に直接アドバイスする｢しりべし i セ

ンター｣を開設している。 

これまで、後志観光連盟(事務局:北海

道後志支庁)を主体として事業を行って

きたが、情報発信をより素早く、きめ細

かく行うとともに、収益事業の展開も視

野に入れるため、運営主体となる｢しり

べしツーリズムサポート｣を平成19年度

に設立した。 

広域的な観光情報の提供体制を強化

し、観光客の周遊性、滞在性を高め、交

流人口の拡大とにぎわいの創出に寄与

する事業である。 

実施時期 

平成 15 年

度～ 

 

事業名 

榎本武揚

没後 100

年記念事

業 

内容 

講演会、

パレード

等  

実施時期 

平成20年

度～ 

榎本武揚

没後 100

年記念事

業小樽実

行委員会 

開拓史として北海道に渡った榎本武

揚は、明治 6年に小樽の未開墾地を取得

し、「北辰社」という土地管理会社を立

ち上げて宅地造成をしており、それが現

在の稲穂地区など中心市街地の基盤を

築いている。 

そのため、都通り商店街では榎本武揚

を商店街のイメージキャラクターとし、

「あやかり武揚さん」という願かけ地蔵

の設置などのソフト事業を行ってきた

が、平成 20 年は没後 100 年になること

から、榎本武揚が残した功績に感謝する

とともに、足跡をたどり後生に伝えるべ

く記念事業を行うものである。 

具体的には、講演会、全国の幕末維新

史ファンの方々と小樽市民の交流会、文

学展・書道展、記念誌の刊行、仮装コン

テスト・パレードなどを実施するもの

で、市民や観光客の中心市街地への回遊

を促し、にぎわいを創出するために必要

な事業である。 

実施時期 

平成 20 年

度～ 

 

あやかり武揚さん 

しりべし iセンター 
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事業名 

観光宣伝

誘致対策

事業 

内容 

観光宣伝

等 

実施時期 

平成19年

度～ 

小樽市、

社団法人

小樽観光

協会 

 

本市では、小樽観光の新たな魅力づく

りの一環として、運河周辺に集中する既

存の観光ルートにとらわれず、様々なモ

デルコースや地域で愛されている歴史

的建造物などを観光客に紹介すること

で、宿泊滞在型観光に資することを目的

とし、「小樽観光コース来ぶらり百選」

を作成している。 

また、観光情報誌「きらっと小樽」等

の宣伝印刷物や外国語版観光パンフレ

ットの作成、国内外での観光キャンペー

ン、海外からの旅行代理店等視察団の対

応なども行っている。 

今後は、冊子の配布のみならず、周知

宣伝手段を検討するとともに、平成 19

年4月に小樽観光誘致促進協議会と統合

し、新しく発足した社団法人小樽観光協

会とも連携を図り、事業を推進していく

予定である。 

 市民や観光客の中心市街地への回遊

を促し、にぎわいづくりに寄与するとと

もに、宿泊滞在型観光への移行を推進す

るためにも必要な事業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

事業名 

屋台村整

備運営事

業 

内容 

飲食店舗

の集積 

実施時期 

平成16年

度～ 

(有)おた

る 屋 台

(小樽)、

(有)うだ

つ 商 事

(小樽) 

小樽の食材を使った気軽に市民が立

ち寄れる屋台として、サンモール一番街

商店街の一角に「おたる屋台村 レンガ

横丁」が 14 店舗でオープンしている(平

成 16 年)。寿司や海鮮の屋台のほか、市

内の商業高校の生徒が運営するアイス

クリーム店も出店中である。 

また、小樽運河沿いには明治・大正時

代の雰囲気を伝える屋台村「小樽出抜小

路」が「地産･地消･地人」をテーマに 22

店舗でオープンしている（平成 17 年）。

新たな飲食施設として、これらの屋台

村には多くの市民や観光客が訪れてお

り、中心市街地への集客を図り、夜のに

ぎわいを創出するとともに、宿泊滞在型

観光への移行を推進していく上でも、必

要な事業である。 

実施時期 

平成 16 年

度～ 

 

 

 

 

レンガ横丁 

小樽観光コース 来ぶらり百選

小樽出抜小路 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

本市の中心市街地はＪＲ小樽駅を中心として発展してきた。ＪＲ小樽駅前にはバスタ

ーミナルがあり、市内路線のほか札幌や余市方面等の市外路線が集中している。 

平成 18 年度のＪＲ小樽駅の乗降客数は、1 日平均 1 万 7 千人で、北海道内では第 7 位

の乗降客数となっており、通勤・通学客ばかりでなく多くの観光客にも利用されている。

昭和 9 年に建設されたＪＲ小樽駅は、本市の玄関口にふさわしい歴史を感じさせる重厚

な建造物であり、平成 6年に本市の登録歴史的建造物となり、また、平成 18 年には文化

財保護法に基づく国の登録有形文化財に登録されており、本市の財産として貴重なもの

である。 

市内路線バスは中心市街地に集中しており、郊外から中心市街地への利便性は非常に

高いが、小樽駅周辺の商業地区と官公庁を結ぶ路線を欠いていたことから、当該区間の

巡回型路線が試験運行されているほか、観光客の回遊性を高めるため、中心市街地内の

観光拠点間を結ぶ路線が運行されている。また、築港地区への来街者を中心市街地にも

呼び込むため、築港地区と中心市街地間のバス路線についても充実が図られている。 

 

中心市街地への自家用車での来街に必要な駐車場については、平成 6 年に実施した小

樽市商業動向調査では、その設置や拡大を望む声が第 1 位であった。本市の中心市街地

の駐車場は立体駐車場を中心に整備し、平成 6 年には収容台数が 1,000 台を超え、容量

的には一定程度確保したものの、市民の多くが自走式を望んでいたことからニーズと合

致していなかった。 

駐車場の利用を高め、来街しやすい中心市街地とするため、商店街と駐車場が連携し

て商店街の買い物に応じて駐車券を交付する中心商店街駐車場共通利用システム事業を

平成 7年から立ち上げ、これまで事業を行ってきた。これにより、平成 18 年の「小樽市

の地域活性化への提案」（小樽信用金庫・北海信用金庫）における調査では、商店街に求

めることが駐車場の設置ではなく「品ぞろえの充実」「営業時間の延長」「気軽に入りや

すい店作り」となり、駐車場の不足感はある程度解消されたものと考えられる。 

 

フォローアップについては、事業開始以後の毎年度末において進捗調査を行い、状況

に応じて事業の促進などの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点においても進捗

調査のうえ、効果の測定を行い、検証する。 
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［２］具体的事業の内容 
（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

事業名 

パーク＆

バス・ト

レインラ

イド事業 

内容 

パーク＆

バスライ

ド 

実施時期 

平成19年

度～ 

小樽市、

(社)小樽

観 光 協

会、北海

道中央バ

ス(株)、

ウイング

ベイ小樽 

イベント開催時の渋滞緩和のため、

「おたる潮まつり」及び「小樽雪あかり

の路」開催時に、築港地区の大規模駐車

場にマイカーを停め、既存路線バスをイ

ベント会場との往復に利用する場合、バ

スの半額利用券を交付するパーク＆バ

ス・トレインライド事業を実施してい

る。 

中心市街地への回遊や公共交通機関

の利用を促進するものであり、にぎわい

を創出するためにも必要な事業である。

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

 

 

事業名 

おたる散

策バスの

運行 

内容 

循環バス

の運行 

実施時期 

平成13年

度～ 

北海道中

央バス㈱ 

北海道中央バス㈱において、小樽市内

の観光施設を結び、テープによる観光案

内を行う観光客向けの路線バス「おたる

散策バス」を運行している。坂が多い市

内において、中心市街地内の観光施設を

バスで巡り、観光客の利便性を向上させ

るもので、1日乗車券も設けられている。

中心市街地の観光施設と築港地区を

結ぶ路線も設定されており、来街者の増

加を図り、にぎわいを創出するだけでな

実施時期 

平成 13 年

度～ 

 

おたる散策バス 

パーク＆バス・トレインライド
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く、公共交通機関の利用を促す意味でも

必要な事業である。  

事業名 

市民向け

循環バス

の運行 

内容 

循環バス

の運行 

実施時期 

平成19年

度～ 

北海道中

央バス㈱ 

北海道中央バス㈱において、小樽駅前

と市役所、保健所、市民会館、小樽公園

など官公庁方面を結ぶ、市民向けの循環

路線「山手中通線」を試験運行する。 

小樽駅周辺の商業地区と官公庁を結

ぶ循環型の路線はこれまで無く、居住者

の利便性を向上させ、中心市街地への回

遊や公共交通機関の利用を促進するも

のであり、にぎわいを創出するためにも

必要な事業である。 

実施時期 

平成 19 年

度～ 

 

事業名 

おたる夜

景シャト

ルバス事

業 

内容 

夜景スポ

ットへの

バス運行 

実施時期 

平成12年

度～ 

北海道中

央バス㈱ 

北海道中央バス㈱において、小樽の夜

景スポットであり、北海道三大夜景の一

つと称される天狗山と中心市街地を約

30 分で結ぶ「おたる夜景シャトルバス」

を運行している。 

春から秋の夜間、予約不要の路線バス

として運行しているもので、停留所は小

樽駅前をはじめ市内のホテルや通称北

のウォール街等を結んでおり、観光客に

とって大変便利なものとなっている。 

夜の魅力づくりの一つとして、まちな

かでの観光客の滞在を促し、宿泊滞在型

観光への移行を推進するために必要な

事業である。 

実施時期 

平成 12 年

度～ 

 

 

事業名 

バス買物

回数券・

企画券の

発券事業 

内容 

バス回数

券等の発

券 

実施時期 

平成 8 年

度～ 

北海道中

央バス㈱ 

北海道中央バス㈱において、10 時から

16 時の間に利用できる「買物回数券」や、

市内均一区間が 1 日乗り放題となる「1

日乗車券」、後志管内の中央バス（市内

線を除く）とニセコバスが 2日間乗り放

題となる「ぐらんぶる・しりべしフリー

きっぷ」等の企画券を発券している。 

これらにより、買物客、通院者、観光

客等の利便性が向上することから、中心

市街地への回遊や公共交通機関の利用

を促進するものであり、にぎわいを創出

するためにも必要な事業である。 

実施時期 

平成 8 年度

～ 

 

買物回数券 

山手中通線 

天狗山からの夜景 

（北海道中央バス（株）ホームページより）
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事業名 

中心商店

街駐車場

共通利用

システム

事業 

内容 

駐車券の

交付 

実施時期 

平成 6 年

度～ 

中心商店

街駐車場

共通利用

システム

事業協議

会 

中心市街地における駐車場の利用促

進のため、商店街と小樽駐車協会が連携

し、各加盟店での 2,000 円以上の買い物

に対して、1時間分の無料駐車券（30 分

2 枚）を発行している。この駐車券は 4

カ月間有効のため、当日以外での利用も

可能となっている。 

中心市街地への回遊を促し、交流人口

の拡大とにぎわいの創出に寄与する事

業である。 

実施時期 

平成 6 年度

～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場共通利用システム 
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 
 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）まちづくり推進室の設置 

本市では、中心市街地の活性化について、昭和 61 年に旧建設省の事業である「地方

都市中心市街地活性化計画（シェイプアップマイタウン計画）」の認定を受け、昭和 63

年に市街地活性化対策室を設置し、中心市街地整備に取り組んできた。 

また、平成 11 年には、旧中心市街地活性化法に基づく「街なか活性化計画」を策定

し、中心市街地活性化のため 52 の事業を計画し実施してきた。 

平成 16 年 4 月に機構改革を行い、これまで中心市街地の活性化を担ってきた市街地

活性化対策室の業務と都市環境デザイン課が担ってきた都市環境整備と景観デザイン

の業務、更に都市計画課を統合し、新たにまちづくり推進室を設置したところである。

これにより、本市の特色である歴史的景観の保全を含め、総合的なまちづくりの体制づ

くりがなされた。 

 

 機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小樽市中心市街地活性化基本計画策定関係部長会議の設置 

市長を筆頭とする「関係部長会議」により、新たな小樽市中心市街地活性化基本計画

の策定を積極的に進める。 

 

関係部長会議の構成 

市長、副市長、総務部長、財政部長、産業港湾部長、生活環境部長、福祉部長、教

育部長、水道局長、建設部長 

 

 

まちづくり推進室長  まちづくり推進課長   企画調整担当(3) 

    (1)           (1)       【中心市街地活性化基本計画】 

           まちづくり推進室主幹  市街地整備担当(3) 

                (1)       【市街地再開発事業、土地区画整理事業】

                       景観デザイン担当(3) 

                       【景観計画】 

           都市計画課長      都市施設担当(3) 

               (1)        【都市計画】 

                       土地利用担当(3) 

                       【特別用途地区】 

 

  （ ）は人数、【  】は主な業務担当 
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関係部長会議の開催状況 

【第１回 平成 19 年 2 月 8 日】 

・中心市街地活性化基本計画について 

【第 2回 平成 19 年 5 月 23 日】 

・中心市街地活性化基本計画の策定に向けて 

【第 3回 平成 19 年 8 月 10 日】 

・中心市街地活性化基本計画の策定に向けて 

【第 4回 平成 20 年 2 月 27 日】 

・中心市街地活性化基本計画の策定に向けて 

 

（３）小樽市中心市街地活性化基本計画庁内検討会議の設置 

新たな小樽市中心市街地活性化基本計画を策定するに当たり、関連する分野が多岐に

わたることから、総合的な調整を図るため、小樽市中心市街地活性化基本計画庁内検討

会議を設置（平成 19 年 3 月設置）し、計画内容の検討を行う。 

 

庁内検討会議の構成 

部 補  職  名 備 考 

総務部 企画政策室 総合計画担当主幹  

財政部 財政課長  

商業振興担当主幹  

観光振興室 観光事業担当主幹  産業港湾部 

港湾室 事業課長  

生活環境部 生活安全課長  

福祉部 地域福祉課長  

まちづくり推進室長  

まちづくり推進課長  

都市計画課長  

建築住宅課長  

建設部 

建設事業課長  

教育委員会 生涯学習課長  

 

庁内検討会議の開催状況 

【第１回 平成 19 年 3 月 1 日】 

・中心市街地活性化基本計画の策定に向けて 

【第 2回 平成 19 年 3 月 22 日】 

・中心市街地活性化にかかる国土交通省支援メニューについて 

【第 3回 平成 19 年 5 月 16 日】 

・中心市街地活性化基本計画の策定に向けて 

【第 4回 平成 19 年 8 月 7 日】 

・中心市街地活性化基本計画の策定に向けて 
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【第 5回 平成 19 年 12 月 4 日】  

・中心市街地活性化基本計画の策定に向けて 

 

（４）小樽市中心市街地活性化基本計画策定庁内ワーキンググループの設置 

中心市街地活性化基本計画の策定に当たり、全庁的な取組とするため、建設部まちづ

くり推進室まちづくり推進課、産業港湾部商業労政課及び企画政策室により「中心市街

地活性化基本計画策定ワーキンググループ」を設置し、適宜打合せを行っている。 

 

庁内ワーキンググループ打合せ状況 

【平成 19 年 4 月 10 日】 

【平成 19 年 4 月 19 日】 

【平成 19 年 4 月 24 日】 

【平成 19 年 7 月 12 日】 

【平成 19 年 7 月 18 日】 

【平成 19 年 10 月 11 日】 

【平成 19 年 11 月 29 日】 

【平成 20 年 2 月 18 日】 

【平成 20 年 3 月 3 日】 

 

（５）基本計画案に対する市民意見 

中心市街地活性化に関する市民の声を基本計画に取り入れるため、平成 20 年 3 月 14

日から 3月 24 日までの 10 日間、基本計画の素案に対する市民意見の募集（パブリック

コメント手続）を本市のホームページ、市役所の情報公開コーナー、市内 3箇所のサー

ビスセンター（総合・銭函・塩谷）にて実施した。 

その結果、16 件の意見などが寄せられ、これについては、市のホームページ上に考

え方を公表した。 

 

（６）旧国鉄手宮線活用懇話会 

本市では、平成 13 年度にＪＲ北海道から取得した旧国鉄手宮線の中央通りから寿司

屋通りまでの区間（約 510ｍ）について、既存の鉄道施設を残し、歴史性の保全を重視

しながら、市民や観光客に親しまれるオープンスペースとして暫定整備しており、平成

18 年度には、中央通りから総合博物館前までの区間（約 1,160ｍ）についても取得した。

この沿線には昔の面影を残す北運河や路地空間、歴史的建造物等があり、その活用方

策が中心市街地のにぎわいづくりの面からも課題となっていることから、平成 19 年度

中に事業者、地域住民、まちづくり団体、行政等で「旧国鉄手宮線活用懇話会」を設立

し、事業検討を進めており、中心市街地活性化協議会からもメンバーとして参加してい

る。 

 

旧国鉄手宮線活用懇話会の開催状況 

【平成 20 年 2 月 26 日】 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）小樽市中心市街地活性化協議会の概要 

小樽商工会議所と小樽駅前ビル㈱が共同設立者となり、平成 19 年 2 月 26 日に小樽市

中心市街地活性化協議会を設立した。 

協議会の構成員は次のとおりである。 

 

法第 15 条第 1項関係 （協議会を組織できる者） 

（まちづくり会社）  小樽駅前ビル株式会社  

（商工会議所）    小樽商工会議所     

 

法第 15 条第 4項関係 （協議会に参加することができる者） 

（市街地の改善のための事業を実施しようとする者） 

  小樽駅前第 3ビル周辺地区市街地再開発組合 

（認定基本計画及びその実施に密接な関係を有する者） 

  サンビルプラザ商店会（組織解散により脱会）     

  小樽開発株式会社       

     小樽サンモール一番街商店街振興組合    

（商業の活性化のための事業を行う者） 

      小樽市商店街振興組合連合会  

     小樽都通り商店街振興組合 

     小樽花園銀座商店街振興組合 

     サンポート事業協同組合（平成 20 年 3 月 27 日付参加申出）

（市町村）      小樽市  

（公共交通機関の利便増進事業を行う者） 

           北海道中央バス株式会社 

 

法第 15 条第 8項関係 （協議会に協力を求められる者） 法定外 

（観光）       社団法人小樽観光協会 

（教育文化）     独立行政法人小樽商科大学 

（医療福祉）     小樽市社会福祉協議会 

（環境・コミュニティ）小樽市総連合町会  

                        

オブザーバー     北海道 

 

（２）法第 15 条第 3 項の規定の適合 

小樽市中心市街地活性化協議会の設立内容については、小樽商工会議所のホームペー

ジにおいて規約、構成員、開催結果を公表している。 

小樽商工会議所ホームページ（中心市街地活性化協議会） 

http://www.otarucci.jp/kyougikai/kyougikai.htm 
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（３）法第 15 条第 4 項、第 5項の規定の適合 

  平成 20 年 3 月に小樽駅前第 2 ビルの「サンポート事業協同組合」から協議会への参

加申出があり、第 5回協議会で構成員としての参加について報告している。 

 

小樽市中心市街地活性化協議会の開催状況 

【第 1回 平成 19 年 2 月 26 日】 

（議題） ・小樽市中心市街地活性化協議会委員（案）について 

・小樽市中心市街地活性化協議会規約（案）について 

・中心市街地活性化基本計画について 

・改正まちづくり三法の概要について（講演会：独立行政法人中小企業基盤整備機構） 

（内容） ・協議会の委員、規約等の議案について協議し、可決した。 

     ・中心市街地活性化基本計画の概要について説明したほか、独立行政法人中小企業基盤

整備機構より、中心市街地活性化法の新旧比較や、基本計画の認定基準等について説

明を受けた。 

 

【第 2回 平成 19 年 7 月 10 日】 

（議題） ・中心市街地の現状と課題について 

（内容） ・小樽市中心市街地活性化基本計画（案）のたたき台として、中心市街地の現状と課題 

に関する協議を行った。 

 

【第 3回 平成 19 年 12 月 25 日】 

（議題） ・中心市街地活性化の基本的な方針と目標について 

（内容） ・小樽市中心市街地活性化基本計画（案）のたたき台として、中心市街地活性化の基本 

的な方針と目標に関する協議を行った。 

 

【第 4回 平成 20 年 2 月 29 日】 

（議題） ・小樽市中心市街地活性化基本計画の目標を達成するための事業（案）について 

（内容） ・小樽市中心市街地活性化基本計画の目標の達成状況を把握する数値指標と目標を達成 

するための事業（案）に関する協議を行った。 

 

【第 5回 平成 20 年 4 月 9 日】 

（議題） ・委員の変更について、サンポート事業協同組合からの申請について 

・小樽市中心市街地活性化基本計画(案)について 

（内容） ・人事異動等に伴う委員の変更、協議会への参加申出について報告を行った。 

・小樽市中心市街地活性化基本計画（案）の修正箇所や計画案に対する市民意見の募集

結果について説明し、基本計画（案）全般に関する協議を行った。 

 

小樽市中心市街地活性化協議会準備会の開催状況 

【平成 18 年 11 月 8 日】（小樽駅前ビル株式会社、小樽商工会議所、小樽市） 

【平成 18 年 12 月 15 日】（   〃    ） 

【平成 19 年 1 月 10 日】（   〃    ） 

【平成 19 年 2 月 20 日】（   〃    ） 
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（４）小樽市中心市街地活性化協議会からの意見書 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進 

（１）中心市街地活性化協議会による事業推進 

中心市街地の活性化に当たっては、中心市街地の住民、商業者だけでなく、全市的な

観点から市民全体がその課題と必要性を理解することが必要である。 

本市は、「運河論争」を経ることにより、様々な領域に多くの「まちづくり団体」が

存在する。今後中心市街地の活性化に取り組むには、これらのまちづくり団体がそれぞ

れの分野に閉じこもることなく縦横に連携することが重要であり、そのための核として

中心市街地活性化協議会の果たす役割は大きい。これらのまちづくり団体の知恵を活用

しながら、市民の様々な階層の意見を集約し、活動する場として、中心市街地活性化協

議会を活用し、官民合わせて中心市街地の活性化に取り組む。 

 

（２）まちづくり団体等との連携 

●社団法人小樽観光協会との連携 

本市の中心市街地においては、観光客の回遊増進や宿泊滞在型観光への移行を進める

ことが活性化の重要な要素であると位置づけたところである。そのためには、主体であ

る観光事業者、経済界、行政がそれぞれの役割に応じて積極的に取り組む必要があり、

要となるのが社団法人小樽観光協会である。 

社団法人小樽観光協会は、平成 19 年 4 月に旧小樽観光協会と小樽観光誘致促進協議

会が統合して発足した。事業推進のため四つの委員会（「観光まちづくり委員会」「観

光プロモーション委員会」「商品開発委員会」「広報・ホームページ委員会」）を新設

し、戦略的な観光振興策を推進することから、社団法人小樽観光協会と連携を図り事業

推進を行う。 

 

●まちづくり団体との連携 

・旧国鉄手宮線 

旧国鉄手宮線の活用については、昭和 60 年に手宮線が廃止となって以降市民から

様々な意見があり、多くのまちづくり団体から意見が寄せられた。 

平成 8 年に旧国鉄手宮線活用打合せ会議（26 団体）から路面電車等の具体的検討と

散策路系を基本としたオープンスペース的利活用の提言がなされた。 

本市ではこの提言や市民アンケート調査を踏まえ、平成 11 年 3 月に将来の輸送系と

しての可能性を残しながらオープンスペースとしての活用を図る方向を打ち出し、 寿

司屋通りから中央通りまでの区間については平成 13 年にオープンスペースとして整備

を行った。 

平成 19 年 3 月に取得した中央通りから総合博物館前までの区間についても整備が課

題であることから、関係するまちづくり団体と協議しながら活用に向け事業検討を行

う。 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 
 

［１］都市機能の集積の促進の考え方  

（１）中心市街地への都市機能の集積のための方針 

①小樽市新総合計画（策定中） 

本市の高齢化率は 29％を超え、高齢者等が暮らしやすい市街地の形成が急務となっ

ている。平成 21 年度から始まる新総合計画の策定に当たっては、中心市街地への都市

機能の集約を課題の一つとし、コンパクトなまちづくりの考え方を盛り込む方向で検討

している。 

②小樽市都市計画マスタープラン（改訂予定） 

新総合計画に合わせ、中心市街地への都市機能の集約をすすめ、コンパクトなまちづ

くりを目指す形で改訂を進める。 

（２）郊外での開発を抑制し中心市街地への都市機能集積を図るための措置 

準工業地域における大規模集客施設の立地制限 

準工業地域において特別用途地区を活用し、大規模集客施設の立地を制限している。

［２］都市計画手法の活用  

 本市では、中心市街地における都市機能の増進等を進めていくため、多様な用途を許

容する準工業地域約 683ha の内、大規模集客施設の立地を制限するため、特別用途地区

（大規模集客施設制限地区）約 529ha を平成 19 年 11 月 30 日に都市計画決定した。 

 この特別用途地区（大規模集客施設制限地区）と、これ以前に準工業地域内に都市計

画決定している特別用途地区（特別業務地区（第一種、第二種））約 154ha を併せ、準

工業地域全域となる約 683ha の特別用途地区の建築物制限として、「小樽市特別用途地

区内における建築物の制限に関する条例」について、10,000 ㎡を超える大規模集客施

設の立地を制限する条例改正を行い、平成 19 年 11 月 30 日に施行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模集客施設の立地規制に係る経緯 

平成 19 年 8 月 7日～20 日 都市計画案（特別用途地区）の縦覧 

平成 19 年 8 月 29 日 小樽市都市計画審議会 

平成 19 年 9 月 7日 小樽市議会第 3回定例会に建築条例案を提案 

平成 19 年 9 月 27 日 特別用途地区建築条例の可決 

平成 19 年 9 月 28 日 特別用途地区建築条例の公布（小樽市条例 32 号） 

平成 19 年 11 月 30 日 特別用途地区建築条例の施行 

都市計画（特別用途地区）の告示  
 

■ 小樽市都市計画決定状況（準工業地域約 683ha 内の特別用途地域の決定状況） 
 

・種類：特別用途地域 

・特別業務地区 （第一種）： 約 33ha 

特別業務地区 （第二種）： 約 121ha    （約 154ha 平成 17 年 3 月 29 日告示） 

・大規模集客施設制限地区 

小 樽 都 市 計 画 区 域： 約 429ha 

札 幌 圏 都 市 計 画 区 域： 約 100ha  （約 529ha 平成 19 年 11 月 30 日告示）
 

・備考：小樽都市計画区域、札幌圏都市計画区域（小樽市域）のすべての準工業地域 
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［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等  

（１）中心市街地における大規模建築物等の既存ストックの現況 

 

施設名 敷地面積 床面積 構造等 開設年 利用状況 

駅前第 1ビル 2,756 ㎡ 13,325 ㎡ SRC 

 

昭和 49 年 1・2 階 商業 

3・4 階 事務所 

病院、市営住宅 

駅前第 2ビル 5,148 ㎡ 19,629 ㎡ SRC 昭和 50 年 長崎屋小樽店 

2,772 ㎡ 9,876 ㎡ SRC 昭和 51 年 解体済み 駅前第 3ビル 

3,560 ㎡ 26,646 ㎡ RC 平成 21 年 

（予定） 

ホテル、商業施設、分譲住宅、

駐車場（再開発事業） 

小樽開発ビル 6,885 ㎡ 43,556 ㎡ RC 

SRC 
平成 3年 ホテル 

旧丸井今井小樽店（撤退） 

稲北ビル 6,284 ㎡ 24,147 ㎡ SRC 平成 11 年 店舗、事務所、市営住宅、分

譲住宅、コミュニティ施設 

 

既存大規模建築物のうち、駅前第 3 ビル及び小樽開発ビルについては、それぞれ第 1

種市街地再開発事業及び第 1種大規模小売店舗立地法特例区域指定の要請により、事業

推進を行う。 

 

（２）小樽市における行政機関、都市福利施設等の立地状況等 

本市における主な施設の立地状況は以下のとおりである。 

市立小樽病院及び市立小樽第二病院は統合して築港地区に移転建替を予定している

が、市等の行政機関については、中心市街地外への移転計画はない。 
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（３）小樽市における大規模集客施設の立地状況（3,000 ㎡以上） 

名称 開店年 店舗面積 小売商業者 備考 

ウイングベイ小樽 平成 11 年 98,000 ㎡ ㈱ポスフールほか  

丸井今井小樽店 平成 2年 14,533 ㎡ 平成 17 年 10 月撤退 中心市街地 

長崎屋小樽店 昭和 50 年 12,066 ㎡ ㈱長崎屋 中心市街地 

ホーマックスーパーデポ手宮店 平成 17 年 6,671 ㎡ ホーマック㈱  

マックスバリュ手宮店 平成 7年 4,352 ㎡ マックスバリュ北海道㈱  

コープさっぽろ小樽南店 昭和 52 年 3,877 ㎡ 生活協同組合コープさっぽろ 中心市街地 

新南樽市場 平成 11 年 3,213 ㎡ 共同店舗  

スーパーチェーン・シガ奥沢店 平成 14 年 3,181 ㎡ ㈱丸しめ志賀商店  

フードセンター小樽店 平成 11 年 3,009 ㎡ マックスバリュ北海道㈱ 中心市街地 

 

大規模集客施設で 1万㎡を超えるのは、ウイングベイ小樽、旧丸井今井小樽店、長崎

屋小樽店の 3店で、このうち旧丸井今井小樽店、長崎屋小樽店が中心市街地にあるが、

旧丸井今井小樽店が現在空き店舗であるため、中心市街地活性化事業の推進が求められ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［４］都市機能の集積のための事業等  

【事業一覧】 

・小樽駅前第 3ビル周辺地区第 1種市街地再開発事業 

・第 1種大規模小売店舗立地法特例区域指定の要請 

 

 

ウイングベイ小樽

丸井今井小樽店

長崎屋小樽店

ホーマック
スーパーデポ手宮店

コープさっぽろ
小樽南店

新南樽市場

スーパーチェーン
シガ奥沢店

フードセンター小樽店

マックスバリュ手宮店
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 
［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

（１）個別事業等に関連した実践的・試行的な活動の内容・結果等 

①全国都市再生モデル調査（平成 15 年度）における試行 

平成 15 年度に都市再生モデル調査の採択を受け、中央通りという新しい都市軸の

完成を期に、これまでのまちづくりに不足していた「都市内の回遊性の確保」、「新し

い観光の魅力スポットの創出」などへの対応策となるようなイベントとして、都通り

梁川商店街の小樽中央市場の空き小間を「屋台村ガンガン屋台」として活用すること

で、新たな観光スポットとしての可能性や中心市街地の活性化に向けた可能性を検証

した。また、屋台村来訪者にアンケート調査を行い、効果や課題を整理した。 

その結果、「屋台村」は、観光客のみならず、多くの市民にも好評であり、空き小

間を活用した市場の活性化方策の一つとしてだけでなく、中心市街地全体の回遊を促

す効果が確認された。 

このため、サンモール一番街商店街の一角に地元有志による十数店が軒を連ねる

「おたる屋台村レンガ横町」（平成 16 年 7 月）のほか、小樽運河沿いに札幌市の菓子

メーカーが企画運営する屋台村「小樽出抜小路」（平成 17 年 4 月）がオープンし、中

心市街地のにぎわいの創出に取り組んでいる。 

 

②市街地再開発による中心市街地の活性化 

 「小樽駅前第 3ビル周辺地区第 1種市街地再開発事業」は、子育て支援に配慮した

住宅やバリアフリー化された住宅の整備、商業・サービス機能としてのホテルや商業

施設、駐車場等の整備を行うことで、まちなか居住の推進、歩行者通行量や宿泊客数

の増加によりる中心市街地のにぎわい創出につながる事業である。 

  都市計画決定告示：平成 18 年 9 月 11 日  組合設立認可：平成 19 年 1 月 16 日 

 

③イベントを中心とした中心市街地の活性化 

   本市では、昭和 42 年度から夏のイベントとして「おたる潮まつり」を、平成 10

年度から冬のイベントとして「小樽雪あかりの路」を継続して実施している。また、

平成 17 年度からは初冬の観光客誘致のために多様な事業者が連携した「小樽ロング

クリスマス」が行われている。そのほか、商店街でも各種のイベントが行われ、中心

市街地のにぎわいの創出につながっている。このため、各種事業と連携したイベント

を引き続き実施し、中心市街地のにぎわいの創出を図る。 

 

④まちなか居住の推進による中心市街地の活性化 

本市では、平成 11 年に「稲北地区市街地再開発事業」において、24 戸を市営住宅

として買い取り、公営住宅によるまちなか居住に取り組んでいるほか、新婚世帯の小

樽市内への居住を進めるため、平成 14 年から 17 年までの 4年間「若年者定住促進家

賃補助制度」を実施してきた。引き続き、空き家バンク事業など新たな取組により、

まちなか居住を推進する。 
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⑤観光客の受入態勢整備による中心市街地の活性化 

本市では、平成 18 年に「小樽観光大学校」を産学官により設立し、小樽観光の本

質をとらえた人材育成を目指して「おたる案内人講座」を開設している。平成 19 年

1 月に第 1 回の「おたる案内人検定試験」を行い、1 級 64 名、2 級 84 名の合格者が

あった。 

今後も案内人講座に、主に観光客と接する従業員らを対象に想定した上級コースを

設けるなどして人材育成を進め、受入態勢を底上げすることで、リピーターの増加に

つながることを期待する。 

 

⑥ガラス市（仮称）による中心市街地の活性化 

世界ブランド化を目指す小樽のガラス工芸品は、平成 17 年度に台湾の太平洋そご

うで「小樽ガラス展」を開催し、226 点を出品、8 千人を超える来場者があった。同

時に実施したアンケート調査では 2 千人以上からの回答があり、7 割以上から「買い

たい」という評価を得ている。 

また、同年度に行われた「東京国際家具見本市」に 126 点、「東京テーブルウエア

トレードショウ」に 397 点を出品した際には、それぞれ 36 件、79 件の具体的な引き

合いがあり、知名度アップと新たな販路開拓に成功している。 

近年は、小樽および近郊の採取される鉱物資源でガラスの発色研究をおこない、独

特な色あいづくりに取り組むなど、新デザイン、新色の製品を開発している。 

今後はガラス市（仮称）の開催により、確固たるブランドとしての成長や販路拡大、

地場産業の振興に取り組み、観光入込客数の増加につなげる。 

 

⑦景観保全による中心市街地の活性化 

本市では、平成 4年に制定した「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」

に基づき、歴史的建造物の保全と新築される建物の景観上の誘導を実施することによ

り、小樽特有の景観の保全と整備に努めており、より良質な都市景観を創出すること

により、「住みたいまち」、「訪れたいまち」としての魅力の向上を図る。 

 

⑧市場と商店街の連携強化による中心市街地の活性化 

平成 12 年、本市の特色にもなっている昔ながらの小売市場（9箇所）により「市場

連合会」が立ち上げられ、市では、結成記念事業として市場連携支援事業と個別市場

支援事業の 2つにより支援を行った。 

具体的には、市場の魅力を発信するための市場マップの作成や市場買い物スタンプ

ラリーなどを実施した結果、商店街とその中にある市場（入船商店街と入船市場、都

通り梁川商店街と中央市場）の連携強化が図られた。 

今後も、中心市街地に立地する市場と商店街の連携事業を実施し、来街者の回遊性

を向上させ、にぎわいの創出を図る。 
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⑨職人のオリジナル商品開発による中心市街地の活性化 

平成 4年に設立された「小樽職人の会」では、全国の職人との交流を進める一方で、

体験学習等を通じて観光客や修学旅行生にモノづくりの楽しさや手づくり商品のすば

らしさを伝えてきたが、平成 20 年から中心市街地に「マイスターショップ」を開設し、

オリジナル商品のテスト販売を開始した。 

くぎを使わずに木材を組み、からくり式のロックを仕込んだ貯金箱「銭函運河」や、

市内唯一のみそ製造業者が観光客向けにパッケージした「海運武揚味噌」といった、

縁起の良い地名や小樽との縁が深い榎本武揚を題材にした企画商品の開発など、観光

需要を視野に入れた市場の開拓も進められている。 

今後は、モノ作り技術の継承だけでなく、オリジナル商品の売り込みを図ることで、

観光客に地域の歴史や文化を伝えつつ地場産業を活性化し、中心市街地のにぎわい創

出につなげる。 

 

⑩旧国鉄手宮線の保全活用による中心市街地の活性化 

本市では、北海道で最初の鉄道である「旧国鉄手宮線」の中央通りから寿司屋通り

までの区間（約 510ｍ）を、平成 13 年度にＪＲ北海道から取得し、既存の鉄道施設を

残したままオープンスペースとして暫定整備している。このスペースは、市民や観光

客の遊歩道として、また冬の一大イベントである「小樽雪あかりの路」のメイン会場

の一つとして活用されている。 

そのため、平成 18 年度には、同線の中央通りから総合博物館までの区間（約 1,160

ｍ）も取得し、平成 20 年 2 月に設立した「旧国鉄手宮線活用懇話会」において、この

貴重な産業遺産の保全活用を図るべく検討を行い、中心市街地のにぎわい創出につな

げる。 

 

（２）今後の継続可能性について 

以上のような様々な活動が中心市街地で行われてきたことにより、中心市街地の特徴

である豊富な地域資源を生かし、多様な主体によるまちづくり活動が行われる環境が醸

成されてきた。中心市街地の活性化に当たり、引き続き、多様な主体によるまちづくり

活動が行われる必要がある。 

そのため、商業者、事業者、行政等により組織される中心市街地活性化協議会が、活

性化に向けた「中心市街地の現状と課題」、「基本的な方針と目標」などについて共通認

識を持ち、協力関係を築きながら、本基本計画に位置付けられた事業を推進し、新たな

主体によるまちづくり活動が行われる土壌を育んで行くこととする。 
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［２］都市計画との調和等 

（１）小樽市総合計画との整合性について(再掲) 

  平成 10 年 4 月に策定した小樽市総合計画では、本市の将来都市像を『未来と歴史が

調和した安心、快適、躍動のまち』としているが、その実現に向けた中長期的な市政の

展開方向を体系的に取りまとめた「施策の大綱」において、主要施策の一つとして、以

下のとおり中心市街地の整備を進めることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、本市の高齢化率は 29％を超え、高齢者等が暮らしやすい市街地の形成が急務

となっていることから、平成 21 年度から始まる新総合計画の策定に当たっては、中心

市街地への都市機能の集約を課題の一つとして検討している。 

 

（２）小樽市都市計画マスタープランとの整合性について(再掲) 

平成 15 年 4 月に、本市特有の自然・歴史などの特性を生かした個性豊かで魅力と活

力にあふれた都市づくりを実現するために、都市計画に関する基本的な方針として「小

樽市都市計画マスタープラン」を策定した。 

この中で、本市の将来都市像を小樽市総合計画に掲げられている「未来と歴史が調和

した安心、快適、躍動のまち」とし、まちづくりの基本目標を「自然を大切にし、歴史

を育むまち」、「活気あるまち」、「安心して快適に暮らせるまち」と定め、海と山に

囲まれ平地が少ない本市の地形的特性等を踏まえ、人口の減少や少子高齢化などの社会

動向も考慮した、利便性の高いコンパクトな市街地の形成を目指すこととしている。 

 

（３）小樽都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(北海道策定) 

平成 16 年 2 月に北海道が策定した小樽都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に

おいて、本区域は、道央中核都市圏の中で産業、流通、教育、文化、観光、レクリエー

ションなどの拠点として広域的な都市機能を分担しており、さらに北方圏における国際

交流の拠点的役割を果たすため、将来像を「未来と歴史が調和した安心、快適、躍動の

まち」を都市づくりの基本理念とし、土地利用に関する主要な都市計画決定の方針の中

で、人口動態や産業の動向等から市街化区域の範囲は現状を維持し、利便性の高いコン

パクトな市街地形成を目指すとしているところである。 

 

■中心市街地の整備 

・ 中央通地区を核に、高齢者や障害者などに配慮した快適でゆとりある歩行者空間の確保

など、都市基盤の整備をすすめるとともに、商業や住宅など複合的機能の集積を誘導し、

経済活動の活性化や定住人口の増加など、にぎわいのある街並みの創出をはかります。 

また、防災機能の向上に配慮した市街地の整備をすすめます。 

・ 旧手宮線については、市中心部の活性化に寄与するような有効活用をはかります。 
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［３］その他の事項 

北海道との連携 

本計画を策定するに当たり設立された「小樽市中心市街地活性化協議会」には、北海

道がオブザーバーとして参加しており、今後も絶えず情報交換を行いながら、活性化事

業を効果的に実施していく。 

また、中心市街地における各種事業等の計画及び実施に当たっては、良好な環境の保

全、交通の安全と円滑の確保等に影響がないよう配慮していく。 

 

バリアフリー化に向けて 

公共性の高い建築物を高齢者の方々や身体に障害を持つ方々の利用にも配慮した建

物とするために、高齢者、障害者等の移動等の円滑の促進に関する法律、北海道福祉の

まちづくり条例及び小樽市建築基準法施行条例に基づき、一定規模以上の新築等の工事

を行う場合には事前の届出を要することとしており、整備基準の適合を義務づけてい

る。 

  また、市内の路線バスにおいては、高齢者や乳幼児を連れた人でも乗降のしやすいよ

うに出入口が低床となったバスの導入を行っており、今後もバリアフリー化に向けた事

業の実施に努めていく。 
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12．認定基準に適合していることの説明 
基 準 項  目 説 明 

意義及び目標に関する事項 p.1～33、p.47～67 

認定の手続 p.104～106 

中心市街地の位置及び区域

に関する基本的な事項 

p.34～46 

４から８までの事業及び措

置の総合的かつ一体的推進

に関する基本的な事項 

p.101～107 

中心市街地における都市機

能の集積の促進を図るため

の措置に関する基本的な事

項 

p.108～110 

第 1 号基準 

基本方針に

適合するも

のであるこ

と 

その他中心市街地の活性化

に関する重要な事項 

p.111～115 

目標を達成するために必要

な４から８までの事業等が

記載されていること 

p.68～100 第 2 号基準 

基本計画の

実施が中心

市街地の活

性化の実現

に相当程度

寄与するも

のであると

認められる

こと 

基本計画の実施が設定目標

の達成に相当程度寄与する

ものであることが合理的に

説明されていること 

p.47～67 

事業の主体が特定されてい

るか、又は、特定される見込

みが高いこと 

p.68～107 

 

第 3 号基準 

基本計画が

円滑かつ確

実に実施さ

れると見込

まれるもの

であること 

事業の実施スケジュールが

明確であること 

p.68～107 

 

 

 

 


